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平成２２年第４回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２２年１２月７日（火曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員（１４名） 

  議 長  内馬場 克 康 君 

  副議長  谷 村 孝 一 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 田 正 則 君 

   ５番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

１０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １４番  林   国 夫 君 

 

◎欠席議員（２名） 

１番  吉 岡 文 子 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

 

◎出席説明員 

 市長職務代理者副市長  板 東 知 文 君 

 総 務 部 長  藤 井 英 昭 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  中 井 英 雄 君 

 農 政 部 長  須 田 正 毅 君 

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 二 君 

 消  防  長  霜 田 公 法 君 

 総務部総務課長  大 崎   聡 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教  育  長  安 田 昌 彰 君 

 教 育 部 長  前 田 敏 和 君 

 

 選挙管理委員会委員長  後 藤 泰 彦 君 

 選挙管理委員会事務局長  秋 場 勝 義 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  林   忠 男 君 

 

 監 査 委 員  扇 谷   均 君 

 監査事務局長  鎌 田   覚 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  岡 嶋 博 文 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

午前１０時００分開議 

 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

    ５番 高橋幹夫議員 

    ６番 阿部義一議員 
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を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、一般

質問に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 

１０番、小関勝教議員。 

●１０番小関勝教議員（登壇） 平成２２年

第４回定例会に当たり、大綱２点について市

長職務代理者並びに教育長に質問をいたしま

す。 

大綱の１点目は、一般廃棄物中間処理施設

についてであります。生ごみと可燃ごみにつ

いては、再三にわたり質問をしてきた経緯が

あります。特に生ごみの減量化に向けては、

平成１７年度に電動生ごみ処理機による各家

庭での処理の助成を検討しては、また、直近

では平成２１年度の第１回、第３回定例会に

おいて、生ごみの堆肥化の各自治体の取り組

み状況、可燃ごみの分別収集、さらには可燃

ごみ処理体制の取り組み状況等について質疑

をしてまいりました。これらについては、紙

類の分別回収には新たな経費負担増になるた

め分別は無理、また、南空知広域協議会では

焼却処理の広域化は困難とされ、生ごみを含

む可燃ごみについては、高温の水蒸気と高圧

処理による固形燃料化するシステム等処理方

法について庁内検討委員会で検討し、交付金

の活用から月形との共同処理について協議を

進め、年内、すなわち平成２１年度１２月末

までに方向性を明らかにすると答弁がありま

した。しかし、昨年末までの方向性は何ら明

らかに示されておりません。今回、第６期総

合計画調査特別委員会において中間処理施設

の考え方が提示され、見込まれる成果として

加温燃料として利用することで、重油等の使

用量を削減でき、ごみの減量化と再資源化が

図られ、環境型社会の推進に資するとありま

した。これらについて、議員協議会、特別委

員会、分科会等で多くの議論がありましたが、

改めて何点かお聞きをいたします。 

１つ目は、南空知地域ごみ処理広域化検討

協議会として、可燃ごみについては実質上広

域化を行わないと受けとめてよいのか。 

２つ目には、可燃ごみ以外の処理について

は、今後、広域処理は協議を継続するとあり

ますが、何を指して広域の中で対応を図ろう

としているのか。 

３つ目に、平成２１年度末で処理方法につ

いて方向性を示すとされていましたが、この

１年間示されておりませんでした。この間に

示されなかった理由、また庁内検討委員会の

協議会経過、協議内容等について。 

４つ目には、今回示された中間処理施設、

高温高圧リサイクル施設が最適と位置づけら

れた経過と実稼働の実態調査等について。 

５つ目には、高温高圧処理施設の事業費に

対する費用対効果、例えば、最終処分場の延

命化に対する効果、法定耐用年数、稼働経費

等々について、どのように分析をしたのか。 

６つ目には、これらの施設導入にかかわっ

て市民に対する費用負担はどのようになるの

か。 

７つ目には、施設導入に伴う国の補助体制

はどのようになっているのか。 

大綱２点目は、教育行政についてでありま

す。本市も全国自治体同様、少子高齢化が進

む中、学童の減少により小中高等学校の統廃

合が進められています。また、東栄小学校も
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明年４月には東小学校との統合が行われると

聞いております。このように統廃合による校

舎が未利用化となり、各地域において地域環

境の悪化や防犯対策が急務との意見もいただ

いているところでございます。そこでお聞き

をいたしますが、１つ目に、今後の廃校の利

活用をどのように取り進めていかれるのか。 

２つ目に、平成２５年度に統合が予定をさ

れている美唄高校と美唄工業高校の統合に向

け、どちらかが廃校になるわけですけども、

この廃校の利用をどう考えているのか。これ

は、残された期間まだ２年ありますけれども、

しっかりと道教委とも協議をして、これらの

ことについてしっかりと利活用を検討すべき

ではないかと思いますが、それぞれについて

お答えをいただきたいと思います。 

以上、この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君（登壇） 

小関議員の質問にお答えします。 

初めに、一般廃棄物中間処理施設について、

南空知地域ごみ処理広域化検討協議会につい

てでありますが、南空知地域ごみ処理広域化

検討協議会では、各自治体の対象可燃ごみの

相違や、構成自治体の減による財政的問題、

既存施設を有していることによる緊急性の相

違、また、施設の建設場所など、さまざまな

課題がある事から、可燃ごみの広域焼却処理

について、平成２４年度からの開始は困難で

あるという協議内容を平成２１年８月に北海

道に報告したところでございます。 

次に、焼却処理以外のごみの処理について

でありますが、焼却処理以外のごみの広域処

理につきましては、昨年１０月に開催した幹

事会で協議した結果、生ごみについては、各

自治体におけるごみ処理方式が異なっている

こと、また、資源ごみについては、各自治体

の施設で対応が可能なことから、現状ではい

ずれも広域で処理することは難しい状況にあ

ることを確認しているところでございます。 

次に、処理方式の方向性などについてであ

りますが、平成２１年１２月を目途に方向性

を明らかにすることとしておりましたが、さ

まざまな処理方式があり、検討に時間を要し

たところでございます。 

次に、庁内検討委員会につきましては、平

成２１年７月に設置し、これまで延べ６回の

会議を開催したところであります。検討経過

と致しましては、本市のごみ処理の現状、ご

み処理にかかわる課題、今後のごみ処理方式

などについて協議を行い、処理方式の方向性

を決定すると共に、美唄市一般廃棄物処理基

本計画（素案）の内容について協議を行った

ところでございます。 

次に、高温高圧処理に至った経過について

でありますが、ごみの再資源化を図り、環境

への負荷の少ない循環型社会の推進に資する

処理方式で、かつ現在の収集体制を変えない

で処理できることを基本に一括処理を行う５

つのケース、生ごみと可燃ごみを分けてそれ

ぞれ処理を行う６つのケース、委託処理を行

うケースの１２通りの処理方式について検討

いたしました。これらの建設費及び維持管理

費、燃料利用等の効果などを比較し、さらに

は可燃ごみの収集体制が類似している月形町

との共同処理なども視野に入れて、コスト面

など総合的な観点から検討した結果、高温高

圧による処理方式が望ましいとの判断に至っ
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たところでございます。 

次に、高温高圧処理施設の事業費に対する

費用対効果についてでありますが、今回の高

温高圧システムによる効果といたしましては、

生ごみを含む可燃ごみを生成物として資源化

することで、１つには、リサイクル率の向上

と、２つ目には、固形燃料の使用による温室

効果ガスの削減、さらには最終処分場の延命

化が図られるものと考えております。 

次に、市民に対する費用負担についてであ

りますが、本市ではごみ有料化を実施してお

り、負担割合と致しましては、ごみ処理に要

する収集運搬費、施設管理費など年間経費の

２５％を負担していただくこととしておりま

す。中間処理施設を建設した場合には、起債

の償還費と施設の維持管理費が新たに加わる

こととなりますが、ごみ排出量を抑制するな

どにより、ごみ処理経費の削減に努め、負担

割合などについては、そういった中で検討し

てまいりたいと考えております。 

次に、施設導入に伴う国の支援策等につい

てでありますが、環境省の循環型社会形成推

進交付金につきましては、市町村が廃棄物の

リデュース、リユース、リサイクル、いわゆ

る３Ｒを総合的に推進する廃棄物処理リサイ

クル施設の整備に対しまして支援するもので

あり、条件といたしましては、人口５万人以

上、または面積４００平方キロメートル以上

の地域計画、または一般廃棄物処理計画対象

地域を構成する市町村及び当該市町村の委託

を受けて一般廃棄物の処理を行う地方公共団

体が対象となっているところでございます。 

また、農林水産省の地域バイオマス利活用

整備交付金につきましては、廃棄物系バイオ

マスの９０％以上、かつ未利用バイオマスの

４０％以上の利活用が図られること、さらに

はごみの生成物の利活用においても農業目的

に資することが必要要件となっております。

また、現行の地域バイオマス利活用交付金は

平成２３年度までとなっていることから、農

林水産省の交付金の活用につきましては難し

いものと考えております。このため、中間処

理施設整備につきましては、環境省の交付金

の活用を検討しているところであります。 

次に、統廃合による校舎について、統廃合

に伴う校舎の今後の利活用についてでありま

すが、旧西美唄小学校につきましては、地域

との協議を踏まえ、老朽化が著しいこともあ

り解体撤去の方向としているところでありま

すが、購入の意向があった場合には、売却に

よる処分も考えているところでございます。

また、旧茶志内小学校及び光珠内中央小学校

につきましては、国の財産処分手続の弾力化

の考え方に基づき、地域の活性化につながる

よう他市町村の取組事例を参考とし、地域の

方々の意向を伺いながら、その利活用のあり

方について、さらに検討を進めてまいりたい

と考えております。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君（登壇） 小関議員の質

問にお答えします。 

初めに、東栄小学校閉校後の利活用につい

てでありますが、本年５月に保護者の皆さん

から統合についての承諾書の提出をいただい

て以降、保護者や地域の皆さんからは体育館

はこれまで同様の利用を認めてほしい。児童

館や研修施設などの複合的施設や福祉目的の
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施設として活用してほしいなどの要望が出さ

れております。また、庁内の検討委員会にお

いては、老朽化が著しい体育センターの代替

施設としての活用、東明地区の生活館的な活

用、低価格で宿泊できる施設としての活用な

どの意見が出ております。 

いずれにいたしましても、今後施設等の有

効活用を図る上で、市全体でどのように活用

していくのかについて検討を進めることが必

要と考えております。 

次に、美唄工業高等学校の跡利用について

でありますが、美唄工業高等学校は、現在の

１年生が卒業する平成２５年３月までは校舎

等を使用することから、北海道教育委員会で

は、現段階において検討は行っていないと伺

っております。 

教育委員会といたしましては、今後、道教

委の動向を把握してまいりたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 １０番、小関勝教議員。 

●１０番小関勝教議員 一通り答弁いただき

ました。改めて自席から何点か質問させてい

ただきたいと思います。 

中間処理施設に関することですけども、南

空知地域ごみ処理広域化検討協議会の状況に

ついては理解をいたしました。 

他に、今回の高温高圧処理に至った経過で

すけれども、現在の収集体制を変えない処理

のことを基本にすえた、こういうふうに答弁

されておりました。この基本にすえた根拠で

すけれども、何をベースにしたのか、単に分

別収集における経費が年間約３，０００万ぐ

らいかかるという、委員会やなんかでもそう

いう答弁がありましたけども、この増大とい

う以外にも堆肥化だとか、バイオエタノール

化等々、処理方法についてはいろいろなもの

があると思うんですよね。これらの当然比較

も判断されたことだと思っておりますけども、

これら含めて、どのような議論を踏まえて、

この高温高圧処理施設に行き着いたのか、そ

の根拠を教えていただきたいと思います。 

それと、月形町との共同処理等も視野に入

れて最も安価な処理方法でこのシステムは望

ましいと、今答弁をされておりましたけれど

も、この月形町との協議の経過、そして最も

安価な処理方法というのは、どれらの施設と

の比較をして、ここの一番安いという形に辿

り着いたのか、先の特別委員会やなんかで比

較表で１２通りの中に最終的にかかる３３億

とか３２億とか３４億というのが出てました。

しかし、これらの積算がしっかり読みきれな

い、そんなふうな数字に見えて仕方がないん

です。だから、これが１番安いというのはも

っとほかに、全体的では安い価格のものもあ

ったというように思うんですけども、これが

一番安いというとこに行き着いたことについ

てお聞かせいただきたいと思います。 

それから、事業費に対する費用対効果です

けども、生成物の資源化、リサイクル率向上

等云々、最終処分場の延命に繋がると今答弁

がありましたけれども、私が聞いているのは、

延命化を図る上で今回検討している高温高圧

が、事業費等に対してどのように効果が望め

るんですかっていうことを聞いたつもりだっ

たんですけども、お答えとしてはそのような

形がなかった。計画施設の耐用年数だとか、

稼働費等々シミュレーションをして、費用を
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投資して比較して最終処分場は何年ぐらい延

命が可能なのか。そのために、これだけの効

果が臨めますよということを実は聞いたつも

りだったんですけど、このことに対して改め

てお答えをしていただきたいと思います。 

それから、市民負担の部分は今後検討して

いきたいということですから、それは市民負

担が生じるのか、生じないのか、それはまだ

今後検討するということなんで、これらにつ

いては、しっかりとした数字が出た段階で市

民の方々にも示していただきたいなと、この

ように思っております。 

それと廃校の利活用ですけれども、公募売

却がベターだというふうに思っていますが、

仮に価格面や税負担等々により売却が進まな

い状態が生じた場合、市として今後も管理を

続けていかなきゃならんことになるわけだ。

廃校地の環境整備、雑草処理だとか防犯等々、

巡回したりなんかすると費用等もかかるんで

ないかなというふうに思っております。税制

上も含めて今後検討していただきたいなと思

います。 

また、先進地なんですけども、新冠町のと

ころでは廃校を活用してもらうためにインタ

ーネット等で公募をしたりしているようです。

この物を買ってくれたりしてくれるところ、

会社だとか、いろいろほかにありますけれど

も、それらになんか優遇措置を講じていると

いうふうに聞いているわけですけれども、も

しこの優遇措置、新冠で行っているこの内容

等が分かれば、少しくお聞きをしたいなとい

うふうに思います。お願いします。 

●議長内馬場克康君 市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君 小関議

員の質問にお答えします。 

初めに、収集体制を変えない根拠などにつ

いてでありますが、分別による市民負担の増

加や収集運搬経費の増加が見込まれることか

ら、収集体制を変えないで処理することを基

本としたところでございます。 

また、処理方式については、高温高圧処理

など、一括処理を行う５つのケース、バイオ

エタノールや堆肥化など生ごみと可燃ごみを

分けて、それぞれ処理を行う６つのケース、

委託処理を行うケースの１２通りの処理方式

について比較検討した結果、整備する施設が

１つで済み、また、建設費及び維持管理費、

燃料利用等の効果の総額で最も安価な処理方

式である高温高圧処理が望ましいと考えたと

ころでございます。 

また、月形町との協議につきましては、南

空知地域ごみ処理広域検討協議会の検討結果

を踏まえ、国の交付金制度の活用や、両市町

の収集体制を大幅に変えず処理できることな

どの観点から、高温高圧処理システムについ

て協議をこの間行ってきたところでございま

す。 

次に、最終処分場の延命化への効果につい

てでありますが、高温高圧システムの法定耐

用年数につきましては７年となっております

が、設備の適正なメンテナンスを行うことに

よって、使用年数は１５年と考えております。

最終処分場につきましては、現状のままごみ

を全量埋め立て処分すると、平成２８年度で

満了となるものと推計しておりますが、中間

処理施設を平成２６年度から稼働することに

より、概ね８年程度延命が図られると推計し

ているところでございます。 
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次に、統廃合に伴う校舎の今後の利活用に

ついてでありますが、廃校の再利用に際しま

しては、取得希望者には校舎の改修費と新た

な固定資産税が負担となりますことから、新

冠町においては、平成１９年度に学校跡施設

再利用促進に関する規則を制定し、売却に向

けての支援措置を講じているところでござい

ます。その内容といたしましては、地域の活

性化や地場産業の振興を目的として、旧校舎

を取得した場合には、取得価格の２０％を交

付金として支援するほか、取得希望者の事業

の安定化を図るため、納付した固定資産税相

当額を３年間は１０割、４年目、５年目は、

その５割を交付金として支援することとして

おり、この制度を活用し、これまで５校が会

社事務所、民間の福祉施設や美術館などとし

て再利用しているところでございます。 

本市におきましては、これまで新冠町の取

り組み事例などを調査したほか、製造工場や

事業所としての利用も視野に検討を重ねてき

たところでございますが、今後さらに、他市

町村の取り組み事例なども参考とし、利活用

のあり方について全庁的に検討を進めてまい

りたいと考えております。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 １０番、小関勝教議員。 

●１０番小関勝教議員 学校の廃校利活用に

ついては、先進事例などもよく調査をしてい

ただいて、出来るだけ早く今廃校になってい

る利活用に進めていただきたいなと、このよ

うに思います。 

中間処理施設の関係なんですけども、答弁

何回か今お聞きをしましたけども、どうも私

の質問している質問の仕方が悪いのかどうか

わからないんですけども、ちょっと自分にマ

ッチしたような方向性がちょっと見えないの

で、改めてお聞きをしたいと思います。 

少し視点を変えますけれども、美唄市の基

幹産業、農業だということは皆さん周知のと

おりであります。この農業につきましては、

水田、畑地、それぞれで農産物を生産するた

めに化学肥料、俗に言う化成肥料、そして有

機質肥料を投入してるわけです。特に、高品

質な農産物を生産するためには、有機系肥料

は欠かすことができない。今平成２１年度で

すけれども、市内峰延、それから美唄農協の

関係ですけれども、この市内の農協で水田等

に投下された有機質肥料、年間で約８７０ト

ン、２０キロベースにしますと約４万３，５

００袋が投入をされてるわけです。これらも

今高いものは４，０００円もする有機質肥料

もありますし、安いものでは鶏糞等では五、

六百円のものもありますけれども、平均で大

体１，５００円から１，２００円ぐらいが一

体の今販売価格になっております。１，５０

０円にしてもこれらの有機質を投入している

購入総額は約６，５００万に上ります。いか

にこの有機質肥料というのが農地に必要なも

のかということが伺えるわけです。これらを

踏まえて、今回の高温高圧処理施設の中間処

理を計画をしていますけれども、この固形燃

料化にかかる施設というのは全国の８８自治

体、５０ヶ所が今施設として設置をされてい

る。しかし、この５０施設の大半が固形燃料

が売れないで今困っているという状況。中に

はお金をつけて、そういう製紙会社だとか電

力会社に売っているという事で、読売新聞１

０月の２５日ですけれども、固形燃料が売れ
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ずという、こういう新聞報道もありました。

これは会計検査院が調査した中で、大半の施

設が公費で引き取りを依頼していると。一方

では、「ごみの再生、夢破れたりと。いいこと

何もなかった」というのは和歌山県の湯浅町

のところの記事が載っております。ただ、こ

れらの記事の中で、運営がうまくいってます

よという記事も最後の方に載っておりました。

それはどこだったら、富良野では順調に稼働

してますって書いてある。この富良野の場合

は、生ごみを分別して堆肥化施設と固形燃料

をつくる、製造していると。そしてこの固形

燃料については、売却が満度完了している。

唯一この富良野が順調だと、こういうふうに

新聞に載っているわけです。この固形燃料に

つきましては、ビニールだとかプラスチック

類も可燃ごみとして混入をして製造している

と言われております。このビニールだとかプ

ラスチックというのは、熱カロリーを高める

固形燃料を生成するのに必要だということで

ありますし、一方では、塩素系を薄めていく、

そういう力も持っているものだと、そういう

ものを活用して富良野では生成しているとい

うふうに聞いております。こういうことで、

富良野もやっぱり農業が基幹産業なんですよ。

だからここで堆肥化したものについては、す

べて農業者に販売をしている。実際に出てる

生ごみからできた肥料についても、これで量

としてはまだまだ足りないという状態の中で

やってる。残りは当然農協等から不足分は買

って、畑地等に投入しているということです

から、このように美唄も、冒頭言いましたけ

ども基幹産業、農業です。あれだけの投資額

を納めて今土づくりを進めていると。こうい

うことを考えると、可燃ごみと分別をして、

農業に活用できる生ごみの堆肥化だとか、こ

れ当然検討していっていいんでないのかなと、

こんな思いも実は私はしていました。 

いずれにいたしましても、これら今お話を

した内容等を総合的に考えたときに、現在検

討している高温高圧処理ではなくて、改めて

堆肥化と、それから可燃ごみプラス農業ビニ

ール、農業ポリを活用した固形燃料化を今後

さらに検討していってはどうかなと、こんな

ことを御提案申し上げたいと思います。 

また、岩見沢もごみ問題を抱えて、来年平

成２３年３月末を目途に結論を出すという報

道もされておりますので、もう少し慎重な検

討が必要でないかなと、このように思ってい

ますけれども、職務代理者としていかがお考

えなのか、お答えをいただきたいというふう

に思います。 

●議長内馬場克康君 市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君 小関議

員の質問にお答えします。 

中間処理施設の整備についてでありますが、

建設費、維持管理費、燃料利用等の効果など

を比較しながら、さらには月形町との共同処

理なども視野に入れて、コスト面などを総合

的に検討し、高温高圧システムによる処理ス

テムが望ましいとの判断に至ったわけでござ

います。なお、月形町とのこれまでの協議経

過、あるいは道に対する環境省の交付金の申

請、さらには岩見沢市の動向などございます

けども、現時点における中間処理施設の方式

につきましては、美唄市一般廃棄物処理基本

計画の素案に記載の高温高圧処理方式を予定

しているところでございますが、今後、実施
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に向けてさらに検討してまいりたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

４番、高田正則議員。 

●４番高田正則議員（登壇） 平成２２年第

４回定例会に当たり、大綱３点につきまして、

市長職務代理者に質問いたします。 

大綱１点目は、地域経済振興についてであ

ります。 

その１つ目は、商工業、建設業の現状につ

いてであります。不安定な経済情勢の中にあ

って、景気は全国的には上向き基調にあると

の報道もなされてきたところではありますが、

政府の月例経済報告によると、１０月には１

年８ヶ月ぶりに基調判断が下方修正され、１

１月は足踏み状態とのことであります。一方、

地方経済はいまだ低迷状態にあると感じてい

るところでありますが、本市における商工業

及び建設業の現状はどのようになっているの

かお伺いいたします。 

その２つ目は、雇用状況についてでありま

す。平成２１年度末をもってハローワーク美

唄出張所が統合されたところでありますが、

美唄市内の雇用状況について有効求人倍率、

新規求職者の状況及び求職者がどのような職

種を希望しているのか、また、市内の新規求

職者の求人倍率はどのような状況になってい

るのかお伺いいたします。 

さらに就労者の所得金額の推移として給与

所得者の１０年前と直近の人数及び一人当た

りの平均給与所得額についてお伺いいたしま

す。 

その３つ目は、地元調達についてでありま

す。地元調達を進めることは、地域経済振興

にとって有効なことであると考えているとこ

ろでありますが、美唄市の財政支出のうち地

元美唄市内に落ちている金額は幾らくらいあ

るのか、過去３年間の一般会計での状況につ

いてお伺いいたします。 

また、地域経済活性化のための地元調達、

発注についてどのようにお考えかお伺いいた

します。 

大綱２点目は、行財政改革についてであり

ます。 

その１つ目は、定員適正化計画についてで

あります。財政健全化により多くの負担を求

められている市民にとって、市の行財政改革、

特に市職員の定員や配置については大きな関

心を寄せているところであります。平成１８

年度から平成２２年度までを計画期間とした

定員適正化計画の進捗状況と、平成２３年度

からの新たな計画策定の考え方についてお伺

いいたします。 

その２つ目は、指定管理者制度についてで

あります。行財政改革の一環として、民間活

力の導入がふさわしい分野については指定管

理者制度を導入していると思いますが、導入

状況とその効果についてお伺いいたします。 

大綱３点目は、市立美唄病院についてであ

ります。市立美唄病院については、数次にわ

たる経営健全化の取り組みが十分に達成でき

ず、また、新しい臨床研修制度の導入に伴い、

医師の確保がより一層困難になるなど、平成

１９年度末には累積債務が２３億４，９５０

万円となり、平成２０年度に財政健全化計画

や市立美唄病院改革プランを策定し、この計

画やプランの実施を前提に病院特例債８億３，
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９２０万円を借り受けたところであります。

このプランや健全化計画では計画の後半期に

当たる平成２５年度から２７年度にかけて、

一般会計から１４億３，０００万円という多

額の繰り出しを行い、繰り越し債務の解消を

図る内容となっており、市立美唄病院の経営

が計画どおりに着実に推進されなければ、一

般会計を含む財政健全化計画の更なる見直し

が必要となり、事業事務の中止、市民負担の

増加など、本市のまちづくりに大きな影響を

与えることになります。こうした意味で市立

美唄病院の経営は市民に対する医療サービス

の提供にとどまらず、本市の財政健全化を図

り、未来に向けたまちづくりを進めていくた

めにも、最大限の関心を持って経営の動向な

どを見きわめていく必要があると考えている

ところであり、こうした観点から、以下質問

いたします。 

その１つ目は、市立美唄病院の現状及び医

師確保の取り組みについてであります。市立

美唄病院は平成２２年３月に策定した経営健

全化計画と比較し、現在の経営状況はどのよ

うになっているのかお伺いいたします。 

また、９８床の病床を有効に活用するため

には、内科医師の確保による入院再開が不可

欠であると考えますが、現状の常勤医師数、

また、医師の確保に向けたこれまでの取り組

み及び確保の見通しについてお伺いいたしま

す。 

その２つ目は、市立美唄病院の今後のあり

方にかかわるこれまでの検討経過についてで

あります。平成２２年３月に策定した経営健

全化計画には、平成２５年度までに市立美唄

病院の機能、規模などのあり方について結論

を得ることとされております。これまでどの

ように議論を進めてきたのかお伺いいたしま

す。 

その３つ目は、機能、規模に対応した比較

検討の状況についてであります。市立美唄病

院のあり方については、市民の間にさまざま

な意見があると承知しているところでありま

す。岩見沢市や砂川市に近いことや市内の医

療機関の存在を踏まえると、現在のような病

床数は必要なく、内科、外科、人工透析など

に特化し、これに必要な病床にスリム化し、

老朽化した病院の建て替え費用を圧縮すべき

との意見がある一方で、市民に身近なところ

で医療サービスを提供するため、現行規模の

病院が必要との意見もあるとお聞きするとこ

ろであります。平成２５年度までに一定の結

論を出す必要があることを勘案すると、市役

所内部ではスリム化した場合や、現行規模の

場合の検討は当然行っていると考えますが、

スリム化した場合と、現行規模の場合のメリ

ットやデメリットについてお伺いいたします。 

その４つ目は、今後のスケジュールについ

てであります。平成２２年度の半ばを過ぎた

今、平成２５年度までに一定の結論を得てい

くためには、結論を得ていくための検討のス

ケジュールや手順などを盛り込んだ工程表に

基づき着実に検討すると共に、工程表も含め、

これまでの議論経過も情報提供すべきと考え

ますが、見解をお伺いいたします。 

以上、この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君（登壇） 

高田議員の質問にお答えします。 

初めに、地域経済振興について、商工業、
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建設業の現状についてでありますが、本年１

１月に市内の企業を対象に実施しました経

営・設備投資動向調査では、経営状況の指針

となる売上高が卸小売業４６社のうち５２％

が前年期と比較して減少、２６％が横ばい、

２２％が増加となっており、昨年度実施いた

しました調査結果との比較では減少したと答

えたところが１８ポイント減、横ばいは４ポ

イント増、増加は１６ポイント増となってお

ります。また、製造業では３１社のうち５５％

が減少、３５％が横ばい、１０％が増加とな

っており、昨年度の調査結果との比較では減

少したと答えたところが２ポイント増、横ば

いが７ポイント増、増加が９ポイント減とな

っております。また、建設業では３４社のう

ち４４％が減少、５０％が横ばい、６％が増

加となっており、昨年度の調査結果との比較

では減少が１ポイントの増、横ばいが１５ポ

イント増、増加が１６ポイント減となってい

るところでございます。これらの回答結果か

ら、本市における商工業は一部において多少

の回復の兆しはあるものの、全体では依然と

して厳しい状況が続いているものと考えてお

ります。 

次に、雇用状況についてでありますが、ハ

ローワーク岩見沢所管の本年４月から１０月

までの平均有効求人倍率は０．３９となって

おり、昨年同期との比較では０．０７ポイン

ト上回っております。また、当該月に新たに

受け付けた美唄市内の求人・求職者数を用い

て算出する新規求人倍率では、本年４月から

１０月までの平均で、０．８６となっており、

昨年同期との比較では０．２４ポイント高く

なってきていることなどから、市内の雇用状

況は徐々に改善傾向にあるものと考えており

ます。一方、新規の職業分類別求人数及び求

職者数では、専門技術管理にかかわる分野の

求人件数が最も多く１３３人、この分野を希

望する求職者数は６３人、また、生産・労務

の分野にかかる求人件数が１１６件、これに

対して求職者数は２１４人となっているなど、

企業等の求人件数と求職者の希望する職種に

乖離があり、依然としていわゆる雇用のミス

マッチが伺える状況にあると考えております。 

次に、給与所得者の状況についてでありま

すが、本市の市税概要で申し上げますと、平

成１０年分の給与所得者が９，０２０人で一

人当たりの平均所得が３０５万円、平成２０

年分では７，１８０人で約２５７万となって

おり、１０年間で給与所得者が約２０％減少

し、平均所得も約１５％減少となっていると

ころでございます。 

次に、地元調達についてでありますが、一

般会計における公債費、諸支出金、前年度繰

上充用金を除く歳出では、平成１９年度が支

出総額９８億５，０００万円のうち支払い相

手が市内のものが７０億８，０００万円で７

２％、平成２０年度が９３億１，０００万円

のうち６１億５，０００万円で６６％、平成

２１年度が１１４億３，０００万円のうち６

７億６，０００万円で、５９％となっており

ます。このうち物品等購入など一般的な支出

については、可能な限り地元調達に配慮して

いるところではございますが、支出額の中に

は電気料金、共済組合負担金、市外の機関を

通じて支払われる扶助費など、直接市内で支

払いできないものも多く含まれているところ

でございます。特に、平成２１年度は国営農
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業再建対策事業として、約１３億７，０００

万円支払っていることから、例年より市内支

出の割合が低くなっているものでございます。 

いずれにいたしましても、今後とも地域経

済の活性化に向けて、競争性、公平性、公正

性を確保しながら地元調達について十分配慮

していきたいと考えております。 

次に、行財政改革について、定員適正化計

画についてでありますが、美唄市自立推進計

画に基づき、目標年次を平成２２年度の５ヵ

年とする計画を平成１８年３月に策定し、目

標職員数を３９２人といたしたところでござ

います。その後、国が示す定員モデルや類似

団体職員数などを踏まえ、平成２０年１０月

には見直しを行い、目標職員数を３６０人に

変更したところでございます。結果として組

織機構の見直しや職員の適正配置のほか、指

定管理者制度の導入や、事務事業の見直しな

どにより、目標年度の平成２２年４月には目

標人員より１名少ない３５９人となり、目標

人員を達成できたところであります。今後の

計画につきましては、厳しい財政状況の中市

民の信頼にこたえられる行政を進めていくた

めに、引き続き適正管理に取り組む必要があ

ると考えております。このため、計画の策定

に当たりましては、平成２３年度からスター

トする第６期美唄総合計画前期基本計画を踏

まえ、財政健全化計画との整合性を図りなが

ら、限られた行政資源である人材の、より効

率的効・果的な活用などを基本に組織及び運

営の合理化と規模の適正化に向けて、現在平

成２３年度からの定員適正化計画の策定を進

めているところでございます。 

次に、指定管理者制度の導入状況について

でありますが、本市におきましては、平成１

８年４月からこれまで４８施設に指定管理者

制度を導入しているところであります。導入

の効果といたしましては、１つには、これま

で公共的団体や自治体が出資する法人等に限

定されていた公の施設の管理業務に民間事業

者が参入できるようになったことから、新た

な雇用創出のすそ野が広がったこと。２つ目

には、直営施設に配置されていた職員の配置

転換を行い、その施設の経費削減が図られた

こと。３つ目には、職員の再配置による他分

野への市民サービスの向上が図られたこと。

４つ目には、民間事業者の参入により、官民

一体となったまちづくりが促進されたことな

どがあげられるものと考えております。 

次に、市立美唄病院について、現在の経営

状況及び医師確保の取り組みについてであり

ますが、経営状況につきましては、１０月末

現在の状況で申し上げますと、支出では、給

与費や材料費など費用の縮減が見込まれます

ものの、収入では患者数及び診療単価が計画

を下回ったことから、診療収益は減少してお

り、経常収支は計画より下回る状況となりま

したが、１０月以降の患者数は増加傾向とな

ってきておりますことなどから、引き続き計

画の達成に向けて努力してまいりたいと考え

ております。 

次に、現在の常勤医師数は８名で、うち内

科医師は１名となっており、今後の医師の確

保に向けた取り組みといたしましては、道内

国公立大学医学部や北海道保健福祉部などへ

要請を行うと共に、北海道医師会報や医師紹

介会社を活用した求人活動を行ってきたほか、

これまで市立病院にかかわりのあった医師に
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お会いし、要請を行ってきたところでござい

ます。こうした事から平成２１年７月に週３

日の非常勤医師１名、９月に週１回の非常勤

医師１名、１１月には嘱託医師１名を確保し

たところであり、そのうち２名の内科医師に

ついては、本年度においても継続勤務となっ

ておりますが、常勤医師の確保には至ってい

ないところでございます。 

なお、今後の見通しにつきましては、道内

大学の医学部に所属する医師の絶対数が不足

している現状や、医師の地域偏在など依然と

して厳しい状況が続いておりますが、引き続

き確保に向けて粘り強く取り組んでまいりた

いと考えております。 

次に、今後のあり方にかかわるこれまでの

検討経過についてでありますが、市民が安心

して生活できる医療体制の構築に向けて、地

域医療の今後の在り方や市立病院が果たすべ

き役割等に関して、意見交換等を行うため市

医師会を初め、市内の各機関・団体を持って

組織する美唄市地域医療に関する懇談会を平

成２０年６月に設置し、これまで６回開催し

ているところでございます。懇談会におきま

しては、医療提供体制のあり方として、市立

病院が他の医療機関との連携のもとで１次か

ら１．５次医療を提供すると共に、２次医療

圏の拠点病院との結びつきをいかに深めてい

くかなどについて意見交換を行ってきたとこ

ろであり、本年１１月の懇談会では、救急医

療、人工透析、療養病床の必要性などについ

て意見が出されたところでございます。 

また、庁内においては、平成２０年５月に

設置した地域医療庁内検討委員会を初め、関

連部署による協議を行っており、その中では

昨今の医療環境の変化に伴い専門医の確保が

難しくなっている事から、プライマリケア、

ターミナルケア、在宅医療、総合医の必要性

や新たな保健・医療・福祉の連携など、今後

求められる地域医療のあり方などについても

議論しているところでございます。 

次に、機能、規模に対応した比較検討の状

況についてでありますが、市立病院のあり方

については、病院改革プランや経営健全化計

画で、平成２５年度までに一定の結論を得る

こととしておりますが、現在庁内において地

域医療に関する懇談会での意見や市内の医療

機関等の動向なども踏まえ、今後の医療提供

体制をどのように構築してくのか検討を行っ

ているところであり、方向性が一定程度明ら

かになった段階で、市立病院の機能や規模等

について組み立てて行かなければならないと

考えており、現時点において、これらの具体

的な比較検討は行っていないところでござい

ます。 

次に、今後のスケジュールについてであり

ますが、公立病院の役割として、不採算部門

であっても必要な医療を提供しながら、なお

かつ、持続的な経営を目指すことが求められ

ていますが、市立病院においては医師不足の

状態が続いていることや、施設の老朽化など、

現行の医療提供体制を維持する上でさまざま

な課題を抱えている状況にあります。 

また、医師を招聘するためには、保健・医

療・福祉の連携のもと、地域の医療資源や地

域特性を生かすなど、今後求められる地域医

療のあり方とその推進が必要であると考えて

おります。このため、市医師会を初めとして、

市内医療機関との連携や、２次医療圏の拠点
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病院とのネットワークをより確かなものとし、

救急医療の提供を堅持しながら、急性期から

在宅療養まで切れ目の無い医療提供体制の構

築などについて検討し、地域医療に関する懇

談会などにおいて、幅広い視点から御意見を

いただきながら、今後の美唄市の新たな地域

医療の方向性と、市立美唄病院のあり方など

について、一定のスケジュールのもと進めて

まいりたいと考えております。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ４番、高田正則議員。 

●４番高田正則議員 一通りお答えをいただ

きました。ありがとうございます。自席から

何点か再質問させていただきます。 

１点目は、地域経済振興の雇用状況につい

てでありますが、雇用状況は徐々に改善傾向

にあるとのことであります。一方で、商工業、

建設業は全体として厳しい状況にあり、また、

１０年間で給与所得者数が２０％減少し、給

与所得者一人当たりの平均給与所得も約１

５％減少しているとのことであります。市民

の生活もかなり厳しい状況にあると思われま

すが、このような状況下において本市の経済

雇用対策はますます重要になると考えますが、

今後、どのような対策を講じようとされてい

るのかお伺いいたします。 

２点目は、地域経済振興の地元調達につい

てでありますが、地元調達ついて十分配慮し

ていきたいとのお答えをいただきましたが、

地域経済活性化のため、地元調達発注につい

ての考え方や取り組みはどのようになってい

るのか、具体的にお伺いいたします。 

また、地元調達への配慮について庁内で徹

底されているのかお伺いいたします。 

３点目は、行財政改革、指定管理者制度に

ついてでありますが、これまで４８施設につ

いて導入されているとのことでありますが、

図書館や学校給食センターなど、導入が可能

と思われる施設も多くあると考えているとこ

ろでありますが、今後の導入計画についてお

伺いいたします。 

４点目は、市立美唄病院についてでありま

すが、全国的に見ても病院の問題をめぐって、

まちが混乱している事例も見受けられるとこ

ろであり、そうした事態を招くことなく、市

民との議論を積み重ね、理解を得ながら一定

の結論を出していく必要があると考えている

ところであります。平成２０年度に策定した

財政健全化計画や市立美唄病院改革プランで

は、特例債を借り受け、当面の早期健全化団

体への転落を回避しましたが、医師確保、２

次医療圏を含めた病院間の連携、建物の老朽

化など大きな課題が山積したままであり、あ

る意味では問題を先送りしたとも言えると考

えているところであります。こうした点を勘

案すると、平成２５年度が病院問題だけでな

く、本市のまちづくりを進める上で大きな岐

路にあるという認識を市民と共有し、問題解

決に当たっていくことが求められていると考

えているところであります。これら課題の解

決に向けたお考えをお伺いいたします。 

●議長内馬場克康君 市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君 高田議

員の質問にお答えします。 

初めに、雇用対策についてでありますが、

市といたしましては、求職者の方が就業でき

るよう雇用対策に努めなければならないと考

えておりまして、今後におきましても、国や
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道の交付金などを有効に活用し、雇用の創出

につながるよう、例えば、農商工連携など、

こういったものを通じて地域経済活性化対策

にさらに努めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

次に、地元調達への配慮についてでありま

すが、本市におきましては、工事の発注の一

部について、市内限定型の一般競争入札を本

年６月から実施しているところであります。

また、これまで国の経済対策を活用する事業

については、地域経済の活性化、市内での雇

用創出につながるよう、地元消費の拡大や地

元企業が受注できる事業の実施に配慮してき

たところでもございます。 

今後におきましても厳しい本市の経済環境

を踏まえ、可能な限り地元調達に配慮するよ

う、さらに庁内周知など必要な対応に努めて

まいりたいと考えております。 

次に、指定管理者の今後の導入計画につい

てでありますが、これまでの指定管理者選定

委員会におきまして、東明公園ほか３公園、

図書館の５施設について、引き続き導入を検

討していくこととしたところでございます。

また、学校給食センターにつきましては、当

初導入を検討していたところでありますが、

制度を導入した場合、現在道から派遣されて

います栄養士と指定管理者との調理業務にか

かわる指揮系統などに課題がございまして、

指定管理者制度になじまない事や、他市町村

でも導入していない状況などを踏まえ、指定

管理者選定委員会において導入を検討する施

設から除外しているところでございます。 

最後に、病院問題についてでありますが、

本市の今後のまちづくりや市民の生活に大き

な影響を与えるものと認識しておりますこと

から、市民の皆さんを初め、医師会や市内医

療機関と慎重に議論を深め、共通認識に立ち

ながら医療環境の変化に対応し、本市の地域

事情や医療課題に合わせた医療提供体制の構

築に向け、取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員（登壇） ２０１０年第

４回定例会に当たり、教育行政に関し４点、

教育長に質問をいたします。 

最初に教職員の研修についてお尋ねをいた

します。 

その１つ目は、長期休業中の研修について

であります。ご存知のように教育公務員特例

法の主旨は、校長は校外研修を認めることが

基本と、私は受けとめております。しかし、

今年の夏休みの状況を見ますと、学校の実態

はそのようにはなっていないというふうに受

けとめました。市教委として、本来のあるべ

き状態になるように、学校長を指導するべき

ではないかというふうに考えます。そのこと

について、お答えをいただきたいと思います。 

２つ目は、教職員団体としての研修につい

てお尋ねをいたします。教職員組合が取り組

む教育研究集会は長い歴史を持ち、多くの研

究成果も残しております。市教委として、組

合の教研活動を認める立場にお立ちになるの

かどうかお尋ねをいたします。 

あわせて、美唄での集会で学校施設を使用

することについて、どのようにお考えになっ

ておられるかお尋ねをいたします。 

２点目は、全国学力テストについてお尋ね
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をいたします。本年は開始以来４回目の実施

が行われました。ただ、４回目は昨年までと

違って、３０％の抽出方式というふうに変わ

りました。 

４月のこれは新聞ですけれども、文科省は

学テ検証へ実態調査を行うというのが新聞記

事にあります。これは、教育委員会を対象に

して制度の改善を探るという、そういう見出

しで書かれておりますけれども、過去３回の

全員参加方式への評価や地方独自でテストを

実施しているかどうかを尋ねるなど調べると

いう事ですね。課題もそれらの課題について

質問をすると。今回、今年の部分でいえば、

３割の抽出で、残りは自主参加ということに

なったわけですけれども、相当数のというか、

大方のといいますかね、市町村や学校が参加

をしたという事で、結果として過去３年と同

様に都道府県別の成績を集計し公表するとい

うことをやられました。だから結果として、

競争の過熱、あるいは序列化の懸念が引き続

き残るということを北海道新聞は書いており

ます。さらに、学テの宿題がいろいろ残って

いるのではないかということの指摘をしてい

ます。このテストに関しては、文部科学省は

都道府県教育委員会などに対して、結果の扱

いに配慮を求めるということを言ってますね。

そして、美唄においても議会質問などに対し

て、教育委員会はそういう視点で答弁を今ま

でされてきています。ただ、この４回目を迎

えたテストに関しては、まだまだ問題が残る

ということが書かれています。そして、法政

大学教授で教育評論家の尾木直樹さんという

方の意見が紹介されていますけれども、「過去

３年では、成績の良い子がテスト当日に休む

と、先生が迎えに行くというおかしな事態も

起きた。学校で行われてきたのは点数を上げ

るためのトレーニングばかりで、本当の学力

を延ばすことにはなっていない。また、国際

学力調査で上位のフィンランドは、このよう

なテストは廃止し、子ども一人ひとりの状態

に応じて力を伸ばす習得主義に徹している。

大学や高校の入試をしない国も多い。ただ、

日本では保護者の世代を含めて、競争を重視

する感覚からなかなか抜けられない。」こうい

う指摘をされております。 

その後、１０月になって、来年度からは理

科を加えて３教科にするという報道がなされ

ましたね。そして、１１月になって、希望参

加の学校を加えた結果の発表がなされて、北

海道の場合、低迷の傾向は変わらないという

ことで、これも新聞が書いております。 

そこで私がお尋ねしたいのは、市教委、そ

れから市内の小中学校の学力テストへの考え

方はどういうものであるのかという事ですね。

それは、得点競争や順位争いに巻き込まれて

いるのではないかという、市民の心配の声が

聞かれます。それから一方で、本議会の初日

に、「美唄市教育委員会の活動状況に関する点

検評価の報告」がなされましたけれども、こ

の中では、評価委員の意見として、「学力の向

上に向けた市教委としての方向性が示されな

ければならない。」というふうに出されてます

ね。そして、「教員個々のやる気や意欲を引き

出す施策に教育委員会として積極的に取り組

んでいただきたい。」こういう意見もつけられ

ました。この教師に対して、やる気や意欲の

内容をどう受けとめているか、これらの意見

にどんなふうに対応されるのか、その辺のこ
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ともお尋ねをしたいというふうに思います。 

３点目は、心のノートについてお尋ねをい

たします。心のノートが、学校に入るように

なった経過をまずお尋ねをしたいと思います。

そして、これは学校で使用しなければならな

いものかどうか、もし使用しなければならな

いとする考え方に立つならば、その理由や根

拠を説明をいただきたいと思います。一部の

学校で、学級での指導にこのノートを使用す

る、ノートの使用を強制する動きがあると聞

きます。このことをどんなふうに考えるのか、

お尋ねをします。 

また、これらの動きに対して、市教委はど

んな役割を果たされたのか、そのこともあわ

せてお尋ねをいたします。 

次、４つ目に日の丸・君が代についてお尋

ねをします。１９９９年に国旗・国歌法が成

立をしたわけですが、この法律の国会審議の

際に、政府並びに文部省の答弁では、この法

律が成立することで学校で強制することはな

いとなってました。ただ、ここ１０年間の北

海道内、それから美唄市の卒業式・入学式で

の動きというのは、私は随分強制が強まった

というふうに受けとめておりますけれども、

強制ということの問題について考え方をお尋

ねをいたします。 

それから２つ目として、現在の道教委の指

導、これは６月、９月と続けて質問で取り上

げてまいりましたけれども、道教委の指導の

方針というのは大きく変化をしてきたという

ふうに受けとめています。とりわけ、教師に

対するものとしては、職務命令をもってして

も道教委の言う適正な実施、それに向けての

指導というものを取り上げております。こう

いう考え方というのは、私は日本国憲法の規

定に違反しているというふうに考えておりま

すけれども、これらについての考え方をお尋

ねをいたします。 

それから３つ目、これは子どもに関してで

ありますけども、子どもの権利条約を日本が

批准して、もう随分時間がたちました。子ど

もの権利条約の中の１２条、１４条、あるい

は２８条、これらの規定に子どもに対する強

制というものは反するのではないか、その考

え方をお尋ねをいたします。 

以上、この場での質問は以上です。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君（登壇） 米田議員の質

問にお答えします。 

初めに、長期休業中の研修についてであり

ますが、国の通達において、「教育は特に教職

員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する

面が多いこと及び夏休みのように長期の学校

休業期間があることなどを考慮し、学校休業

期間については、教育公務員特例法第２２条

の規定の趣旨に沿った活用が図られるよう留

意すること。」とされており、このほか道の通

知及び事務連絡等を踏まえ、対応することと

しております。 

教育委員会としましては、このような観点

から、各学校の教職員に共通認識が図られ、

長期休業中の校外研修の取り扱いについて、

適正に対応されるよう校長会等を通じて教職

員を指導しているところであります。また、

教育公務員特例法では、教育公務員はその職

務を遂行するために、絶えず研修と修養に努

めなければならないとされ、教員は授業に支

障のない限り、校長の承認を受け、勤務場所
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を離れて研修を行うことができるとされてお

り、各学校においては校長もその趣旨につい

て十分理解し、運用されているものと認識し

ております。 

次に、職員団体としての研修についてであ

りますが、職員団体が進める教育研究集会は、

組合活動の１つとして認識しております。ま

た、研究集会の開催場所についてであります

が、学校施設を使用する場合には、管理責任

者の校長の許可が必要であり、許可するに当

たっては、学校運営上支障なく、教育研究と

しての資質が備わっていることが必要である

と考えております。 

次に、全国学力・学習状況調査についてで

ありますが、本調査は義務教育の機会均等と

その水準の維持向上の観点から、国語と算

数・数学についての基礎知識及び応用力を把

握することとし、さらに、児童生徒の学習状

況を調査することで、学校における指導方法

に関する取り組みや、教育条件の整備等に関

する教育施策の成果と課題の検証の上に立っ

た改善等に役立てるものです。調査実施に当

たって、その結果の扱いや実施後の取り組み

の方向性についてさまざまな意見等がありま

すが、教育委員会としましては、学力の基礎

となる国語、算数・数学の定着度合いの状況、

学習に関する意欲、環境等を把握する上で必

要なデータを十分に分析し、学校改善に向け

た取り組みに活用することが重要と考えてい

ます。子どもたちが確かな学力を身につける

ことは、教育の大きな使命の１つであること

から、全国学力・学習状況調査及び本市が独

自に実施してる標準学力検査の結果について、

学力向上プロジェクトチームを設置し、現在

分析をしているところであり、家庭での学習

習慣、地域住民による学校支援協力などの提

言も必要であると考えております。 

このため、今後においては、学校の序列化

や競争につながらない事に配慮した公表も検

討する必要があると考えております。 

次に、心のノートについてでありますが、

平成１４年、校内暴力や少年による凶悪犯罪

などの社会問題が背景となり、学校教育にお

ける道徳教育の充実が一層求められた事から、

文部科学省は心のノートを全国の小中学校に

配布し、学校の教育活動全体で活用し、また、

学校と家庭等が連携して、児童生徒の道徳性

の育成を通して道徳教育の充実を図ることと

したものであります。また、文部科学省は道

徳教育の充実に資する補助教材としながら、

教師が指導する際に子ども心に響く教材とし

て位置づけており、市教委といたしましても、

補助教材として活用が図られることが望まし

いと考えております。 

今年６月以降、全国で児童生徒の自殺が５

件発生しており、１１月に札幌で起きた痛ま

しい出来事は記憶に新しいところです。この

ような状況を受けて、文科省、道教委、本市

教育委員会は、校長を初め、教職員があらゆ

る機会や授業を通して命の大切さ、尊さを考

えさせる取り組みを進めるよう指示している

ところでございます。 

次に、卒・入学式にかかわる国旗・国歌に

ついてでありますが、国旗・国歌の指導につ

いては、学習指導要領に基づき、具体的には、

社会科で国旗・国歌の意義を理解させ、それ

を尊重する態度を育て、諸外国の国旗・国歌

も同様に尊重する態度を育成すること。音楽
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の授業では、国歌「君が代」は、いずれの学

年においても歌えるように指導すること。特

別活動では、入学式や卒業式などにおいては、

その意義を踏まえ、国旗を掲揚し国歌を斉唱

するよう指導することとしています。また、

それは強制ではなく、適切に指導するもので

あると考えております。 

次に、道教委の指導についてでありますが、

国旗・国歌の児童生徒に対する指導につきま

しては、学習指導要領に基づき、「入学式や卒

業式などにおいてはその意義を踏まえ、国旗

を掲揚するとともに国歌を斉唱するよう指導

するものとする。」とされており、各学校にお

いては、これに基づき適正に実施することが

公教育の果たす使命と考えております。学習

指導要領は、憲法を最高法規とする法体系の

中に位置づけられており、憲法の理念は生か

されているものと考えております。 

次に、子どもの権利条約との関係について

でありますが、条約の批准に当たっては、国

内法制度との整合性を図っており、条約の各

規定に反することはないと認識しております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員 この場から再質問をさ

せていただきます。 

最初の、研修の問題です。各学校において

は、校長もその趣旨について十分に理解し、

運用されているものと認識しております。と

いう答弁が最後にありましたけれども、この

答弁の内容は、特にこれ、このとおりだとす

るとね、趣旨について十分に理解し運用され

ている。だからもしそうだとすれば、先ほど

指摘したような、夏休みで比較すれば、前の

年よりも参加率が下がるという数字になって

るわけですから、それはちょっと理解できな

いという事から、９月の３定の中では、この

部分については答弁の取り消しをいただきた

いということを私は申し上げました。やりと

りの中では、３回目の御答弁の中からはこの

文言は消えたなというふうに承知をしており

ます。何度もこの言葉は聞きました。そして、

今年の夏休みの状況を反省をいただいて、具

体的に校外研修の実効が上がるという、そう

いう施策をどうとられるのかということをお

聞きをしたい。９月議会の質問でも指摘しま

したけれども、学校によって研修場所の扱い

が違うということが明らかです。こういう扱

いの差をどう埋めるのか、その具体策を示し

ていただきたいと思います。 

どうも学校の状況をお聞きしますと、何か

と理由をつけて認めないというのが見られる。

だから、この教育公務員特例法に書かれてい

る研修内容というのは、認めないための施策

ではなくて、どうすれば認めることができる

か、それを考えてもらいたいということにな

るわけですね。そしてあわせて、毎度申し上

げてますけども、現在の学校というのは、日

常の超過勤務の実態、これが明らかです。だ

から道教委も市教委も、その解消のために努

力をされるということで具体的なプログラム

を組まれているわけですから、これらとあわ

せて考えていただく問題ではないかというふ

うに思います。今１度御答弁いただきたいと

思います。 

それから、２つ目の職員団体の教育研究活

動についてでありますが、組合活動の１つと

しての認識をしている。との答弁いただきま
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した。組合教研の自主的な研究活動としての

本質、あるいは長い歴史の中での多くの成果

についても理解されているのかどうかちょっ

とわからない。もっと積極的に評価されるよ

うな、そういう姿勢を示すことはできないの

かどうか、改めてお尋ねをします。 

校舎利用の件は、勤務時間の扱いなどネッ

クになることも想定をされます。現状で考え

方が分かれるような問題は、あえて持ち出す

べきではないのかなとも思います。ただ、こ

ういう考え方をすること自体が私自身として

も本来ではないかなと思いますけれども、そ

の部分は、先ほどの説明を一応受けとめてお

きたいというふうに思います。 

それから、大きな２番目の全国学テの問題

でありますが、心配していた順位争いとか、

得点競争の状態が美唄でも出てきているとい

うことを聞きます。Ａという学校では、生徒

の集会のときに校長が、君達はＢ校に負けて

いるぞと、負けないように頑張れという話を

された。そして、同じ趣旨の話をＰＴＡの役

員が集まる会合の中でもお話をされたという

ことなんですね。市教委が学力テストの結果

を上げるためにできることは何でもやれとい

う指示を出しているというふうに、私は思え

ないわけですよね。だから、この辺の状況に

対する考え方をお尋ねをしたいと思います。 

今、例を挙げたのは学校長の話ですけれど

も、各学校の一人ひとりの教師の意識の中に

も、学力テストというものが常にあると。そ

ういう状況になってきているようです。得点

を上げる対策を具体的にとる。そういう動き

が出てきているということも聞きます。今年

の場合は希望参加というのがあってね、道内

では道が費用負担をするということで、札幌

市を除く全市町村が参加したわけですね。こ

ういう形で全国学テが続くとした時に、学校

内では、テスト対策に時間を割くということ

が一般的になる心配があると思います。テス

トのための学習ですね。これは決して、先ほ

ど教育長が答弁されたこの全国学力調査の目

的とは違うわけですよね。ところが、現場で

は違う現象がどんどん起きてる。先ほどの新

聞記事になった尾木さんの話もありますけれ

ども。この全国学テというのは、具体的対策

を立てて向上策をとるという事を、学校に対

して求めておられるのかどうか、考え方をお

尋ねしたいと思います。 

また、４年連続で実施されるということに

よって、その３年目のときにも言われてたん

ですけども、傾向というのは明らかなんです

ね。美唄は独自の標準学力テストも実施して

います。来年ももし同じ形での実施となった

場合に、美唄は参加しないという判断になら

ないのか。私は、そうしていただきたいとい

うふうに思うんですけれども。そのことをお

聞きします。 

また、今のご答弁の最後のところで、公表

も検討するということがありました。このこ

とに関して、どんな発想からこういうふうに

なってるのか、具体的な方法を含めて、もし

詰まっていればお聞きをしたいと思います。 

それから３つ目、心のノートの問題です。

今の答弁では、平成１４年の子どもたちの状

況から、道徳教育での重要性、そういうもの

から入ったということの答弁が簡単にありま

した。私も平成１４年から学校に入る、配ら

れるというふうになったという事で、１５年、
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その年度ですね、１４年度ですけど、１５年

の第１回定例会で一般質問でも取り上げさし

てもらいました。当時の村上教育長からいろ

いろ答弁をいただいたわけですね。その時に

申し上げましたけれども、この心のノートと

いうのは、いわば教育現場の人達はそういう

ものが欲しいというような声は全くなかった。

誰も予測してなかったんですね。ところが、

文科省として予算要求した、ちょっと今数字

細かいの忘れましたけども、２億６，０００

万か７，０００万かな、それが国として予算

つけたのは約８億がついてきて、その増えた

分というのは全部心のノートになったんです

ね。そして全国の全児童生徒に配布をすると

いう事になる。小学校ですと低中高、中学校

は同じものですね。発行者は文部科学省とい

うふうに書かれて配られたわけですね。だか

ら、全国の学校では、これは何だということ

になったわけですよね。予測してないものが

突然やってきたと。それで、扱いについて、

１５年の一定でお尋ねをしました。これ当時、

村上教育長は、こういう答弁をされてます。

「心のノートは、文部科学省が平成１３年に

策定した２１世紀教育新生プランに基づき作

成されたものでございまして、児童生徒１人

ひとりが道徳的価値や人間としての生き方に

かかわって気づいたことなどを記録したり整

理したりすることを通して」これ記録したり

というふうに今書いてますけども、教科書類

についてはね、子どもが書き込むという形式

のものはないんですよね。だけども、この心

のノートは、これについて、どうあなたは思

いますかということで、子どもが書き込む形

式になってますね。書き込むところがたくさ

んあるということ、そのことをおっしゃって

ます。「記録したり整理したりすることを通し

て、自ら道徳性を育み、人間としてよりよく

生きることに資する教材であります。私自身、

実際にこれを読んで見ましたけれども、その

内容は子どもたち一人ひとりが、自らの心の

成長を実感できるように配慮されていると感

じました。児童生徒が主体的に学習し、自ら

道徳性を育んでいけるよう、指導に当たって

いくことが必要であると、このように考えて

おります。」教育長としては、こういう答弁を

されたんですね。 

私は実際に心のノートをずっと読んでみま

してね、その考え方、私なりの感じたことを

申し上げます。心理学の専門家がつくったと

いうふうに聞いてます。中心になったのは河

合さんという方ですね。実際に執筆されたか

どうかはわかりませんけども。書かれてある

一つ一つの材料、それから文章表現、そうい

うものを部分的に見ていくと、そう問題は感

じないんですよ。ただ、それをずうっと繋い

で見ていきますと、子ども達の気持ちをうま

く誘導して意図するところへ持っていくとい

う、そういう流れだと。これは、だから小学

校入学の時から、折に触れてそれを使って書

き込んでいくという方式、心のノートと子ど

もとの気持ちのやりとりですね。そういう中

で、道徳性を育てていこうという考え方です

よね。通常、道徳の時間等でも子どもたちみ

んなで材料を探すというのは、あまりないと

思います。教師の方でやはり材料を提供して、

そして、ものの考え方を子ども達とのやりと

りの中で育てていくということ。あるいは、

実際に体を動かして体験をしながら道徳性を
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育てるという形をとりますね。この心のノー

トというのは、全く従来のものとは違う内容

でつくられているということですね。だから、

白紙の状態の子どもの気持ちというものを、

うまくつかんで意図する方へ導くということ

で言えば、例えば、家庭で今日はこういう勉

強してきたんだよというような話をするんじ

ゃなくて、子どもの気持ちを心のノートに書

いて、それはそこでしまってしまうんですね。

そして、またその次の段階行った時に新たな

文章を読んでみて、またその気持ちを書くと

いうことですね。そういうその人その人の心

の中にあるさまざまな動きというものを、心

のノートさん、あなただけに教えますよとい

うようなやり方ですよね。これが果たして学

校教育という場で子どもたちを育てていくと

いうことでの手法として、なるほどそうだな

というふうに納得をいただけるものかどうか

ということについては、非常に疑問がありま

す。それはだから多くの、当時、教育関係者、

あるいは教育というものを仕事にされている

方々の間でも議論が分かれたところですね。

ただ、心配する意見はかなりありました。一

般質問で取り上げた後、予算委員会の中でも

質問させていただきました。当時、井村さん

という指導主事がおられたんですが、この方

にお聞きをした時に、ちょっと長いところ省

きますけれども、「一般質問でも御指摘にあり

ましたように、教科書でも副読本でもない教

材であるからというご指摘があったとおり、

この活用に関しては強制ではあってはならな

い。強制にならないよう工夫をしながら、子

どもたちの発達段階に配慮しなければならな

い。というのが文科省の基本的な考えである

と承知しております。」こういう答弁をいただ

きました。ただ、私はそのときに、一般質問

の中で申し上げたんですが、いずれ強制にな

るんじゃないかと、そういうことを心配しま

すよということを申し上げたんです。今回、

この問題を取り上げましたのは、そういう心

配が現実のものになってきたという事で、取

り上げさしていただいたんですね。２学期に

なって一部の学校で、学級での指導にこのノ

ートの使用を強制する動きがありました。こ

の事に市教委がどうかかわっているのかお尋

ねをしたい。 

またある学校では、集会の中で学校長が心

のノートのページを何ページから何ページと

いうふうに言って、読むことを進める発言を

された。その事は、学校だよりでも触れて父

母の方々にも校長がそういう指導してるよっ

て事を伝えるという動きとして、なかなか念

の入ったものだというふうに思います。先程

の教育長の答弁からね、子どもたちの自殺事

故があってという事で、そのことの指導を、

命の大切さを徹底したいということのお話が

ありましたから、そのこととかかわっている

のかもしれません。そこは、具体的に中身を

私が聞いてるわけでありませんから、承知を

しません。ただ、普通あまり、これは例のあ

る指導ではないなというふうに感じました。

今後についても、どんなふうにお考えになっ

ていくのかということをお尋ねをしたい。あ

わせてお尋ねをしたいということです。 

それから、４つ目の日の丸・君が代の問題

です。まず、いつも聞かされるんですけども、

学習指導要領に沿って、適正・適切な指導を

すると、適正に指導するんだというふうに答
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弁されます。じゃあ学習指導要領というもの

を出せば、何をしてもいいという考え方なの

かなということ。適切な指導というのは、教

師、児童、生徒、保護者、それらの人たちの

考え方や気持ちなどに対しては、何の配慮も

必要がないという考え方なんだろうか。もし

そうだとすれば、これは完全に強制だと。現

在、道教委の卒業式・入学式についての指導

というのは、学校のことを理解してる人なら

だれに聞いてもあれは強制だというふうに言

うだろうと思います。職務命令による処分を

振りかざしての強制が今次明らかになったと

いうことですね。これを適切な指導というの

は、どう考えても私は無理があると思います。

実態を正直に強制してますというふうに言わ

れた方がいいのではないか。学校は強制して

ます。市教委もそういう考え方ですという事

を言うべきではないですか。私はそう思いま

す。その方がずっとわかりやすい。今のご答

弁の中で、社会科で国旗・国歌の意義を理解

させるということがあります。これは３月に

起きた問題ね。日の丸・君が代は、侵略戦争

のシンボルと指摘して使われた。これが道議

会の中で問題になったわけですよね。そうい

う指導をするとはけしからんという事で、直

ちに実態を調べろっていうことになって、結

果として、市教委、それから学校が動いたと

いうことですね。私は、侵略戦争のシンボル

として使われた歴史、まったく事実ですよね。

だから、日本の侵略を受けたアジアの国の

人々の考え方、どういうふうに歴史を受けと

めているのか。一番は、隣の朝鮮半島ですね。

韓国、北朝鮮、中国、非常に日本から近いと

ころにある国々でどうであるのか。それらを

含めて、きちんと指導すべきだというふうに

思いますよ。ただ、これは、侵略戦争云々と

いう問題は、指導要領の中にはないんですよ。

だけども、指導するなとは書いてない、そう

いうことをね。ということは、この歌がそう

いう役割を果たしたということを、これは私

は教師たちはきちっと教えるべきだというふ

うに思いますね。それから、音楽でいずれの

学年においてもというのが、これは、来年か

らの改定で入った内容だというふうに理解し

ています。これは、教育基本法の改正を強行

しました。安倍総理大臣がね。その結果です

よね。翌年、関連する教育関係の法律が全部

改正され、その流れとしてこの学習指導要領

にも及んできたということです。だから、多

くの国民の意向とは異なる方向の教育へ向か

って行ってるものだというふうに私は理解し

ています。教育の中に、どんどん国家権力の

意向が入り込んだ結果です。その学習指導要

領をすべてに優先するという答弁は、学習指

導要領至上主義だと私は思います。強制では

ないとおっしゃるんであれば、強制でないこ

とということが、誰もがわかるような説明を

していただかなければならないと思います。

いかがでしょうか。 

それから、２つ目の学習指導要領は、憲法

を最高法規とする法体系の中に位置づけられ

ており、憲法の理念は生かされている。これ

は同じ答弁９月にも聞きました。到底納得で

きません。学習指導要領というのは、省令で

すよね。国会で審議される中身ではないです

よ。それは文科省が思ってる事を書いて出せ

ばいいわけです。そして、これには法的拘束

力があると、ある時期からそう文科省が主張
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している。そういう中身です。それが国会で

審議された法律ね、あれは一番大元の憲法を

初めとする、それら上位法にある事柄、憲法

を最高法規とする法体系の中に位置づけられ

ておりという、こういう内容にするというこ

とをいちいち第三者がチェックするというも

のではなくて、文科省が勝手につくる中身で

すから。それは、多くの人がこれには疑問が

あるなというふうになった時に、ごり押しす

る中身ではないと思うんですね。現在の、さ

っき言った安倍さんが改悪した教育基本法、

この前文の中にも日本国憲法の精神に則り、

とある。だから、憲法の精神が尊重されてい

る。そういう９月にいただいた答弁。これは、

そういう考え方は全く事実ではないというこ

とを指摘しなければなりません。憲法１１条

とか１３条とか１９条とか、これらの内容に

照らして、学習指導要領にあるから適正に指

導するんだという、そういう強制が通る話か

どうか改めてお尋ねをしたい。 

それから、最後の子どもの権利条約の関係

です。批准に当たって国内法制度と整合性を

図っているから問題はないという答弁でした

けどもね、私はやっぱりそうは思わないです

ね。子どもの権利条約の１２条というのは、

意見表明権というふうに一般に言われてます

けども、「自分の思いや考えを表現できる子ど

もは、その子どもに関係あることすべてにつ

いて、自由に思いや考えを表現できる権利を

持っています。締約国はその権利を保障しま

す。そのとき、子どもが表現した思いや考え

は、子どもの年齢や成長に従って大切にしな

ければなりません。」これはちょっと、六法等

に出ている文章とは違います。子どもの権利

条約の条文とはね、これは子どもがわかるよ

うに書き直したものなんですね、今読み上げ

ましたのはね。子どもには意見表明権がある

から、国はそれを尊重しなきゃならないとい

う事をうたっています。それから、１４条は

思想・良心、宗教の自由ですね。「子どもはど

んな考えを持ってもよく、何を正しいと思っ

てもよく、どんな宗教を信じてもよいという

権利を持っています。締約国は、この権利を

大切にします。これが基本です。」まだ、あと

ありますけどね。それから、２８条、教育の

権利ということです。これは子どもたちが学

ぶ権利を認めなさいということを言ってます

ね。だから、きちっと学べるように国はしな

ければならない。これがこの条文の基本です。

だから、これらに照らして、今の学校教育の

中で行われている指導というものが、子ども

の権利条約を日本は批准して、それに沿って

やってますよということが言えるのかどうか、

私は疑問がある。その点でお考えをお聞きし

たいということです。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君 米田議員の質問にお答

えします。 

初めに、長期休業中の研修についてであり

ますが、長期休業中の校外研修については、

あくまでも教育公務員特例法第２２条の規定

の趣旨に沿った活用が図られるものと考えて

おります。市教委は各学校長に対し、教員は

授業に支障のない限り校長の承認を受け、勤

務場所を離れて研修を行うことができること、

研修内容が地域住民に誤解を招くことがない

ことを踏まえ、運用されるよう指導しており、

校長は教職員に対し、長期休業前に教員から
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研修願いの提出を求め、その内容が研修にふ

さわしいものについて承認を行っているとこ

ろであります。 

次に、職員団体としての研修についてであ

りますが、職員団体が進める教育研究集会は、

組合活動の１つとして認識しており、活動内

容に踏み込んで論評する立場にないものと考

えております。 

次に、全国学力・学習状況調査についてで

ありますが、本調査の実施のみならず、教育

の目標が達成されるよう、心身の発達段階に

応じて自ら進んで学習に取り組む意欲を高め

ることが重要と考えております。そのことか

らも、過度な競争、序列化につながらないよ

う配慮した励ましなどは必要なことと考えて

おります。教育委員会といたしましては、こ

の調査の参加により、学力の目安となる国語、

算数・数学の定着度合いの状況に加え、学習

に関する意欲、方法、環境等を把握する上で

貴重なデータが得られることから、調査結果

の分析をもとに、学校改善に向けた取り組み

に活用することが必要と考えております。ま

た、本市独自で実施している標準学力検査の

結果もあわせて分析をしており、家庭での学

習習慣、地域住民による学校支援・協力など

の提言も必要と考えており、学校の序列化や

競争につながらないことに配慮した公表も、

今後においては検討する必要があると考えて

おります。 

次に、心のノートについてでありますが、

教育委員会と致しましては、学校の教育活動

全体で活用し、また学校と家庭とが連携して

児童生徒の道徳性の育成を通して道徳教育の

充実を図ることが望ましいと考えております。

今年６月以降、全国で児童生徒の自殺が５件

発生しており、このような状況を受けて、校

長を初め、教職員があらゆる機会や授業を通

して、命の大切さ、尊さを考えさせる取り組

みを進めるよう指示したところであり、心の

ノートは補助教材として活用が図れることが

望ましいと考えております。 

次に、卒・入学式における国旗・国歌につ

いてでありますが、公教育には、全国的に一

定の教育水準を確保し、平等に教育を受ける

権利を国民に保障することが求められており、

学校での教育指導のすべては、法的拘束性を

有する学習指導要領を基準として行われるも

のであり、卒・入学式における国旗・国歌の

指導も同様であると考えているところです。

また、市町村教育委員会は、地教行法上、所

管する学校の教育課程の管理を行うこととな

っており、必要に応じて指導助言する立場と

認識しております。 

次に、児童生徒に対する指導につきまして

は、学習指導要領に基づいて行われるべきで

あり、入学式や卒業式などにおいて国旗・国

歌の指導や各教科の学習内容は各学校の教科

指導計画に基づき、検定、教科用図書を用い

て指導されるものです。教育委員会としまし

ては、今後ともこの考え方に基づき、各学校

の教育課程が適正に実施されるよう指導して

まいりたいと考えております。 

次に、道教委の指導についてでありますが、

本年２月から道教委が発した通知については、

学校における国旗・国歌の指導は、学習指導

要領に基づいて適切に行われるものであると

いう平成１２年の見解を基本的に踏襲しつつ、

国旗・国歌の取り扱いや指導の考え方をより



 - 82 - 

明確にしたものであると理解しているところ

であります。また、学習指導要領は憲法を最

高法規とする法体系の１つとして位置づけら

れており、このことから、教育においても日

本国憲法の精神が尊重されるものと考えてお

ります。 

次に、子どもの権利条約との関係について

でございますが、本条約は、国内では平成６

年に発効され、条約第１２条の意見表明権、

１４条の思想・信条及び宗教の自由、２８条

の教育についての児童の権利は、いずれも日

本国憲法の第１３条、個人の尊重、生命、自

由、幸福追求の権利の尊重、１９条、思想及

び良心の自由、２６条、教育を受ける権利、

教育を受けさせる義務、義務教育の無償など

の条文との整合性が書かれていると認識して

おります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 質問中でございますが、

米田議員の再々質問につきましては、午後か

らにいたしたいと思います。 

午後１時まで休憩いたします。 

 

正午１２時０４分 休憩 

午後 １時００分 開議 

 

●議長内馬場克康君 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

米田議員の再々質問から入ります。 

８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員 もう一度改めてやらせ

ていただきます。 

長期休業中の研修の問題ですが、先ほど申

し上げましたけども、学校によって扱いの差

をなくすということについて、具体的なお答

えがありません。同じ美唄市内の学校に勤務

していて、研修場所についての見解が校長に

よって違うと。違うというより、むしろ反対

なんですね。そういうのが、いかにもおかし

いと。これは整理する考え方を、ぜひお答え

いただきたいと思いますね。それから、校長

の中には、言い方一方的であれば申し訳ない

と思いますけども、研修をさせようという意

識が欠けているという、そういうふうに思わ

れるような人もいるのではないか、こういう

ふうに疑わざるを得ない状況ですね。建て前

だけお答えになって、それで、果たして教育

委員会としての責任を果たすことになってい

るのかどうか、私としては納得しかねる答弁

だというふうに思いますね。 

それから、超勤の実態があるということに

ついてもお話としては触れられていない。こ

れも、重ねて答弁を求めたいというふうに思

います。私とすれば、この場で、定例会での

質問として取り上げているわけですから、答

えられないということであれば、なぜ答えら

れないのかという、その理由の説明をいただ

きたいというふうに思います。 

それから、組合教研の問題ですが、研修と

いう面から考えますと、単に組合活動の１つ

だという、そういう認識で済ませるという、

そういう考え方、意識といいますか、それは

ちょっと理解できかねる。今も言いましたよ

うに、超過勤務続きの現場にあって、自主的

な教育研究活動を継続するということは、そ

れはどんな意味を持っているのか、何も考え

ないんでしょうか。美唄市の教職員の活動に

ついて冷静そのものというか、冷めた答弁を



 - 83 - 

なされる。聞いてる側としては、ちょっとが

っかりしますね。道教委が一切組合は相手に

しないと、そういう姿勢をそのまま受けて、

地方教育委員会としての機能が果たせるとは

思えません。ぜひ、お考えをお聞きしたい。 

直接この質問とはかかわりませんけども、

教育委員会の職員の方で自分たちで企画して、

自主的な研修を行ってるという、そういう例

がもしあるならお聞きをしたいと思いますね。 

それから、学テの問題です。今の答弁で言

いますと、校長の具体的な発言であっても、

それは子どもたちの意欲を高めることであっ

て、過度な競争、序列化につながらないよう

配慮した励ましの言葉だというふうに受け取

っておられるわけですね。だから、これまで

全国学テについての市教委の答弁とは大分か

み合わないんではないかという事を、私は感

じます。生徒たちに、君たちは負けてるぞと、

そういう言葉を浴びせる校長の考え方、態度

を是認するということになれば、市内の他の

学校にも広がるんではないかということを心

配します。美唄の子どもたちを、そういう状

態に置いていいのかどうか、そこの考え方を

お尋ねをしたい。 

それから、心のノートの問題です。学校教

育全体で活用するという考え方とか、それか

ら、道徳教育の充実などの考え方、そういう

ことを教育委員会が考えているということ、

あるいは、その事と、学校や学級への強制の

圧力をかけるということとは別の問題だと思

いますね。だから、お尋ねしてることにきっ

ちり答えていただきたい。３月の経過からし

ても、これは答えないで済むという問題では

ないというふうに思います。 

教育行政が、先ほどの答弁でありましたけ

ども、いろいろ考えて、そして例えば、子ど

もの事故が起きるから、そういうものについ

ての指導を十分取り入れてくれということを

指示されるということとちょっと違う、そう

いう内容ではないかというふうに私は思いま

す。３月の予算委員会のやりとりではね、教

育長ははっきり異常なことだという答弁をさ

れています。教育行政が教育内の具体的な言

葉で介入するっていうのは、やっぱり非常に

危険だということを感じます。教育委員会の

姿勢が変わったのかどうかということをお尋

ねをしているわけです。 

それと、道徳教育に限りませんけれども、

とりわけ心の問題等について言えば、学校内

のチームワークというのが非常に大事ですね。

教職員のチームワークが機能しているのかど

うか、これが重要だと思います。職員会議が

本当に議論の場になっているかどうかという

ことも大事です。残念ながら今の校長の中に

は、このような意識がほとんど皆無に近いと

いう人もいると聞きます。それから、職員会

議では発言がほとんどないという学校もある

ということも聞きます。こういう状況が把握

されてるのかどうかね、非常に私は心配な状

況だというふうに思いますけれども、それら

含めてお考えがあればお聞きをしたい。 

それから、４点目の問題ですね。これはさ

っきも言いましたけども、強制と受けとめざ

るを得ないということです。だから、教育水

準のために、法的拘束性を持つ学習指導要領

を基準にという考え方、これはそれがどんど

ん強化されている、そういう現状をね、どん

なふうに判断されているのかなということで
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す。私はここ１０年ほどの動きで見ていて、

北海道でも入学式・卒業式における国旗・国

歌の問題というのは、ほとんど教育行政が考

えている事柄は完遂に近いという状態までき

たと思いますよ。ほとんど。空知で言えば、

一行玉で新聞で書かれているわけですから、

あと、オホーツク方面、これが少しまだある

ということで、それもしかし、数は非常に少

ないということですね。今までの学校の中で

丁寧に議論を重ねて説得をして、そして理解

を求めるというやり方で、今日の状況まで来

てるわけでしょ。それを今度は、今改めて職

務命令をもってしてもというふうに、言わば

最後の一人まですぐに従わせるんだと、そう

いうやり方を今道教委は取ろうとしてるわけ

ですよね。いや、取り始めたんですよ、昨年

の訓告から始まってね。私は、異常としか考

えられない。今のやり方というのはね。それ

を、地方教育委員会が支持していくというこ

とは、これは大変でないかということですよ。

だから会場にいる全員が起立して、正面を注

目してしっかりと口を開け声を出すと。そこ

まで行かなければならない、そこまでやらな

きゃならないんだという考え方なんです。人

の気持ちの考え方に幅があることは認めない

ということなのかどうかですよね。憲法の精

神を受けてる学習指導要領だからというふう

におっしゃるけども、憲法の精神を受けとめ

て、学習指導要領が出来てるなんてことはな

いですよ。それは詭弁ですよ。今の憲法があ

って、教育基本法があって、学校教育法があ

ってという、そういう仕組みの中でつくられ

てきている文科省の省令です。そのことは否

定しません。それを処分をもっても徹底する

んだという、そんなこと学習指導要領のどこ

にも書いていないですよ。書いてないんです

よ。それを権力を使ってやろうとしてるでし

ょ。従わないものは処分だという事なんです。

だから、それはおかしいんではないですかと

いうことですよ。そういう世の中にしていい

んですか、美唄市教育委員会がそのことに加

担するんですか、それはおかしいでしょう。

そのことをね、よく考えていただきたい。 

どうしようかと迷いながら来たんですけど

も、前にも話したかもしれませんが、北九州

市の先生方がやってるココロ裁判というのが

あります。これは、「教育現場に「心の自由」

を」というタイトルで田中伸尚さんという人

がドキュメンタリー風に書いた本なんです。

それは、ココロ裁判を扱って２００５年の４

月に福岡地裁で第一審の判決が出たときの報

告なんです。それは北九州市で、厳重注意か

らね、訓告、戒告、減給というふうに、だん

だんだんだん処分がでかくなって、重くなっ

ていくということを経験した先生方が裁判を

起こして、そして、８年以上地裁での議論を

積み重ねた結果、２００５年の４月に一審判

決が出たんですね。その時の中身を報告して

いる本なんですけども、このときの裁判長は

亀川さんいう人だそうです。私は全然どんな

人かは知りません。だけども、出た判決はか

なり大きな反響を呼んだんです。地裁判決で

すけどね。ただ、これはその訴え出た原告の

人たち、それは注意処分もある、訓告もある、

戒告もある、減給もあると、いろんな段階の

処分の人たちがいろいろ一緒になっ原告団を

つくってね、裁判やったわけですよ。この一

審判決で出たのは、判決主文で最初に読み上
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げられた言葉というのが、減給１カ月の処分

を取り消すというのから始まってるんですね。

そうしたら、法廷内は一瞬音がなくなったと、

そういう判決が出るというふうには原告達も

誰も想定してないわけなんですね。多分負け

るだろう、だけども減給処分は取り消しにな

ったんですよ。だけど、戒告とか訓告とか、

それらは裁量権の範囲だという判断を、この

裁判長はしてます。そこは処罰の重さによっ

て、これはやり過ぎたと。だから減給はやり

過ぎよと、だから取り消しなさい、そういう

判決なんですね。だからこの裁判長は、そし

て学習指導要領等の判断についても細かく分

析をしていって一定の判断を出したんですよ。

それは原告の側からすれば、自分たちの主張

が認められたという部分と、それから全然そ

うではない部分、織り交ざって出てくるんで

すね。ただ、さっき言いましたけど、８年以

上にわたって口頭弁論を繰り返して、判決ま

で持っていくという過程の中ではいろんなこ

とがそこでは出てくるわけですね、学校現場

での。それらを、この田中さんは整理して述

べてます。その一々の中身については省略を

しますけども、例えば子どもの作文、子ども

の作文を使ってる部分もあります。 

これは、小学校のときの経験を高校生にな

ってから、思い出して改めて書いたという作

文です。ちょっと紹介してみます。５年生の

ときの経験なんですね。「この前、町内会で君

が代について話し合いました。この歌は、天

皇の時代がいつまでも続くようにという意味

があるそうです。でも今、日本は民主主義だ

から、これはおかしいと思うのです。別に私

たちはみんなに歌うなとか、強制するつもり

で言ってるのじゃなくて、歌の意味を何も知

らないで、ただ歌うのはおかしいから、もし

知らない人がいるのなら知ってほしいと思っ

て今日の学級会を開きました。」だから、５年

生の子どもたちのクラスで学級会を開いたと

いうことですね。「私は君が代の意味など考え

たことがなかったんで、多少の驚きは感じた

が、おかしいという彼女達の主張に共感を覚

え、歌うのも歌わないのも個人の自由だとい

うのを聞き、おかしいと思うことは歌いたく

ないな、と心に留めていた。ある日何かのき

っかけで、担任の先生に富野小学校、」富野小

学校というのはこの子が前にいた学校です。

これは５年生になって転校して来たんですね。

「何かのきっかけで担任の先生に富野小学校

で学んだ君が代について話したとき、先生は

大変驚かれていた。私は先生の反応にびっく

りし、もう一度今度は自分で君が代について

調べてみた。辞書を引いたり、大人の人に聞

いたり、でも結局、天皇陛下の世がいつまで

もにたどり着いた。だからもう迷わなかった。

おかしいと思うなら歌わないでおこうと思っ

た。卒業式も間近に迫り、全体で練習が始ま

った。そしてついに君が代の練習の時、私は

立たなかった。私のクラスの人も、君が代の

ことを私が話したことがあり、１０人くらい

は座っていた。教頭先生は顔をしかめて「立

ちなさい」と言われた。でも立たなかった。

その後、クラスで担任の先生が私たちに知ら

せた。君が代のときに立たない人は、私が家

庭訪問することになりました。どうでもいい

と思うけど、教頭先生と校長先生からの命令

だからね。次の日座っていたのは私だけだっ

た。私は何と言われようと座ろうと思ってい
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た。教頭先生は全身を震わせるように顔をし

かめ、私の席までわざわざ来てくださった。

「立ちなさい」静まり返った体育館に怒声が

響きわたった。６年生全員の視線を体中で感

じた。私は無言で教頭先生をにらみ返した。

私は、もう学校へ行きたくなかった。何がい

けないのだろう。自分の意思を貫きたかった

のがあれほど悪い事なのか。みんなの前であ

んなにも恥ずかしい思いをするほど、私は間

違ったことをしているのか。教頭先生は１度

たりとも私の意見を聞こうとしなかった。た

だ「立て」と言った。私は、みんなの前で怒

鳴られて恥ずかしかった。みんなの視線が嫌

だった。怖かった。悲しかった。悔しかった。

でも、自分の意思を、行動を、恥ずかしいと

は思わなかった。貫きたかった。天皇に恨み

があるわけでもない。おかしいと思うからだ

けでここまでする自分が不思議にも思えた。」

最後に「私は先生になりたかった。でも、こ

の学校へ来てそうは思わなくなった。中学に

行っても「あれがあのＳか」という目で見ら

れ続けた。中学の思い出など数えるほどもな

いと思う。相撲やオリンピックで国歌が流れ

る度にあの体育館での出来事がよみがえる。

もう誰も繰り返してほしくない。」これは、法

廷で紹介された女の子の作文ですね。だから

これを、この子を教えた先生の考え方も書か

れてるんですよ。これはちょっと省略します。 

一番最後に、この作者の田中さん、これを

書いた田中さんの物の見方というんですか、

この問題についての、それがちょっとありま

すから、これだけちょっと紹介させてくださ

い。「亀川判決が抱える問題の根は、何より日

本の近現代史上の思想・良心の自由について

の歴史認識の欠如にある。日本が長きにわた

って植民地支配や侵略戦争を遂行し、未曾有

の被害を内外に出してもなお、自らそれを止

めることさえできなかった最大の内的要因は、

個人の思想・良心の自由、信教の自由、そし

てそれと不可分の関係にあった表現の自由な

どの基本的人権が国家によって支配され、奪

われ、抑圧・弾圧されていたからである。こ

の歴史認識こそ、思想・良心の自由を考える

出発点である。長い判決文には、行間からそ

れさえ伺えない。職務命令に強制性がないと

いう判断も結局、思想・良心の自由の問題を

十分にとらえきれていないところにある。し

かし日本では、思想・良心の自由の問題が人

権の核心であるという考え方や思想・良心の

形成の自由にこそ関心を向けなければならな

いということが、ようやく語られ始めたばか

りである。したがって、亀川判決の問題は、

実は戦後司法の抱える課題なのである。信教

の自由でさえ獲得するのに何百年もかかり、

そこには凄惨な闘いの歴史が刻まれてきた。

だから、ココロ裁判は問いかけそのものが、

先駆的画期的だ。」これは、高裁でだめで最高

裁行ってますね。今の最高裁では勝てない。

はっきりしてますね。しかも、今の田中さん

の文章にあったように、決して、原告が満足

するような判決ではないんですよ。ただ、思

想・良心の自由というのがあるということは

認めてます。だけども、職務命令が北九州市

教委が４点指導というのを学校におろしてね、

正面を見て、しっかり心を込めて歌えという、

その中身を校長に対して命令を下してます。

校長は逆らえないから、校長とすれば職員に

徹底するために職務命令を出さざるを得ない
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という立場だと。そういう押さえ方を裁判官

はしてるんですね。職務命令を出す事も、そ

れから処分をすることも、違法だという判断

には立たないんです、この裁判官はね。だけ

どもしかし、よくよくその判決文を見ると、

認める部分も大分あることはあるんですよ。

しかし、田中さんがまとめたように、思想・

良心の自由というものが長く日本になかった。

それがやっとだんだん、だんだん定着するか

と思ったら、学校の中からそういうことを抑

える動きが始まってきている。そういうふう

に書いてますよね。だから、これらをよく考

えて見て頂いて、ただただ学習指導要領に書

いてあるから、そのとおりにやらねばならな

い、それが絶対なんだという考え方は、私は

誤ってると思うんですよ。いろんな考え方の

先生がいていい、いろんな考え方の児童生徒

がいていい、自分の良心に従って行動すると

いうことが認められる社会であっていいとい

うふうに思うんですよ。ですから、このこと

にこだわって申し上げる、あくまでもその事

を考えていただきたいということですよね。 

それから、道教委の問題は今あらかた申し

上げた中身でつきますけども、学習指導要領

が憲法の精神を受け止めての答弁、そのまま

では理解できませんし、天皇から始まってね、

公務員は憲法を守らなければならないという、

憲法９９条の規定ですね。だから、教育長も

美唄の教育行政をね、責任ある立場の公務員

として、憲法をしっかり守ろうという意識を

持っていただきたいということですね。 

それから、子どもの権利条約の問題は、さ

っきちょっと条文申し上げましたけれども、

憲法との整合性を図っているからいいんだと

いうことじゃなくて、肝心な憲法１９条が守

られない状態で、子どもの権利条約が守られ

てるということにならないんです。その辺の

考え方をぜひ改めていただきたい。 

ちょっと長くなりました。すいません。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君 米田議員の質問にお答

えします。 

初めに、長期休業中の研修についてであり

ますが、校外研修は勤務場所を離れて行うこ

とができることから、校長が時間や内容など、

研修の実質が備わっていることを確認の上で

承認するもので、研修内容が保護者や地域住

民に誤解を与えることのないよう、また、情

報公開にも対応できるものであることが必要

であると認識しているところであります。 

次に、教職員の日常業務が多岐にわたり、

稼業日における研修時間が十分に確保できな

い状況もあると認識しております。そのため、

研修機会については、教育職員の自発性、創

造性に基づき、夏休みのように長期の学校休

業期間があること等を考慮し、学校休業期間

については、教特法の規定の趣旨に沿った活

用が図られるよう直近の校長会において指導

をしてきたところでございます。 

次に、職員団体としての研修についてであ

りますが、教育公務員は自ら資質を高めるた

め、絶えず研究と修養に努めることとされて

おり、教師自身の判断と自発性に基づく研修

は意義のあることと考えております。 

次に、全国学力・学習状況調査についてで

ありますが、この調査の目的は義務教育の機

会均等と、その水準の維持向上の観点から、

国語と算数・数学の学力についての基礎知識
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及び応用力を把握、分析し、さらに、児童生

徒の学習状況を調査することで、学校におけ

る指導方法の充実や学習状況の改善等に役立

てるものであります。各学校には本調査での

結果を活用し、過度な競争、序列化につなが

らないよう配慮した指導方法の改善や児童生

徒が学習に取り組む意欲を高めること、家庭

における学習習慣等を改善することを提案し、

学校、家庭、地域が連携して取り組む体制づ

くりに努めてまいります。 

次に、心のノートについてでありますが、

市内の各学校においては、年間指導計画の中

に活用が位置づけられていることから、全国

的に起こった痛ましい出来事を踏まえ、実施

状況について確認し、指導したところであり、

今後においても必要に応じて指導等を行って

まいりたいと考えております。 

教育は、人間的な信頼関係の上に立って初

めて成り立つものであり、学校教育において

は、子どもと教職員の信頼関係を基本に、こ

れを支える教職員相互、さらには学校と保護

者、地域との信頼関係があらゆる教育活動の

基盤になるものと考えております。校長のリ

ーダーシップのもと、学校の教育目標の実現

に向けて、教職員が一丸となって学校教育を

推進するため、校長は日ごろから教職員との

信頼関係の構築に努めると共に、指導方法な

どについて効果的な指導助言や支援を行うこ

とが必要であり、今後においてもいろいろな

機会を通じ、私の考えを伝えてまいりたいと

考えております。 

次に、卒・入学式におけます国旗・国歌に

ついてでありますが、学習指導要領は各教科

の目標・内容について大綱的基準を定め、法

律の定める教育の実現を図り、教育の機会均

等と学校教育の推進を維持するため公示され

ています。その内容に従って適切に指導を進

めていくことが必要であり、国旗・国歌の指

導については、児童生徒の内心にまで立ち入

って強制しようというものではなく、教育上

の配慮のもと適切に指導を行うものと考えて

おります。また、直接こどもの指導にあたる

教職員が国歌斉唱時に起立することは社会通

念上当然のことであると考えております。 

次に、学習指導要領についてありますが、

学習指導要領は憲法を最高法規とする法体系

の１つとして位置づけられていることから、

教育においても日本国憲法の精神が尊重され

ているものと考えております。このため公教

育として、国旗・国歌を適切に指導すること

が必要であると認識しているところです。 

次に、子どもの権利条約との関係について

ありますが、子どもの権利条約については、

憲法の中の関連する各条文との整合性が図ら

れていると認識しており、憲法を最高法規と

する法体系の中に学習指導要領は位置づけら

れていることから、国旗・国歌を適切に指導

することが必要であると考えてございます。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 米田議員の本件に関す

る発言はすでに３回に及びましたが、会議規

則第５６条ただし書きの規定により特に発言

を許します。 

８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員 お許しをいただきまし

て、ありがとうございます。 

端的に、もう一遍聞かせていただく部分を

お願いしたいと思います。 
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長期休業中の研修の問題ですが、校長によ

る差があると。具体的に言えば図書館ですね。

図書館は認められないよということは、研修

の場所として不適切だという判断ですね。こ

ういうふうに言い切る校長がいるという事は、

私はおかしいと思います。図書館をどう活用

するか、その活用する仕方だと思うんですね。

そこで問題があるというのであれば、その問

題の指摘をしていただければいい。だけども、

はなから図書館がだめだというような判断を

下すということは、これはもう土台が誤って

いると言わざるを得ないんですね。そこのと

ころどうなのかということをお聞きしたいん

です。繰り返し聞いてますけども。だから、

言わなくてもいいことなんだけども、研修さ

せたくなくて、そういうこと言ってるんじゃ

ないかっていう疑いを持つということにつな

がるわけです。だから今答弁で言われました

けども、研修できるようにきちっと校長が仕

向けてもらうんだということ、そのためには

ね計画の何が悪いのかと、ここが問題だよと

いう指摘をしていただければいいわけですよ

ね。そこで、話が行ったり来たりできれば、

それは可能になるわけですからね。だから、

研修しようという意欲をそぐような、そうい

う言動を校長がとるのはまずいですよという

ことを申し上げてる。 

それから、学テの問題ですけども、いろい

ろ今言われたけども、私は、先ほど紹介した

校長の発言というのは、自分の学校の生徒の

成績上げたいというか、そういうためにとい

うことで、ほかの学校と比べるということを

やっている。これだめだと思いますね。そう

いう空気が美唄の中で広がるのは絶対だめだ

というふうに思います。だから、もともとは

全国学テというやり方はだめなんです。地域

条件も気候、風土も全然違う子どもたちに同

じ問題やらせてですよ、点数に違いがあるっ

て、違いがあるの当たり前ですよ。それを地

域、地域の人達が問題視するように仕向けて

るわけでしょう。それは文部科学省がそうい

うことを始めたわけですよ。長い間これをや

らなかったというのは、過去に、昭和３０年

代にね、やっぱり大変全国的に弊害が大きか

ったから、長い間国はやらなかったわけです

よ。それをやるということは、また競争であ

おろうという意図なんだと思いますよ。建て

前うまいこと言ってるけど。そういうことに

乗っかってもらいたくない。大事なことは、

やはり子どもたちが楽しく伸び伸びと学校で

学ぶと、そういうことを実現させることだと

思います。考え方を今１度。 

それから、心のノートについてです。特定

の学校の特定の学級について、心のノートを

ここで使用せよなんていうね、そういう動き

というのは全くおかしい。これはね、私は市

教委が関わってるというふうに思ってます。

疑ってます。３月の時に小学校で偏った指導

だということになった時に、道教委がそうい

う調査を指示するというのは異例のことだと

いうことを教育長はおっしゃったわけだから、

これはそういうことからすればね、こういう

ことはあってはならないんですよ。ぜひ、そ

このところはっきりさせてもらいたい。 

それから、卒業式の問題、内心に立ち入ら

ないというのは表から見てわからないですね、

内心というのは。そういう中で、自分の考え

方を通そうとすると逆に目立っちゃうんです
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ね。内心はあらわさなくてもいいという、沈

黙の自由というのが憲法で認められていると

いうのが今の学説です。だけども、図らずも

それは、さあ立ちなさいというふうになっち

ゃうから、ばらばら立つのも座るのもいると

いう状態であれば、それは目立たないですよ。

だけど座る生徒がごく少数だというふうにな

れば、それは極めて目立つことになるでしょ

う。それは、内心の自由にまで立ち入らない

というふうに言ってる事とはかみ合わないん

ですね、そういう状況をつくり出すというこ

とは。それから教師に対しては、職務命令で

もっとやると、繰り返しますけどね、そうい

うことはおかしい。それから、社会通念だと

いうふうにおっしゃった。社会通念を問題に

して処分するんですか。それもおかしい話で

しょう。やはり、学習指導要領というものを

どう見るかというのを、もっと真剣に考えて

もらいたい。大綱的基準の範囲、そのことを

きっちり抑える考え方に立っていただきたい。 

これで終わりなんですけども、私の考え方

を言いますと、私は今申し上げているように

多様な考え方があっていいという立場です。

だから、教育長の考えが私の考えと合致しな

かったら承知しないと、そういうことを言っ

てるんではないんです。考え方を組み立てる

上で、これは間違いがありませんかと、憲法

に照らしてどうどういうふうに判断してるん

ですかということをお尋ねしてるわけでね、

容赦勘弁ならんと、月夜ばかりでないぞと、

そんなこと言ってるんじゃないんですね。し

っかり、やはりかみ合う話をして議論をした

上で、納得はいかないかもしれない。それは

考え方の違いですねということになるかもし

れない。そういうことを、きっちり積み上げ

る必要がありますよと。まして学校の中では

そうです。そういうことを言いたいんですよ。

私の考えを教育長に押しつけてるということ

ではないですから。それは誤解のないように。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君 米田議員の質問にお答

えします。 

初めに、長期休業中の研修についてであり

ますが、このことにつきましては、これまで

も研修計画の承認にあたっては、その内容を

確認し不適切とする場合は、その理由につい

てしっかり説明を行うよう、校長会を通じて

指導しているところであり、引き続き指導し

てまいりたいと、このように考えております。 

次に、全国学力・学習状況調査についてで

ありますが、この調査の結果を生かし、過度

な競争、序列化につながらないよう配慮した、

意欲を高めるための励ましなどは必要なこと

と考えております。教育委員会といたしまし

ては、独自に実施してる標準学力検査の結果

もあわせて現在分析を進めており、学校、家

庭、地域が連携して、児童や生徒の学びや学

習習慣を支える、この体制づくりに努めてま

いりたいと考えております。 

次に、心のノートについてでありますが、

本市においては、各学校の指導計画に位置づ

けられており、今年６月以降、全国において

児童生徒が自殺するという非常に痛ましい出

来事が発生し、心の大切さやいじめの問題へ

の対応が緊急に求められた事から、活用を促

したところでございます。 

私と致しましては、子どもたちのこの心の

叫びをしっかりと受け止め、学校全体で校長
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を中心に教職員が一丸となって道徳の時間を

始め、あらゆる機会を通して命の大切さを指

導することは大変重要なことと考えておりま

す。 

次に、卒・入学式におけます国旗・国歌に

ついてでありますが、このことについては、

多様な考えがあるということについては、私

も同じ考え方でございます。ただ、公教育と

して学習指導要領に基づき、適正に指導する

ことが必要であるというふうに認識をしてい

ます。なお、学習指導要領については、憲法

を最高法規とする一定の法体系の中で位置づ

けられており、その判断は、憲法に基づく最

高裁判所で違憲性が審査されるものであると

認識をしております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 次に、移ります。 

１１番、土井敏興議員。 

●１１番土井敏興議員（登壇） 平成２２年

第４回定例会に当たり、大綱２点につきまし

て、市長職務代理者であります副市長にお尋

ねをいたします。 

私がお伺いいたします項目の中には、既に

同僚議員各位からお尋ねのあった内容と１部

重複する点もございますが、お許しをいただ

きたいと思います。 

それでは、大綱第１点目につきましては、

住みよいまちづくりについてであります。 

最初に、交流人口増加促進等の対策につい

てでありますが、少子高齢化の加速や地方経

済が極度の悪化による都市圏への人口流出が

顕著となるなど、本市を初め地方都市はこれ

らが引き金となって財政事情が悪化の一途を

たどっているのも事実であります。こうした

事情から、近年各自治体が競って各種の交流

人口増加対策に力を注ぎ、趣向を凝らして、

にぎわいや活気を取り戻す努力を重ねており、

ひいては移住・定住に結びつけ、その中で経

済効果を引き出すべく、積極的に事業展開を

しているところでありますが、しかし、その

結果については、ひきこもごもであることは

周知のところであります。そこで、３点にわ

たりお伺いをいたします。 

その１つは、推進してきた事業の基本的な

内容や今日までの経過及びその状況について。 

次に、これらの一連の事業における訪問者、

利用者、そして体験者の方々の声などについ

てどのようなものが届いているのか。 

３つ目には、事業効果を高めより促進を図

るために、今後どのように具体的な対策を考

えておられるのかについて、お答えをいただ

ければと思います。 

次に、市内における民間の空き家、貸し家、

貸し間や貸し室、そして廃屋関連についてで

ありますが、長引く地方における経済不況に

より人口減少に拍車がかかり、美唄市内の空

き家やいわゆるアパート・マンションの空室

が近年特に目立つようになり、また種々の事

情により、それらを手放したり放置した状態

と思われる建物や工場等の廃屋も数多く目に

つくようになってきており、中には防火、防

犯、防災上からも危険と思われるものや朽ち

た廃屋等については、強風などによりその一

部が周辺に飛散して、地域住民や農業者の

方々が常にその危険に脅かされているのも事

実であります。経済基盤の沈下や少子高齢化

の加速による人口減少が顕著となり、加えて、

専修短大の学生募集の停止、市内高等学校の
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再配置による生徒数減少のおそれや北海道中

央コンピュータ・カレッジ、ＨＣＣでありま

すが、そこの生徒数の減少など、経営者の方々

のアパート・マンション運営に対する不安は

非常に大きいものと思うところであります。

よって、以下３点についてお伺いをいたしま

す。 

１つ目は、今ほど申し上げましたそれぞれ

の数字や現状についてどのように把握をされ

ているのか。 

２つ目は、市としてこれまでどのような取

り組みをなされてきたのか。 

３つ目は、ことにマンションやアパートを

経営されている方々からは、今後さらに環境

が悪化するとなると、固定資産税の納税や老

朽化した建物の解体費用の捻出がおぼつかな

くなるなど、そういった声もあることから、

行政として民業とはいえども看過することな

く、将来展望を見出していくためにも、今後

しっかりとした方策を基盤とした対応が必要

と考えますが、いかがでしょうか。 

大綱の２点目は、農業行政関連についてで

ありますが、最初に戸別所得補償制度につい

てお伺いをいたします。本年度の農政の目玉

としてこの制度が新たにスタートをし、今日

に至ってきたところでありますが、その詳し

い内容につきましては、既に過去の議会の中

において明らかにされてきてるところであり

ますが、昨年の第４定例会において、この制

度に伴う事業が実施されると、以前の対策と

比べ美唄市においては約１億円程度助成額が

減少するものと思われるとの御答弁もござい

ましたが、本年、米を中心としたモデル対策

事業として２つの事業が実施された点に関連

してお伺いをいたします。 

１つ目は、実施の結果、昨年度見込み助成

額とどのような違いがあったのか。 

２つ目は、この制度の実施によって米を取

り巻く全体の環境について、どのような影響

が起きてきているのか。 

３つ目は、この制度について来年度以降の

動向はどのようになっていくのかについてお

尋ねをいたします。 

２点目は、ＴＰＰ問題についてであります

が、これは本来の名称であれば、日本語的に

は環太平洋戦略的経済連携協定、横文字的に

は、その間にパートナーシップという言葉が

入るようでありますけれども、ここではＴＰ

Ｐということに統一をさせていただきたいと

思いますけれども、これにつきまして、政府

が水面下で温めていたということであります

けれども、突如として国際化競争にさらされ

るおそれのあるＴＰＰ交渉参加に係る発言が

先般菅総理大臣からあり、そのことについて、

先月２６日第４回臨時会において、美唄市議

会は反対の意思をあらわす意見書を全会一致

で可決し、国に対して送付を行ったのは周知

のところであります。この問題は、日本農業

の根幹を揺るがし、方策をたがえると壊滅へ

の道をたどることにもつながるおそれがある

と言わざるを得ないと思います。そこで、次

の４点についてお伺いをいたします。 

１つ目は、この協定の基本的な内容につい

てはどのようなものであるのか。 

２つ目は、万が一にも日本が国の対策をと

らずに、現状でこのＴＰＰに参加するような

事態となった場合の国、道、そして本市の影

響額について。 
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３つ目は、本市における農業関連分野及び

雇用等についての影響はどの程度ととらえて

いるのか、お考えがあればお聞かせをいただ

きたいと思います。 

４つ目は、これらの点からして、本市とし

て今後どのような取り組みの展開を図ってい

くおつもりか、お伺いをいたします。 

３点目は、有害鳥獣等の被害対策について

であります。近年、野生動物による農作物や

森林の食害による被害が急増していると言わ

れ、また、その種類によってはその生息密度

も高まっているとの報道もあり、本市におい

ても特にエゾシカやアライグマ、そしてキツ

ネによる被害やヒグマの出没情報も増加して

いるとのことでありますが、農作物や森林の

経済打撃のみならず、人への被害が及ぶ危険

さえ感じざるを得ない状況になりつつあると

言えるのではないでしょうか。よって、以下

４点についてお伺いをいたします。 

１つ目は、これらの近年における被害の状

況や捕獲数の推移について。 

２つ目は、最近、農業者向けに実施をされ

たこれらの被害に関するアンケート調査の内

容と、その結果について。 

３つ目は、国もこうした点から鳥獣被害を

防止するため、新たに本格的な対策に乗り出

すとのことのようでありますが、その内容と、

本市としてどのようなそれに対して要望をさ

れていくのか。 

４つ目は、効果のある対策を進めるには、

広域を含め市内の猟友会を初め、関係機関や

団体と緊密な連携をとれる組織体制の確立や、

捕獲効果を高め、かつ迅速で的確な活動を促

すためにも、相当の予算的措置も必須であり、

しかるに今後の具体的な対応策についてお伺

いをいたします。 

４点目は、外国人及び外国企業による森林

土地等の取得問題についてでありますが、近

年、いわゆる海外資本による我が国の水源地

に近い森林や、あるいは自衛隊施設を一望で

きる高台の土地などが取得されるなど、関心

を呼んでいるところでありますが、まさに日

本の大地まで国際化の波が押し寄せて来つつ

あることが実感させられるところであります。

そこで、以下３点につきましてお伺いをいた

します。 

１つ目は、海外資本等による取得について、

国内、道内の詳細な実態把握は難しいようで

はありますが、現時点での状況と本市につい

てと、本市における森林面積状況の中で市有

林の割合は５１．７％とのことでしたが、そ

のうち個人が所有している面積と人数はどの

ようになっているのか。また、所有者が特定

できない森林等はあるのか。 

２つ目は、これら海外資本等が取得に当た

っての本来の目的等について抑えてるものが

あればお教えをいただきたいと思います。 

３つ目は、今後本市においてもこうした事

態に遭遇することもありうるのではないかと

考えますが、本市としてどのような対応をさ

れるおつもりなのか、お考えがあればお伺い

をいたしたいと思います。 

以上でこの場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君（登壇） 

土井議員の質問にお答えします。 

初めに、住みよいまちづくりについて、交

流人口、増加促進等の対策についてでありま
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すが、初めに、基本的な取り組み、その経過

と状況についてでありますが、交流人口の増

加に向けては美唄の魅力をいかに売り込むか

というその仕組みづくりが重要な課題となっ

ており、歴史や文化をはじめ、地域の産業や

観光、イベントなど、美唄の地域資源を活用

し、特色を生かしたさまざまな取り組みを進

めてきたところでございます。平成２１年度

から２２年度では、地域の魅力まるごとブラ

ンド化推進事業として地域資源の発掘、再評

価を行うモニターツアーを実施したほか、民

間事業者が実施する本市へのツアー企画への

支援や、本市の特産品などを広く道内外に発

信するため、札幌や東京都庁において美唄の

魅力まるごとフェアを実施したところでござ

います。 

また、平成１６年からグリーン・ツーリズ

ム研究会が中心となり、修学旅行生の農業体

験の受け入れを行っているほか、今年度から

総務省の地域おこし協力隊推進要綱に基づき、

一般観光客の農家民泊の支援など、都市と農

村の交流活動を推進しているところでござい

ます。 

さらに、移住・定住の取り組みの中では、

民間の皆さんと一緒に美唄市移住・定住促進

協議会を設立し、平成２０年度からアパート

やマンションの空き室を活用した短期滞在の

受け入れを行っております。 

次に、訪問者、利用者、体験者の声などに

ついてでありますが、札幌圏からのモニター

ツアーのアンケート結果では、本市の豊かな

自然環境、アルテピアッツァ美唄など本市の

優れた文化などに対して高い評価をいただい

ているほか、特産品のＰＲを通じ米粉製品を

はじめ、やきとりやとりめしなど本市が取り

組む食に対しても総じて高い評価を得ている

ところでございます。 

また、グリーン・ツーリズムでは農業体験

を通じて食の大切さを再認識し、受け入れ農

家との交流が楽しかったなどの評価を受けて

おり、リピーターとなる学校も増えていると

ころでございます。さらに、一般の農家民泊

についても都会では得ることのできない感動

や癒しに対し、美唄が第２のふるさとである

かのような高い評価をいただいているところ

でございます。 

また、移住・定住の短期滞在者の傾向とい

たしましては、道内旅行を兼ねた団塊の世代

の方の滞在が多くなっており、アンケート調

査の結果では、物価が安いなど好印象を持っ

たものの、冬の暮らしが厳しそうなので定住

までは考えていないという回答が多くあった

ところでございます。 

次に、今後の具体的な対策についてであり

ますが、今後におきましては、メディアを活

用した積極的な情報発信に努めるほか、本市

の持つあらゆる観光資源について、国や道が

実施する観光に関する支援制度を活用したツ

アーの実施や首都圏や札幌圏からのリピータ

ーが多いアルテピアッツァ美唄とグリーン・

ツーリズム、それから移住体験など、他の観

光資源や地域資源と組み合わせた観光メニュ

ーの整備を進めると共に、近隣自治体、地域

とも連携を図りながら、さらなる交流人口の

増加に向け取り組んでまいりたいと考えてい

るところでございます。 

次に、民間の空き家等についてであります

が、民間の空き家等については詳細な把握は
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しておりませんが、本年、春と秋に実施した

消防の防火査察の結果では、空き住宅が１，

０７５戸あり増加している状況にあります。 

貸し家、アパート・マンション情報につい

ては、移住・定住の取り組みの中で不動産物

件の情報をポータルサイトＰＩＰＡに掲載し

て有効な活用につながるよう情報発信に努め

ているところであります。その掲載する情報

は、美唄市移住・定住推進協議会に加入して

いる宅地建物取引業の資格を有する民間事業

の方を通じて随時最新情報に更新しており、

物件を求めている方がいれば、直接その業者

に御連絡や御相談をしていただいているとこ

ろでございます。 

また、廃屋等の危険な建築物に関しては、

所有者の方に適切な対応をお願いしていると

ころでありますが、所有者が不明であったり、

所有者がわかっても所在不明の場合もあり、

借地の場合は土地所有者の方と御相談するな

ど個々のケースごとに対応しているのが現状

でございます。 

市といたしましては、現在厳しい経済状況

にある中、民間の皆さんと協力して、少しで

も土地・建物の有効活用につながるよう、今

後ともインターネット等を活用した不動産情

報の提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

また、アパート・マンション等の空き室に

関しましては、個別に御相談に応じてまいり

ますが、経営診断や経営セミナーの開催など

について、関係団体と協議しながら検討して

まいりたいと考えております。 

さらに、廃屋等の危険な建築物に関しまし

ては、今後とも周辺住民の皆さんに危険が及

ばないよう所有者の方などと連絡を取り合い、

必要な対応に努めてまいりたいと考えており

ます。 

次に、農業行政等について、戸別所得補償

モデル対策についてでありますが、本年度は

モデル対策として、水田に麦・大豆等を生産

する販売農家を対象に交付金を交付する水田

利活用持久力向上事業と米の生産数量目標に

即し、生産する販売農家を対象とする米戸別

所得補償モデル事業の２つの事業が実施され

ております。このモデル対策による美唄市へ

の交付総額は、昨年１２月末に米戸別所得補

償モデル事業の定額部分の交付単価が１万円

から１万５，０００円に引き上げられたこと

や、水田利活用持久力向上事業において激減

緩和措置が講じられた事から、昨年度の対策

との比較では約６億円多くなるものと見込ん

でいるところでございます。 

次に、本年度産米の価格が現在下がってお

りますが、この主な要因といたしましては、

過年度分の在庫数量などによるものと考えて

おりますが、農林水産省が実施したＪＡ、出

荷業者などの抽出調査結果によりますと、戸

別所得補償制度で補償金が出ることを理由に、

一部の流通業者などから値引きが要請された

ことが判明している状況もあり、こうしたこ

との影響もあるものと考えております。なお、

変動部分につきましては、今後の動向を注視

してまいりたいと考えております。 

次に、来年度以降の対策につきましては、

畑作物も含め本格実施される予定であり、農

林水産省の来年度予算概算要求資料で申し上

げますと、対象作物は米、麦、大豆、てんさ

い、でん粉原料用バレイショ、そば、菜種で、
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米は本年度と同様に作付１０アール当たり１

万５，０００円が交付されるほか、水田を利

活用して麦、大豆などを生産した場合に交付

される水田活用所得補償交付金につきまして

も、本年度とほぼ同じ水準になっているとこ

ろでございます。 

また、米戸別所得保障のモデル事業におけ

る変動部分については、米価変動補てん交付

金として引き続き米価変動対策を講じること

としているほか、交付金の算定時期は当年産

の販売価格は出回りから３月までとし、交付

時期も翌年の５月から６月頃に支払うことと

しております。畑作物については、現行の水

田畑作営農所得安定対策を廃止し、生産数量

に応じた数量払いを基本に作付面積に応じて

支払う面積払いを併用する新たな戸別所得補

償交付金制度を創設しております。面積払い

は生産者が農地を保全し、営農を継続するた

めの必要最低限の額として、麦ほか５品目、

共通単価となる１０アール当たり２万円が作

付面積に応じて支払われるものであります。

交付金の支払いの単価は面積払い分を先に支

払い、その後、販売数量が明らかになった段

階で数量払いを行うもので、交付額は面積払

い、または数量払い、いずれか高い額が支払

われる仕組みとなっております。また、数量

払いの交付単価は小麦が６０キログラム当た

り６，３６０円、大豆が６０キログラム当た

り１万１，４３０円となっており、これに加

え、生産者の営農努力を反映する品質加算を

設けることとしております。 

なお、水田畑作営農所得安定対策では、固

定払いの割合が７割、成績払いの割合が３割

となっておりましたが、新たな制度では、こ

れまでの固定払いに当たる面積払いの割合を

５割程度と低くした一方、良質な農産物を多

く生産すると数量払いや品質加算などの交付

額が多くなる仕組みになっていることから、

今後は、栽培技術のレベルアップなどにより、

農業所得の向上につなげていくことが必要で

あると考えております。 

次に、ＴＰＰについてでありますが、環太

平洋パートナーシップ協定は、米国、オース

トラリアなどを含む９カ国で交渉が進められ

ており、農業分野を含め貿易自由化の例外を

原則的に設けず１００％の関税撤廃を目指し

ております。仮に、ＴＰＰに参加し適切な国

境措置がとられなかった場合、農林水産省は

農産物の生産額が４兆１，０００億円程度減

少するほか、食料自給率は４０％から１４％

程度になると試算しております。また、北海

道は農業産出額が５，５６３億円減少するほ

か、食料自給率も２１１％から６４％程度に

なると試算しております。美唄市では米や小

麦など４品目の合計で、農業産出額が５０億

３，０００万円程度減少するものと推計して

おり、商工業などを含め本市経済に大きな影

響を及ぼすものと考えております。このため、

市といたしましては、北海道市長会を通じて

道や農業協同組合中央会などで構成する北海

道農業・農村確立会議と共に、道民合意がな

いまま関税撤廃を原則とするＴＰＰへの参加

を決して行わないことなど３項目について農

林水産省等へ要請しており、今後とも関係機

関・団体と連携し、必要な対応に努めてまい

りたいと考えております。 

次に、有害鳥獣等被害対策についてであり

ますが、近年はアライグマやエゾシカによる
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被害が増加している状況で、アライグマは市

内全域で確認されるようになり、その被害作

物としては、主にスイートコーンやスイカな

どとなっております。また、エゾシカは山麓

地帯に多く出没しており、水稲やタマネギな

どが踏み荒される被害が発生したほか、ヒグ

マによる養蜂被害もあったところでございま

す。これらの動物の捕獲頭数は種類別で申し

上げますと、エゾシカが平成１９年度、４６

頭、平成２０年度、３３頭、平成２１年度、

３３頭、アライグマが平成１９年度、５１頭、

平成２０年度、３８頭、平成２１年度、２０

頭、ヒグマが平成２１年度、１頭、キツネが

平成２０年度、２７頭、平成２１年度、４２

頭となっているところでございます。 

次に、農作物被害調査につきましては、先

月、市内３農協と連携して全農家を対象に被

害調査を実施した結果、被害があるとの回答

があった農家戸数は４５戸、被害面積は約３

５ヘクタールとなっております。なお、被害

額につきましては、現時点では把握できてな

いところでございます。 

次に、国の新たな鳥獣被害緊急総合対策と

して、来年度の概算要求で鳥獣被害緊急対策

事業が計画されており、この事業では、市町

村が策定した鳥獣被害防止計画に基づいた地

域ぐるみの被害防止活動や侵入防止策等の被

害防止施設などが助成の対象となっておりま

す。市といたしましては、鳥獣被害防止計画

を本年度中に策定することとしており、これ

ら国や道の事業も活用するなど、必要な対策

を講じてまいりたいと考えております。 

次に、今後の対応につきましては、空知総

合振興局に空知地域エゾシカ対策連絡協議会

が設置される予定であり、この組織を通じて、

エゾシカの広域的な被害防止対策等について

協議をしてまいりたいと考えております。 

また、市内においては関係機関や民間団体

など幅広い連携のもとに、有害鳥獣被害防止

対策に取り組むことが必要と考えており、こ

の活動組織となる地域協議会の設立に向けて、

北海道猟友会美唄支部や農業団体などと協議

を進めてまいりたいと考えております。さら

に、有害鳥獣被害防止対策を効果的かつ円滑

に推進していくためには、有害鳥獣の捕獲を

含め、今後ともさらに必要な対策を講じてま

いりたいと考えております。 

次に、外国人及び外国企業による森林土地

等の取得問題についてでありますが、道の調

査結果によりますと、道内における海外資本

等による森林の取得状況は３３件、８２０ヘ

クタールとなっております。地域別には、後

志総合振興局管内が２８件、５０４ヘクター

ル、空知総合振興局管内が１件、２９２ヘク

タールなどとなっており、国別で申し上げま

すと、中国が１２件、２４０ヘクタール、イ

ギリス領ヴァージン諸島が３件、２９７ヘク

タール、ニュージーランドが１件、５０ヘク

タールなどとなっております。 

また、本市における森林の個人所有の実態

といたしましては、森林調査簿によりますと、

２７８人、１，０８０ヘクタールとなってお

り、そのうち、所有者が不明な森林及び外国

資本等が所有する森林は現在ないところでご

ざいます。 

なお、全国における海外資本等による森林

の取得状況については、これまでのところ把

握できていないところでございます。 
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次に、取得の目的についてでありますが、

道の調査結果においても海外資本等による森

林の取得目的は把握できていない状況でござ

います。 

次に、今後の対応についてでありますが、

道は森林などの売買にかかわる現行制度では

土地取引の実態を把握できない部分があるこ

とから、国に対し必要な制度改正を求めてい

くほか、貴重な財産である水資源を将来に向

けて保全することなどを目的とした道条例の

制定に向けて取り組んでいく考えであります。

市といたしましても、水源の涵養や生物多様

性の保全など、森林の持つ多面的機能が発揮

されるよう森林の所有者それぞれが森林の適

切な整備と管理を行うと共に、市民の皆さん

の安全・安心な暮らしを確保するという観点

からも森林などの所有状況などを今後とも明

らかにしていく必要があるものと考えており

ます。 

今後は、国や道の対応を注視していくと共

に、道は条例を制定する際、市町村の意見を

聴取する予定であることから、空知森林組合

などと連携して、積極的にその場で意見を述

べていくなど、本市の森林の適正な維持保全

に努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 １１番、土井敏興議員。 

●１１番土井敏興議員 それぞれお答えをい

ただきましたけれども、何点か改めてこの場

からお伺いをいたしたいと思います。 

まず、交流人口増加促進等の対策について

でありますけれども、取り組んでこられた事

業について、利用者等の評価については総じ

て高かったというお答えのようでありました

けれども、しかしながら、事業によっては少

なからず辛口とも言える評価があったんでは

ないかというふうに思うわけですけれども、

そうした中での率直な声もお聞かせをいただ

ければというふうに思います。そこから課題

として受けとめなければならないものも当然

あるでありましょうし、また、解決に向けた

対策も必要というふうに思います。 

それと、民泊など修学旅行生の受入関連に

ついては、受け入れる側の件数や体制にも限

界があり、それが負担にもなってるというよ

うな声もありあり聞いておりますけれども、

やはりこれらをスムーズに進捗させるために

は、行政としても適切なフォローというもの

が必要ではないかというふうに思うわけであ

ります。本市として、新しい総合計画にも交

流に関する分野については重要なキーワード

として位置づけをされていることからします

と、対外的にも美唄を強力にアピールをし、

そして活性を図るためには、市民はもとより、

各団体や事業所等などの協力というものは不

可欠であるというふうに思うところでありま

すけれども、お考えがあればお聞かせをいた

だきたいというふうに思います。 

次に、戸別所得補償制度の関係についてで

ありますけれども、これは全国の１０アール

以上の米を耕作している販売農家に、等しく

恩恵をということであったわけでありますけ

れども、各地でいろいろなまたケースが生じ

ているということも既に報道があったところ

で、知っておられる方も多いのではないかと

いうふうに思いますけれども、本来、この制

度による対策というものは、農業者にとって

等しく将来の展望と希望の持てるそういう制
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度でなければならないと思いますけれども、

また、そうでなければ全く意味のないことに

なってしまいかねないわけでありますけれど

も、現実的な形として本州各地でいろいろな

ことが起きているようでありますけれども、

中には、やはりこの制度が実施をされたこと

で、本州の農業の形態というのは兼業農家が

多いわけですが、そういった中で非正規で働

いている農家の皆さん方が、実はこの事業が

実施をされるということで雇い主の方から、

私のところにこれだけで生活している方をで

きれば優先をしたいと、ついてはあなた方に

ついては、いわゆる田んぼの方に国から助成

があるということで、そちらの方で何とか頑

張ってもらえないかということで、やんわり、

いわゆる解雇並びにリストラということにな

りましょうか、そういった宣告をされている

ケースもあるということで、特に、関東近県

で多いような話も聞いております。今御案内

のように、農業を取り巻く環境の中で、１０

ヘクタール規模で専業にやっててさえなかな

か生活がおぼつかない状況の中で、特に兼業

ということになると面積が少ないわけですか

ら、そういった方々が本当に水田を中心とし

て生活が成り立つかということになると、極

めてこの辺のところはさらに対策を深めてい

かなければ窮地に立たされる農業者も非常に

多くなるのではないかというふうに思ってお

りますし、本市においてもそういったケース

もあるというふうにも実は聞いております。

ですから、なおさらのこと、この辺のところ

の対策についてはしっかり本市としても声を

あげていく必要があるというふうに思います

し、また一方では、先ほどお答えの中にもあ

りましたけれども、２１年産の米の在庫が多

いということもあって、実は本年生産された

米の価格というのが大幅に下落をしているの

も事実であります。そういった流れの背景に

は、いわゆる流通に携わる米を扱う卸業者の

方から、農家の皆さん方には１０アール当た

り１万５，０００円という定額部分のいわゆ

る助成があるということで、今年の米の取引

価格については我々の方の主導でお願いをし

たいというようなところから交渉が始まって

いたようでありますけれども、現在、やはり

その流通している価格というものが１０アー

ルに換算いたしましても、その助成額として

ついたはずの１万５，０００円前後は既にこ

の価格の中に織り込まれてしまったために、

最終的に農家の皆さん方の差し引き計算をす

ると、このことがいわゆる懐に入ってくる形

にならないというような、大変な現象が起き

てることもこれも周知の事実であります。そ

ういった中で政府としては、これらに相当す

る部分については、先ほどお答えもありまし

たけれども、変動部分という形の中で対策を

するという事で、目減りについては食い止め

が可能だというふうに言われているようであ

りますけれども、これもしかしながら、具体

的にどうかということについては、先ほどお

答えもありましたけれども、動向如何によっ

ては農業経営に実は大きな影響を与え、また

その再生産にも支障を来しかねない、そうい

う形になるんではないかというふうに私は危

惧をしているところでありまして、このこと

について、市として改めてはどのように考え

ておられるのか、お伺いをさしていただきた

いというふうに思います。 
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次に、ＴＰＰの関係についてでありますけ

れども、日本農業も昔から言われております

けれども、猫の目よりも目まぐるしく変わる

農政だということでありますけれども、まさ

にやはりそれで日本の農業というものが翻弄

をされており、また、対外的には先ほどお答

えもございましたけれども、いわゆる国際化

の波の中で、ＴＰＰを始めＦＴＡ、そしてＥ

ＰＡなど、トリプルパンチで揺さぶられてい

るというのが実情であって、本当に行く先と

いうものが全く不透明な状況と言えるんでは

ないかというふうに思います。それに加えて、

これまでは国が実施をしてきた減反政策につ

いても、その生産調整の数量というものにつ

いては今日までしっかりと忠実に堅持をして

きたはずの北海道に対して、このほど農水省

から示された来年度の生産目標数量について

は、面積換算で前年対比３．４％減というこ

とで、北海道においては約４，０００ヘクタ

ール弱の大幅な減となっているわけでありま

す。私から言わしていただくならば、極めて

冷徹な仕打ちを受けた構図となっているので

はないかなというふうに感じるところであり

ますし、一方では、生産調整の未達成の多い

大都市近県においては、０．２％から１．７％

減という微減に終っておりまして、これにつ

いては、農水省の方では過去の実績にはとら

われないという形の中でこの数量を配分した

という答えのようでありますけれども、どう

してこういうことになったのかということに

ついて、全くこう理解がしがたい、本当に矛

盾ではないかとも言えるような結果と言えま

すし、不公平感を感じざるを得ないというの

が率直な感想であります。こういった状況の

中で、いずれにしても苦渋の中にも選択をし

ていかなければならないわけでありますけれ

ども、水稲以外の作物を増やすとしても、水

稲以外の作物については、北海道で栽培する

中においては、いずれにしても水を必要とし

ない、常時水を必要としない作物が大半なわ

けでありますから、そういった場合には、や

はり本市は、その生産の基盤である圃場の整

備というものが周辺地域よりも遅れていると

いうことからして、やはり収量性の高い作物

の選択が厳しい状況であるのが現実でありま

す。ですからなおさらのこと、田畑の輪換、

あるいは品質向上、作業の効率化を図って、

競争力と体力の強化を強く求めていかなけれ

ばならないところだというふうに思っており

ます。まさに、生産基盤の整備というものが

不可欠であると、またその急務と考えるとこ

ろだというふうに思うわけでありますけれど

も、よって１日も早い今取り組んでいるとこ

ろの国営農地再編整備に大きな期待が寄せら

れているわけでありますけれども、しかしな

がらその採択というものが遅れているのも現

状であって、それに対して農業者の皆さん方

は一様に不安を隠せない状況であることも事

実だというふうに思います。そういったとこ

ろから、やはり市として今後どのように取り

組まれるおつもりか、その辺についてもお伺

いをいたしたいと思いますし、あわせて、こ

うした農業を取り巻くさまざまな情勢の中で

ＴＰＰをはじめとする、いわゆる外圧に屈し

ない、あるいはさらなるその先を見据えた美

唄農業を確立をして新たな価値を付加するよ

うな、そして発展をさせていくような視点が

大事ではないかというふうに思うわけであり
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まして、この点についても市としてこの先に

ついてどのような展開を基本に据えていくお

考えがあるのか、その辺あればお伺いをいた

したいと思います。 

次に、有害鳥獣の関係についてであります

けれども、農水省の新しい改革については、

地域ぐるみでの活動に重点を置いているよう

に感じ取れたところでありますけれども、や

はり今、美唄の現況を見ますときに、捕獲数

の推移については大きな変化はないように感

じ取れるわけでありますけれども、しかしな

がら生息数、あるいは密度といったものにつ

いては確実に高まってきているという状況で

あるようでありますし、今まさにその対策を

講じなければ、これがさらに密度が高まるよ

うな状況になっていきますと、極めて大きな

被害を及ぼすことも考えられるところだとい

うふうに私なりに思うところであります。で

ありますから、これまでは本市においては、

捕獲に関する部分につきましては猟友会の

方々に、ボランティア的に近い形の中で多大

なご協力をいただきながら対応してきたのが

現状だというふうに思うところでありますけ

れども、聞くところによりますと、猟友会の

方々も会員数の減少や高齢化が進んで、今後

においては組織機能の低下が心配されるとの

ことでもございますので、やはりまさに今、

策定をされているという最中ということであ

りますけれども、鳥獣被害防止計画や、それ

から御答弁がありましたけれども、今後予定

をされている地域対策協議会にやっぱりこれ

らの育成を初めとした被害防止向上に向けた

諸対策がしっかりと盛り込まれて、連携強化

のもとに実効性が上がることを期待をするも

のであります。そのためには、何と言っても

大切なのは、やはり基礎となるデータはしっ

かり持つという事が何よりも、今ほど申し上

げましたように大きな意味を持つものではな

いかと思います。この辺のところのデータと

いうものをしっかりしないと、せっかくこの

計画を立てようとしてもその計画というもの

が宙に浮く心配があるのではないかというふ

うに思うわけでありまして、このたびのアン

ケートの調査によりますと、お答えの中にお

いても実被害額については、いわゆる自己申

告という形になったがために、なかなかその

内容等について記入者の皆さん方に理解をし

ていただけなかった点がある意味では多かっ

たのかなというふうに私なりに考えるところ

であります。でありますから、やはりこの調

査の精度を上げていくことで、踏み込んだ被

害防止対策にもつながるのではないかという

ふうに思われますので、そこで得たデータを

組織的な活動に生かしたり、より効果を上げ

るためにも、ぜひこの種の調査については毎

年しっかりと続けるべきと考えるところであ

りますけれども、お考えがあればお伺いをい

たしたいと思います。 

●議長内馬場克康君 市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君 土井議

員の質問にお答えします。 

初めに、交流人口の増加に向けた体制など

についてでございますが、モニターツアー後

のアンケートからは施設が身体障がい者や高

齢者に対応していないところがある。看板が

見づらい。ツアーのメニューを絞っては。な

どのご意見をいただき、今後の企画の参考と

してまいりたいと考えているところでござい
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ます。また、モニターツアーでの課題としま

しては、地元民間事業者がツアーを企画する

場合の効果的なアピールの方法や、これに伴

う費用といったものが今後の課題となってい

るところでございます。 

次に、農家民泊の受け入れにつきましては、

市は、グリーン・ツーリズム研究会を通じて、

受け入れの調整、簡易研修などの支援のほか、

先月２６日には空知総合振興局との共催によ

り、新たな農家民泊を行う仲間づくりなどを

目的といたしました空知ファームイン開設研

修会を開催したところであります。市といた

しましては交流人口の増加を目指すため、地

域の魅力まるごとブランド化検討委員会のよ

うな組織を発展的に展開するなど、これまで

の取り組みを継続していくほか、農家民泊に

つきましては、新たな受け入れ農家の仲間づ

くりに努めるなど、市民の皆さんや事業者の

皆さん、各機関・団体と連携し、観光交流の

推進に積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

次に、戸別所得補償モデル対策事業につい

てでありますが、平成２２年産米に対する変

動部分の交付単価につきましては、来年１月

までの全銘柄平均の総体取引価格をもとに算

定され販売農家へ支払われますことから、今

後の販売価格の動向などを注視すると共に、

関係団体と連携して情報の収集に努めてまい

りたいと考えております。 

次に、基盤整備国営農地再編整備事業につ

いてでありますが、市といたしましては、２

３年度の事業採択へ向けて、地域を挙げて国

に強く要望を行ってきたところでございます

が、美唄地区は残念ながら来年度の概算要求

が見送られたところでございます。このため、

平成２４年度に事業採択となるよう、農協や

土地改良区、事業促進期成会と連携を図り、

事業の必要性を訴えながら国に粘り強く要望

してまいりたいと考えております。 

次に、本市農業の今後の方向性についてで

ありますが、今後とも本市を支える基幹産業

として持続的に発展していくためには、農商

工連携や農業の６次産業化、さらには海外市

場も含む需要の開拓などが必要であると考え

ております。このため、農産物の品質の向上

や生産性の向上、基盤整備の促進、高付加価

値化の推進、さらには担い手の育成など、必

要な対策を今後とも積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。 

最後に、鳥獣による農作物被害調査につい

てでありますが、今回実施した調査は初めて

の試みでありまして、被害額の記載のない方

がいらっしゃいました。このため、こうした

方々に対しましては直接確認を行うほか、調

査で把握できた被害地域を中心に聞き取り調

査などを行ってまいりたいと考えております。

また、この調査は来年度以降も継続して実施

することとしているものでございます。 

●議長内馬場克康君 午後２時４５分まで休

憩をいたします。 

 

午後 ２ 時３６分 休憩 

午後 ２ 時４６分 開議 

 

●議長内馬場克康君 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

お諮りいたします。 

本日の会議時間は、議事の都合によりあら
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かじめこれを延長したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、本日の会議時間は

延長することに決定いたしました。 

引き続き、一般質問に移ります。 

１３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員（登壇） あらかじめ

時間延長をいただきましたので、心置きなく

発言をすれと、こういうことだと思いますの

で、しっかり発言をさしていただきたいと思

います。 

私は大綱４点にわたりまして、市長職務代

理、そして、教育長に御質問を申し上げます。 

１点目は、行財政運営でございまして、決

算見通しと新年度の予算編成、これは特に、

来年度の予算編成の留意点ということで、ぜ

ひ新しい計画のスタートに当たる、そういう

予算編成であってほしいという願いを込めて、

その部分を中心にお尋ねをしたいと思います。 

小項目２つ目の財政健全化計画については、

この記載の内容でございます。３つ目も同じ

でございます。 

大綱２点目の公営住宅につきましては、老

朽化の激しい公営住宅でございますが、今日

的な課題についてそれぞれ把握をしたい。あ

わせまして、既に議論をしております、さま

ざまな公営住宅に関わる改善事項等について

御提言を申し上げたいというふうに考えてご

ざいます。 

ごみ処理行政につきましては、既に議論が

されておりますが、この多額の費用を要する

中間処理施設の建設の是非と課題について、

自分の考えを申し上げながらお尋ねをしたい

ということでございます。 

生活保護は、既に９月の定例会でも同趣旨

の発言をしておりますが、さらに突っ込んで

お尋ねをしたいということでございます。 

以下、順次、通告に示しました事項に従い

まして、ご質問申し上げたいと思います。 

最初に、行財政運営についてでございます。 

１つ目は、決算見通しと新年度予算編成に

ついてであります。既に１１月を終え１２月

に入りました。決算見込みもある程度固まっ

ているかと思いますが、補正予算が既に提案

をされてございますから、その中でも細部に

わたっての議論はできるわけでございますが、

ここでは、１つに、一般会計の実質収支、収

支均衡になるのか、赤字なのか、大きく黒字

が出るのか、あわせて、病院会計の不良債務、

新たに発生するおそれがないのか、この辺の

ところを中心に、その見込んだ主な要素を含

めてお答えをいただきたいと思います。 

２つ目は、来年度の予算編成の留意事項に

ついてであります。１１月末に示達されまし

た予算編成方針、ここに掲げられております

留意点、ポイントにつきましてお尋ねをいた

します。特に先程申し上げましたが、６期の

総合計画のスタート年ということでございま

す。この財政健全化計画等とのかかわりもご

ざいますけれども、元気の出るまちづくりと

いう視点でどのような予算編成を行ったのか、

ここを中心にお答えをいただきたいと思いま

す。 

次に、財政健全化計画の推進についてでご

ざいます。 

その１つは、２００９年度の見直し事項と

いうのが示されました。１１月に出されまし
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たこの見直し版によりますと、健全化効果額

というのが、この差し引き額が出ております

が、これの要因に関しまして少しく、主なも

ので結構でございますが、総額で９，０００

万を超える効果額の増要素が出たわけでござ

います。これらの中身を教えてください。 

それとあわせまして、同じく見直し版の２

ページにございますが、財政健全化の具体的

取り組み項目の変更というのがございます。

１つに体育センター、これは２２年度末をも

って用途廃止、もう１つは三井美唄幼稚園、

２２年度末をもって用途廃止、これらの計画

が実施予定が見直され、それぞれ先送りとい

う内容でございます。これらの見直しをした

理由、これらについてお示しをいただきたい

と思います。 

次に、実質収支、実質公債費比率の問題で

ございますが、これも見直しの中で実質公債

費比率の数字が出されてございます。各財政

指標の見直しというところで１０ページでご

ざいますが、ここに実質公債費比率が出され

ておりまして、平成２３年の計画を見ますと、

見直し前が２４．９、見直し後が２３．９で

あります。イエローカードの、言わば基準値

というのが２５．０でございますから、言わ

ば、非常に近い数字で推移をしてる訳ですが、

この計画上では好転をしたということでござ

いますが、これらのイエローカードが出され

る可能性というものはあるのか、心配しなく

ていいのかですね。と言いますのは、実質公

債費比率の算定というのは、公債費の償還等

もございますが、あわせまして、分母にあり

ます標準財政規模ですね、標準税収入額等の。

これは美唄市だけでは算定できない、国の動

向というものも大きく影響する分母があるわ

けでございまして、これらの動向等も見なが

ら大丈夫なんだろうかと、こういう心配をし

ておりまして、その可能性がないのかどうか、

お答えをいただきたいと思います。 

３つ目は、奨学金の貸付金見直し後の影響

でございます。これも当初、財政健全化計画

の素案段階でも出されておりましたし、その

とおり実行されたわけでございますが、ＨＣ

Ｃの貸し付けを除きまして、奨学金の貸付事

業というものは廃止をしたわけであります。

廃止の理由としては、他にいいものがあると、

他の制度を活用してくださいと、その時に出

されたものが道社協が受け皿となります生活

資金等の貸付でございます。果たして当初計

画したような、他にいい活用できる制度がで

きたのでと、こういう事で進めた見直しが滞

りなくそのとおりいってるのか、皆さん方に

影響がない、そういう状況なのかどうか、こ

の辺についてひとつお答えをいただきたいと

思います。 

３つ目、国家予算と地方対策に関してでご

ざいますが、その１つは、毎年地方財政対策、

地財対策と言いますけれども、これが出され

ております。国の予算も地方財政対策も表裏

一体、一体のものでございますが、政権交代

後、初めて組んだ本格予算、国家予算でござ

います。現在、民主党を中心とします政権、

文字どおりメロメロの状況でございまして、

何のための政権交代だったのかという批判が

多いわけでございます。私もその耳を謙虚に、

その声に耳を傾けておりますし、うなずく点

も多々あるわけでありますが、この2010年の

予算編成に当たって、政権交代によって示さ
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れた国のあり方、そして、予算づけのあり方、

このことについては大いに賛同し期待をした

ものでございます。そんな意味からしまして、

直接この地方財政に影響します新政権におけ

る地財対策、これをどのように評価をして、

具体的に美唄の行財政にどのような好影響が

あったのか、悪影響があればそれでも結構で

すが、ひとつ、もう既に2011年度の国家予算

議論をしてるとこでございますが、その新鮮

な政権交代後の初の本格予算という意味もご

ざいまして、その辺の評価、影響についてお

尋ねをしたい。 

あわせまして、マニフェスト工程表主要事

業と書いておりますが、これは国の予算、財

務省の主計局でまとめた政府予算が終わりま

して、打ち上がりまして、１２月中に例年出

すわけでございますけれども、その中に、政

権交代後の１つの特徴的な扱いとしてマニフ

ェスト工程表主要事業という項目がございま

した。御案内のとおり、その中の部分、主要

な部分言いますと、子ども手当の支給、それ

から高校の授業料実質無料化、さらには、今

ほども議論になりました農家の戸別所得補償

モデル事業、あわせまして、失業保険等の給

付の改善、雇用対策、そして高速道路等の無

料化の問題、さらには、燃料税、燃料課税に

関する問題、これらも全て新政権のマニフェ

スト、これをどう予算に生かすかということ

で、主要事業ということで示されたわけでご

ざいます。これについて、市長代理はどのよ

うな評価をしておいでになるか。 

あわせて、これらの美唄市民への影響、先

ほども農家の戸別所得補償、今までとどう変

わったんだということでの御質問がございま

した。６億程度という数字も出されたわけで

ございますが、重複する部分があろうかと思

いますが、これらの主要事業ごとに事業の概

要、できれば積算の基礎等も含めて、美唄市、

美唄市民への影響がどのようになったのか、

お示しをいただきたいと思います。 

高速道路の無料化は、これも賛否両論ござ

いまして、美唄にとってはいかがなんだろう

かと、１２号線沿線の、いわばコンビニとか

お店関係については非常にお客の数が減って

ると。一方で客が増えたと、こういうところ

もあるわけでございますが、美唄市の行政エ

リアとして考えた場合には、どのような状況

になっているか、影響額を把握をしておられ

ればお答えをいただきたいと思います。 

大綱の２点目は、公営住宅行政についてで

あります。 

その１つ目は、公営住宅の維持管理につい

てでございます。小項目の１つ目は、維持管

理状況と抱えてる課題について、現在、市営

住宅、そして道営住宅含めまして約１，２０

０戸の住宅の管理を美唄市が実質行っている

訳でございます。老朽化をしてるものは既に、

昭和３８年の東明の中央団地等が一番古いと

承知をしております。いなほ団地も古うござ

いますし、それから南美唄の団地も古うござ

います。４０年以上超えるその使用、耐用年

数を経過しているというところもあるわけで

ございまして、恐らくこれらの維持管理、さ

まざまな課題を抱えているでしょう。あわせ

て、高層住宅等もできましたので、日々管理

をしている現場の職員の皆さんについては悩

みがあろうかと思いますが、押さえておられ

ますこの抱えている課題、でき得れば、この
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管理状況も、現状ですね、改めてお尋ねをし

て、課題についてどのように整理をしておら

れるのか、お尋ねをしたいと思います。 

２つ目は、公住会計、かぎ括弧をして公住

会計と申しましたが、この収支状況について

でございます。私は決算でごみの関係につい

て、家庭ごみの有料化の時に、費用負担の収

集費用の２５％程度ということを考えてると

いう、そういう市の考え方を受けまして、こ

れはやはり、きちっとその収支を明らかにし

て、どういう状況になってるんだろうかとい

うことを常にわかっていただく体制を講じる

べきだという事で、そのことをお話をして、

決算書にその概要が示されるようになったわ

けでございます。そんな意味での公住会計と

してかぎ括弧をつけたわけでございますが、

２億数千万に上る公営住宅の住宅使用料、こ

れがございます。あわせて、国から国有資産

等の所在市町村の交付金もございます。そし

て、道からの補助もあります。一方、支出は

管理経費プラスこの平成２１年につきまして

は様々な予期せぬ支出も出たわけでございま

すが、維持管理経費、そして人件費、公債費

等の償還費、これらもあるわけでございまし

て、公営住宅を維持建設するために、どれだ

けの費用がかかるのかと、これらについての

収支状況、これは決算書ではわからないわけ

でございまして、直近、２１年度でも結構で

ございますが、把握できる範囲で結構です。

収支状況についてお示しいただきたいと思い

ます。 

３つ目、収入超過者と減免等対象者の状況

でございます。公営住宅につきましては、公

営住宅法で住宅困窮者であることと、それか

ら低廉な家賃で快適な住宅を提供すると、こ

ういう公営住宅法で設置目的があるわけでご

ざいます。一方、入ってる間に収入が増えて、

そして収入超過者となった場合には一定の基

準以上の家賃、これを納めなきゃならない、

こういうのがあるわけでございますが、この

収入超過者さん、どの程度おられるのか、あ

わせまして、これも規定にあるわけでござい

ますが、一定の所得以下の方、これについて

は減免、そして徴収猶予等のそういう措置も

あるわけでございますが、この場合、減免に

絞りまして対象者がどの程度いるのかお答え

をいただきたいと思います。 

小項目の４つ目でございますが、自治会と

共益費の負担の状況でございます。特にこの

場合、高層住宅等にかかわる課題が出されて

ございまして、市議会においても明日の常任

委員会、産業・厚生委員会で高層住宅にお住

まいの自治組織の代表の皆さんおいでいただ

いて、悩んでる事項をお聞きをするという場

を持っているわけでございます。ここでお尋

ねをしたいのは、自治組織が徴収をしていま

す、いわば建物の維持管理、特に共通経費で

すね、主に電気料等が多いというふうに聞い

てございますけれども、これらを中心とする

共益費の負担状況というのがどうなってるん

だろうか。これは、行政が直接タッチをする

内容じゃありませんので、機械的にその状況

について提出をせよと、こういうことにはな

らないかと思いますが、把握をしておられま

したらどのような負担の状況になっているの

かお知らせをいただきたいと思います。 

中項目の２つ目は、公営住宅の今後につい

てであります。びばい未来交響プランの事務
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事業インテックスには、向こう３年の、どん

な事業をするのかというのが出されておりま

す。公営住宅に関するこの事業計画というの

は２２ページに記載をされておりまして、こ

こでは、給水設備の更新がゆたか団地、これ

が初年度、２３年度、あわせて２３年度には、

火災警報器の設置、それから、共同受信施設

のケーブル改修と、南美唄ほか、有為、有明

と、こうあるわけであります。以下、同様の

修繕等の改修費用というのが３年間の計画が

出されているわけでございますが、先程申し

上げました昭和３８年に用途開始のあったと

ころがあるぐらい、非常に古い住宅を抱えて

る訳でございますが、用途廃止の計画やら、

それから投資的事業、ここで投資的事業と言

いましたのは大規模改修、そして建て替え、

これら等の考え方というのがあるのかどうな

のか、この総合計画では伺い知れませんでし

たので、ひとつ計画があればお答えをいただ

きたいと思います。 

最後でございますが、入居希望者の傾向と

倍率等であります。入居者のいわば充足率、

入居状況は市営住宅で９２、道営住宅はもっ

と多い９７ぐらいの入居率だというふうに聞

いてございますが、待機者も結構いるわけで

ございます。現在、入居を希望する方が一体

どんな傾向なのか、どういうところに公営住

宅に希望して住みたいという傾向なのか、こ

れら把握しておられると思いますので、あわ

せまして、出来れば大まかで結構ですが倍率、

トータル的なものは先ほど申し上げましたが、

把握できる範囲で結構ですが、この入居希望

者がどの程度入れるのか、この倍率等につい

てお答えをいただきたいと思います。 

大綱の３点目、ごみ処理行政についてでご

ざいます。 

その１つ目は、一般廃棄物中間処理施設の

整備について伺います。小項目の１つ目は、

高温高圧リサイクル施設とした根拠、これも

詳しく同僚議員であります小関議員が、午前

中お尋ねがあったわけでございます。重複す

る部分があれば恐縮でございますけれども、

私にも改めてこのなぜ高温リサイクル施設に

したのか、数多いいわば選択肢から、これを

抜き出して出したという根拠を改めてお答え

いただきたいという事と、２つ目は、ごみの

減量化・資源化対策と各自治体の取り組みに

ついてであります。これは、今さら申し上げ

るまでもなく、既に平成１３年度の実績を見

て、１４年度以降のごみの一般廃棄物の処理

計画をつくったときにも同様の内容が、この

ごみの減量化、ごみを出さない、そしてリサ

イクルを促進するというメニューが出されて

いるわけでございます。今さら新しいものは

ないのかもしれませんけれども、この今日的

に多額の中間処理施設の整備費がかかるとい

うことを踏まえまして、ごみの減量化・資源

化対策をどのように考えておられるのか、改

めてお尋ねするわけでございます。 

そして、これも東京都のごみ戦争、高度経

済成長期のときのごみ戦争がございましたが、

これらの非常に先進的な取り組みをしている

自治体が全国各地にあるわけでございまして、

これらのごみを出さない、そしてリサイクル

をすると、こういった先進自治体の取り組み

についてどのように把握をし、どのように美

唄市のごみ処理行政に生かしておられるのか、

生かそうとしているのか、お尋ねをする次第
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でございます。 

質問の最後でございますが、生活保護行政

について伺います。自立支援プログラムにつ

いて２点伺いたいと思います。第３回定例会

で、自立支援プログラムについてお尋ねをい

たしました。美唄は国が導入をした平成１７

年に先んじて平成１５年から取り入れている、

ちょうど井坂市長の時代でございます。先取

りをして取り入れている。そして、北海道か

らも評価を頂いてるというお話でございまし

た。それは大変いいことですね、という事で、

そのときは終ったわけでございますが、ここ

では、具体的にどんな取り組みをして、そし

てどのような効果があったのか。この自立支

援プログラムというのは、受給者、保護者で

すね、被保護者が社会復帰をすると、生活保

護法の１つの法律の目的であります、最低生

活の保障と、それから自立を助けるため助長

すると、こういう一方の大きな柱であります、

そのための支援をどうするかということでご

ざいます。非常に、この厳しい経済雇用環境

下ですから、対応している職員の皆さん、ご

苦労が大変だと思うんですけれども、この評

価をいただいているその状況、ひとつつぶさ

にお答えをいただきたいと思うわけでござい

ます。 

先進事例の問題は、私はあまり多くの先進

事例はわかりませんけれども、昨年のちょう

どお正月、１月の北海道新聞にシリーズで釧

路のこの自立支援の取り組みが出されており

ました。釧路は５０％を超える生活保護率と、

市民２０人に１人が生活保護受給者でありま

して、ある人に言わせれば、産業の１つにな

っている。生活保護産業ということも言われ

ているわけでございまして、これらの環境と

すれば、美唄と同一視はできないわけでござ

いますが、ここで取り組む母子世帯、そして

子どもの教育、こういった私にとりましても

非常に興味の高い部分があるわけでございま

すが、これらについて勉強した経過がござい

ます。行政として把握をしておられる、この

釧路に限ったものでなくても結構でございま

すが、先進事例となる他の自治体の取り組み

をどのように把握をしておられるのか、この

際お尋ねしたいと思います。 

この場での質問は以上でございます。 

●議長内馬場克康君 市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君（登壇） 

紫藤議員の質問にお答えします。 

初めに、行財政運営について、決算見通し

と新年度予算編成についてでありますが、今

年度一般会計の実質収支の見通しとしまして

は、今後の特別交付税の配分や、除排雪経費、

燃料費等の動向、さらには国の経済対策への

対応など不確定要素がございますが、現時点

で市税については、調定ベースで見ると予算

額に比して減収が見込まれるものの、普通交

付税と臨時財政特例債の合計は、予算額に比

較して２億７，０００万円程度増収となる見

込みであることから、退職手当債の発行を取

りやめても黒字を確保できるものと見込んで

おります。また、病院事業会計の決算見通し

といたしましては、支出では給与費、材料費

及び委託料などの費用の縮減が図られる見込

みである一方、収入で１０月までの実績にお

ける患者数と診療報酬改定の影響による診療

単価が減少していることから、診療収益は計

画より下回る見込みでありますが、１０月以
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降の患者数が増加傾向にあることから、引き

続き計画の達成に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。 

なお、年度末の不良債務残高は、一般会計

からの繰入金の前倒しを含めると、病院経営

健全化計画より減少する見込みであります。 

次に、新年度予算編成に向けては、財政健

全化の着実な推進とともに、第６期美唄市総

合計画の初年度として、協働のまちづくりを

基本に産業づくりと雇用対策、にぎわいづく

り、環境づくりを重点施策として取り組むこ

ととしており、今後の国や道の施策事業や予

算編成の動向、さらには地方財政対策や税制

改正などに留意しながら、総合計画の推進を

図ることとしております。財政健全化の早期

実現とまちの活力づくりは、共に当面の大き

な課題であり、第６期総合計画の前期５年に

おいて、確実に成果を上げなければならない

と考えており、特に産業振興によるまちの活

力づくりや雇用対策については、新年度にお

いても重点的に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

次に、財政健全化計画の推進についてであ

りますが、平成２１年度における財政健全化

の具体的項目の効果額は、全体で計画５億１，

９７７万８，０００円に対して、実績６億１，

０６３万１，０００円となり、９，０８５万

３，０００円の増となりました。効果額の主

な増減要因は、職員給与費等では共済費の増

加で２，０２２万７，０００円の減、早期退

職者の増加で３，８１１万９，０００円の増、

財産収入では、旧中央駐車場用地の売却で、

５，０８４万５，０００円の増、そのほか、

事務消耗品や燃料費等、内部管理経費の縮減

で２，６４３万５，０００円の増などとなっ

ております。 

次に、実質公債費比率についてであります

が、地方交付税の増加により、標準財政規模

が増加していること、さらには、退職手当債

の発行取り止めや債務負担行為の繰上償還な

どから財政健全化計画の平成２２年度見直し

版における見通しでは、ピークは平成２３年

度２３．９％であり、その後、減少傾向とな

ります。このため現時点では、早期健全化団

体になる可能性はないものと考えております。 

次に、２０１０年度国家予算と地方財政対

策についてでありますが、平成２２年度の地

方財政対策においては、地方税の減収、約３．

７兆円に対し、地方交付税を約１．１兆円、

臨時財政対策債を約２．６兆円増額し、実質

的な地方交付税は対前年比、１７．３％増加

となり、地方一般財源の総額で約３，３００

億円増額確保されております。また、厳しい

経済雇用状況から、地域活性化・雇用等臨時

特例費９，８５０億円が創設されたほか、小

規模自治体への配慮として、人口規模等に配

慮する段階補正や人口急減補正が見直された

ところであります。 

本市におきましては、普通交付税の交付決

定額が平成２１年度６１億８，０９２万２，

０００円に対し、平成２２年度は６５億４，

９１１万円であり、対前年比、３億６，８１

８万８，０００円、６％の増、臨時財政対策

債は発行可能額で平成２１年度が４億２，７

５４万５，０００円に対し、平成２２年度は

５億７，７５８万４，０００円であり、対前

年比、１億５，００３万９，０００円、３５．

１％の増となり、合計で対前年比、５億１，
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８２２万７，０００円、７．８％の増となっ

たところでございます。 

地方財政対策といたしましては、厳しい経

済情勢の中で地方の一般財源が一定程度確保

されるとともに、小規模自治体への配慮とし

て、段階補正等が１部復元されたことは税源

移譲と課題はあるものの、評価できるものと

考えております。 

次に、マニフェスト工程表の主要事業の評

価と美唄市民への影響についてでありますが、

初めに、本市における子ども手当であります

が、本年９月分の支給対象者数は２，１８９

人で、１０月に支給した４月から９月分の支

給総額は、１億６，９４５万５，０００円と

なっております。子ども手当ては子育てに要

する経済的負担の軽減となっていると受けと

めており、来年度以降の本格的な制度設計に

当たっては、必要な財源について国が全額措

置すると共に、事務に要する費用や人件費に

ついても国で十分な財源措置を講じることが

必要と考えておりまして、この点については、

市長会を通じて国に要望しているところでご

ざいます。 

次に、高校の実質無償化でありますが、本

市の状況について空知教育局に確認したとこ

ろ、支給対象は市内３校の高校に在学してい

る生徒数でしか確認できないとのことであり、

本年１０月で７４４名、本年度の支給総額と

しては８，８３８万７，０００円の見込みと

伺っております。手続は各高校から対象とな

る生徒数の報告を道が集約し、国に報告する

形をとっており、保護者の手続は要さないこ

ととなっております。多くの子どもたちが高

校に進学する時代、家庭の経済的状況によっ

て就学の機会を制限されることなく、教育を

受けることができることに関しては、教育機

会の確保に貢献していると受けとめていると

ころでございます。 

次に、戸別所得補償でありますが、本年度

はモデル対策として、水田利活用持久力向上

事業と米戸別所得補償モデル事業の２つの事

業を実施しており、本市では対象農家７２８

戸すべてが申請をしております。水田利活用

持久力向上事業については、水田を有効活用

して麦・大豆等の生産を行う販売農家を対象

とするもので、作物別に交付される単価は異

なりますが、本市への交付総額は、約１７億

５，０００万円となっており、激変緩和措置

が講じられた事から一定の評価ができると考

えております。また、米戸別所得補償モデル

事業は、米の生産数量目標に即した生産を行

う販売農家を対象に、全国一律単価で交付す

る制度で、作付１０アール当たり１万５，０

００円を交付する定額部分と米の販売価格の

低下分を補てんする変動部分で構成されてお

り、定額部分の交付総額は約６億７，０００

万円となっております。なお、変動部分につ

いては、平成２２年産米の価格が大幅に低下

している現状にあり、今後交付される予定の

補償額について不安を持っている農業関係者

も多いことから、制度として改善すべき点が

あると思われ、稲作農家が安心して農業経営

を続けていけるよう、より安定した制度とな

ることが必要であると考えております。 

次に、高速道路の無料化でありますが、本

年６月から始まった社会実験では、国道１２

号線の交通量が７月の前年比較で４割程度減

少し、コンビニエンスストアの売上額につい
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ては、増加した店舗と減少した店舗の両方が

あるほか、アルテピアッツァ美唄やゆ～りん

館の利用者数の増加が見られております。ま

た、今年１０月から１１月に行った市内の消

費動向調査では、高速道路を利用して市外に

買い物に行く機会が増えたと回答した方が２

割程度おり、自家用車による移動の利便性は

向上してると思われますが、総体的な市内経

済への影響としては、通過車両の増加や購買

力の流出など、マイナス面も懸念されるとこ

ろでございます。 

次に、雇用対策でありますが、本年４月に

雇用保険法が改正され、非正規労働者につい

ては、雇用保険の受給要件としての雇用見込

み期間が６ヶ月以上から３１日以上に大幅に

短縮されました。また、季節的に雇用されて

いる方については、一定の要件のもとで加入

できることとなりました。さらに未加入の遡

及適用に関しては、これまで２年前までだっ

たものが、本年１０月からは２年を超えても

遡及適用が可能となっております。現在の厳

しい雇用情勢の中で、このような雇用保険の

改善がなされたことは、セーフティーネット

の拡充として一定評価するものと考えており

ます。 

国においては、新年度予算編成に向け、マ

ニフェストの内容をそれぞれ見直す動きがあ

ると報道されており、本市からも制度の改善

等に関して、市長会を通じて要望しておりま

すが、新年度からは一層市民生活の向上や地

方の活力づくりにつながるものとなるよう、

願っているところでございます。 

次に、公営住宅行政について、公営住宅の

維持管理についてでありますが、これまでも、

年次計画に基づいて有為団地など老朽化した

市営住宅の建て替え事業を進めてきたところ

であり、平成２２年４月 1日現在、市営住宅

の管理戸数は１６団地、１，０８４戸、道営

住宅の管理戸数は２団地、１７０戸となり、

低所得者層を中心とする住宅に困窮する世帯

及び高齢者や障がい者世帯の居住の安定を図

ってきたところでございます。課題につきま

しては、公営住宅等の長寿命化と維持管理コ

スト縮減を図り、安全性を確保しつつ、限ら

れた予算の中で効率的な維持管理に努めてい

くかが課題となっているところでございます。 

次に、市営住宅の事業収支についてであり

ますが、平成２１年度の状況で申し上げます

と、収入では約２億４，１９７万３，０００

円であります。それに対し、支出の合計では

約２億８，１６８万９，０００円で、事業収

支と致しましては、約３，９７１万６，００

０円のマイナスとなっているところでござい

ます。 

次に、収入超過者等の状況でありますが、

平成２１年度で申し上げますと、政令で定め

る収入基準を超える収入超過者は４０人であ

り、１６団地のうち１０団地において、それ

ぞれ入居している状況でございます。また、

近隣市などの状況については把握をしていな

いところでございます。 

次に、家賃の減免状況についてであります

が、平成２１年度、減免者数は１３５人、減

免額は２，１５０万円、減免を受ける入居者

の比率は約１３．６％となっており、現在の

経済状況からすると増加傾向にあると考えて

おります。 

次に、共益費負担についてでありますが、
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管理条例の中では入居者費用項目が定められ

ており、入居時には注意事項や住まいのハン

ドブックなどで、必要な入居者の負担につい

てご説明しているところであります。共同施

設及び附帯施設の費用については、各団地の

自治会で決定しており、エレベーター付きの

団地では、月額２，０００円から２，５００

円と伺っております。 

次に、公営住宅の今後についてであります

が、本市の人口や世帯数の推移並びに既存公

営住宅の状況を踏まえ、今後における少子高

齢化などに対応することを目的として、平成

１６年度に策定した美唄市公営住宅ストック

総合活用計画を今年度見直しを行っていると

ころでございます。この計画の中で老朽化の

著しい団地につきましては用途廃止など、他

の団地につきましては外部の改修や維持・保

守点検などについて検討しているところであ

ります。 

次に、入居希望者の傾向と倍率についてで

ありますが、建設年次の新しい団地や利便性

等の高い団地に応募倍率が高い傾向にありま

す。男女の比率では、男性約４３．２％、女

性約５６．８％、年齢区分の比率では６５歳

以上の高齢者約２１．６％、６５歳未満約７

８．４％、職業区分で申し上げますと、無職

の方は約４８．９％、会社員の方は約４７．

７％となっているところでございます。平成

２１年度の公募状況で申し上げますと、市営

住宅、道営住宅、合わせまして公募回数６回、

公募戸数５７戸に対し、応募者数が１７６名、

倍率は３．１倍となっております。 

次に、ごみ処理行政について、高温高圧リ

サイクル施設とした根拠についてであります

が、ごみの再資源化を図り、環境への負荷の

少ない循環型社会の推進に資する処理方式で、

かつ現在の収集体制を変えないで処理できる

ことを基本に一括処理を行う５つのケース、

生ごみと可燃ごみを分けて、それぞれ処理を

行う６つのケース、委託処理を行うケース、

以上１２通りの処理方式について、建設費及

び維持管理費、燃料利用等の効果などを比較

し、さらに、可燃ごみの収集体制が類似して

いる月形町との共同処理なども視野に入れて、

コスト面など総合的な観点から検討した結果、

高温高圧による処理システムが望ましいとの

判断に至ったところでございます。 

なお、このたびの中間処理施設の整備に当

たっては、最終処分場の延命化や建設候補地

の地元の方々の合意、南空知地域ごみ処理広

域化検討協議会での整理、生成物の安定した

受け入れ先の確保、市民の方のごみ処理手数

料負担の検討など、さまざまな課題があると

認識しており、市民の方々の負担軽減を図る

ため、これらの課題を解決していかなければ

ならないものと考えております。 

次に、ごみの減量化・資源化対策でありま

すが、スーパーなどのレジ袋削減によるマイ

バッグ運動の推進、新聞紙などの紙類につき

ましては、町内会などによる集団資源回収を

進めていただくための啓発活動を行うほか、

生ごみについては水切りの徹底や、家庭での

堆肥化を奨励するなど、減量化と資源化の推

進に努めているところであります。 

いずれにいたしましても、市民一人ひとり

が、資源化に取り組む姿勢が大切であること

から、市民の意識の向上に向けて、今後とも、

より一層広報誌や出前講座の開催などで周知
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の徹底に努めてまいりたいと考えております。 

また、各自治体におきましては、ごみ処理

基本計画に基づき、排出抑制や分別収集、再

資源化に関する施策を実施し、ごみの減量化

やリサイクルに取り組んでいると承知してい

るところでございますが、他市町村の取り組

みを今後も参考にしながら、減量化に一層努

めてまいりたいと考えております。 

最後に、生活保護行政について、自立支援

プログラムについてでありますが、初めに、

本市の具体的取り組みについてでありますが、

平成１５年度から就労支援相談員１名を配置

したところであり、さらに今年度からは１名

を増員し、ワンストップサービスとしてハロ

ーワークにも配置し、さまざまな相談に対応

しているところでございます。自立支援プロ

グラムの内容につきましては、６５歳未満の

稼働年齢層の生活保護受給者のうち稼働能力

を有すると判断した中で、就労支援プログラ

ムの参加に同意した者に対し就労相談員が求

人情報の提供や履歴書の書き方、面接の仕方

など、参加者のスキルアップに努めていると

ころでございます。また、今年度の新規事業

として、ハローワークに配置される就労支援

コーディネーターの利用を中心とした生活保

護受給者等就労支援事業を活用し、被保護者

の自立に向けて取り組んでいるところでござ

います。 

次に、対象世帯数ですが、昨年度では稼働

年齢にあって就労に関する阻害要因がないと

判断された６４世帯が対象で、そのうち２５

世帯が保護廃止となったところでございます。

また、今年から２名の相談員を配置したこと

により、被保護者が就労を開始した件数は、

本年度は１１月末現在で２４件と、既に昨年

１年間の件数とほぼ同数となっており、効果

は上がってきたものと考えております。しか

しながら、勤めたものの雇用主とのトラブル

や、職場内の人間関係が原因ですぐ辞めてし

まうケースなど課題もあることから、今後も

被保護者の自立に向けて一層の取り組みを進

めているところでございます。 

次に、他の自治体の取り組みについてであ

りますが、道内では札幌市や釧路市などがい

ち早く取り組んでいるところであり、空知管

内では美唄市が他市に先駆けて就労支援相談

員を配置し、取り組みを行っているところで

ございます。市といたしましては、自立支援

プログラムについて釧路市など他市の例を参

考にしながら、さらに必要な対応に努めてま

いりたいと考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君（登壇） 紫藤議員の質

問にお答えします。 

財政健全化計画の推進についてであります

が、初めに、美唄市体育センターにつきまし

ては、施設の老朽化が進み、今後、大規模改

修が必要と見込まれることや近隣に代替施設

が見込めるといった理由から、平成２２年度

末の廃止を計画に盛り込んだところでありま

す。その後、利用団体から体育センター開館

継続の要望が出され、教育委員会といたしま

しても、廃止後の施設を有効に活用していた

だく事は有用との考えから、利用団体と話し

合いを進めてまいりましたが、もう少し時間

を要することから実施期間を変更することと

したところであります。 
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次に、三井美唄幼稚園についてであります

が、平成１９年に策定した市立幼稚園配置見

直し計画に基づき、閉園、または三井美唄保

育所との幼保一元化について、平成２２年度

末を目途として検討を進めてまいりました。

保護者や地域の皆さんには、幼稚園として一

定数以上の同世代で育つ環境を維持していく

ことは難しいこと、また、幼保一元化につい

ては新たに施設の増設が必要なことから、実

現が難しい状況にあることなどを説明し、理

解を求めてまいりましたが、地域からは幼稚

園存続のほか、幼保一元化など地域の子ども

を集団で保育する施設を設置してほしいなど

意見が出され、理解を得るには至らなかった

ところであります。このため、教育委員会と

いたしましては、閉園を２年間延長すること

とし、今後は就学前人口がさらに減少する保

育所においても入所時の減少が予測されるこ

とから、保護者、地域とのこれまでの話し合

いや幼稚園、保育所の施設規模、今後の幼児

数の動向、さらには国の幼保一体化の動き等

を踏まえ、幼保一元化について市長部局と連

携して再検討することとし、幼稚園について

は、現在在園している子ども達の卒園をもっ

て廃止することとしたため、実施期間を変更

することとしたところであります。 

次に、奨学資金貸付事業の見直し後の影響

についてでありますが、見直し後、年２名か

ら３名程度の問い合わせがあり、社会福祉協

議会の事業に関する情報提供を行っておりま

すが、進学を目指す子どもたちへの見直しに

よる影響については把握をしていないところ

であります。 

以上であります。 

●議長内馬場克康君 １３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員 重ねてお尋ねします。 

９月の６日に市長、病気で倒れられまして

ね、一般質問においでにならないというのは、

私は初めてだと思います。私で一般質問最後

でございますが、政策的な判断、それから、

選挙で付託を受けた、選挙民から付託を受け

た言わば市政の最高責任者としての考え方、

こういうものが一般質問等で出されると。そ

こに行き着くまでに、さまざま行政課題を細

部にわたってお尋ねすることありますけれど

も、私はそういう場がこの場だと思っており

ます。本会議の場というのはですね。ですか

ら、なるべく市長の市政の最高執行責任者の

本音をただして引き出すと、こういう事に、

実は情熱を傾けてまいりました。そんな意味

合いからしますと、市長も一部公務復帰が１

２月の末になるということですから、市長代

理とすれば、なかなかつらいお立場で一般質

問に。もう少しで終わりますから、御辛抱い

ただきたいと思うんですが、何点か再質問考

えておりましたが、少し絞りまして、任にあ

らずという意味じゃないですよ、それに近い

ニュアンスもありますが、絞りましてお尋ね

をしたいと思うんです。その際、これからお

答えになる中身は、桜井市長の意を体してお

答えになってると、こういうことで受けとめ

さしていただくと、こんなことで。そうしな

ければ話になりませんので、そういうことで、

職制上はもう当然、地方自治法にあります市

長の職務代理でございますから、長としての

権限はそういうルールになってますからね、

問題はないんです。しかし、ご本人にとって

見れば、なかなかしんどいことだろうと、一
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方でご同情申し上げる次第なんです。それで、

重ねてお尋ねをする部分は、行財政運営の

（２）の①、この実施予定の見直しの問題で

ございます。今のお答えでいきますと、ほか

にもあるのかもしれませんが、体育センター

は各団体、利用の皆さん方と話し合いをしな

きゃならないということでございます。三井

美唄幼稚園の問題については新たに、新たに

幼保一元化に関して検討しようと、これは前

向きな話ですね。新たな、言わば発想の転換

というものも出てきてるわけでございまして、

これは南美唄の地域を今後考えた場合に、ど

ういう選択がよかったのか、従来示していた

考え方を転換をして、中長期の視点で見よう

ということだと思います。これはぜひ、国も

今、幼保の一元化について、きちっとしたル

ール化に向けて議論をしてるようです。なか

なか結論出るのは大変なようですけど。功罪

共にありというふうに私も理解をしておりま

す。それぞれ、中央における全国を取り締ま

る団体もありましてね、利害関係もあるんで

しょう。見えないもつれた糸もあるわけです

し、素直に幼保の一元化の是非を議論をする

というだけじゃなくて、そういった背景もあ

るということですから、ぜひ純粋にこの地域

の中でどういう、ひとつ施設を新たな子ども

たちの施設を講じることが市民利益にかなう

のかという視点でご議論いただきたいと思い

ますから、この部分は置いておいて、体育セ

ンターですね。このことについてちょっと、

なぜなのかというのが今のご答弁でわからな

かった、よくストンと来なかった。というこ

とも、こっちだ、教育長ですね、でございま

す。と言いますのは、私、財政健全化計画の

素案づくりの時に、嫌な話ばかり市民の皆さ

んにお願いをするわけでございまして、御負

担をお願いするか、住民サービスの低下をお

願いするか、早い話しこの２つだったんです。

ですから、この事に関しましては、私自身も、

例えば働く人方にとって、この財政健全化計

画に出されてるメニュー、こういうものが果

たして許容できるものなのかという事で、随

分悩みもいたしましたし、そういった場面で

ぜひ弱者に配慮した、そういった見直しをし

てほしいということも議会としても御要望申

し上げたことを記憶してございます。その際、

これは原課だけの問題ではなくて、最終調整

をする、財政健全化計画の見直しを仕切る総

務部財政課、そこの考え方にもよりますけれ

ども、十分相手さんと話をして、分かりやす

い説明をすると、できれば合意をしてもらい

たい。あわせてその際、聖域はないというこ

とを理解をしてもらった上で、ひとつ合意形

成の努力をしてくださいと。一方的なことは

やっちゃいけませんということも申し上げた

つもりでございます。それ、私が申し上げた

んでなくて、議会として申し上げてるんです。

平成２０年１２月１９日付で、当時、基本問

題調査特別委員会から議長に対して、市長に

挙げてくださいという事で要望書をお出しを

いたしました。当日直ちに市長に対して要望

書を出してございます。この中で、今申し上

げたことですね、文言読み上げれば、「市民と

の合意形成について、計画は民主主義的につ

くられなければなりません。市職員の発案や

市民との双方向議論を行い、十分な議論をか

けた素案づくりであるべきでした。」これはそ

う時間かけてないということを言ってるわけ
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ですね。「しかし、今からでも遅くはありませ

ん。計画の成案化に当たっては、公立病院特

例債借り入れをまず実現するための大枠のも

のと、市民生活に直結する個々の具体的なも

のとを区別し、相手の立場に立って丁寧な説

明と合意形成を前提にするよう心がけ、説明

に当たっては、よくわかり、詳細で聖域化の

ないことが理解できるようにすべきです。」と

いうことを整理をしてお出しをしている。ご

記憶にあろうかと思いますけれども。それで、

事前の合意というのはなされているという、

実は思いでおりましたが、ただいまの説明で

いきますと合意形成がなされていないという

ことだそうです。合意形成がなされていない

ものを一方的にやっちゃいけないが、合意形

成がなされない理由というのは、果たして何

なのか。時計の針戻して計画どおりやれとい

うことは、今申し上げてるんじゃないんです

よ。ほかの説明する時に、ほかの団体、既に

廃止になった、それから開館日数をずらした、

時間も短縮した、なんせお金を浮かすために

やったんだから。こういうところに説明する

際、なぜ体育センターが先送りなったんです

かと言ったときに、私説明の材料が乏しいか

らお尋ねするんですけど、体育センターは、

これは小さい体育館ですけどね、ある程度サ

ークルでご利用してる人も多いそうです。そ

れから、東明等の地域体育館とのかかわりで、

そこのご利用が体育センターに移られたとい

う方もいるのかもしれません。結構な団体が

利用されてるということでございますが、総

合体育館、冬寒くて利用しづらいという声あ

りますけれども、総合体育館という美唄には

１つの大きな建物がありましてね、そこの利

用状況が仮に、仮にですよ、もう入り込む余

地がないと、こういうことでしたら、元々こ

れを廃止をするということが、居場所をなく

するということとイコールだったわけですね。

あなた方は、代替施設も用意できないし、ひ

とつ自分たちで自助努力で見つけてください

ということを申し上げながら廃止提案という

こと、でなければ、整合性がつかないですね、

代替施設の空きがないとすれば。この辺、た

だいまの御答弁ではわからないわけでして、

ここで総合体育館の利用状況ですね、時間ご

とに毎日の利用状況を示してくださいとは言

いません。疑いませんので、実際そういった

空きがないのかどうなのか、利用できないの

かどうなのか、この辺、お答えいただけます

か。そうであれば、なるほど、やはりこれは

存続の方向で議論しなきゃならんでないかと

いうことにもなるかもしれませんね。ひとつ

そこのとこ、お尋ねをいたします。 

それからこれは、奨学金の貸付金ですけど、

教育長、教育長、ちょっと顔見てください。

奨学金の貸付金ですけどね、私壇上で申し上

げましたけれども、今この教育にかかるお金

というのはずいぶんかかるということを言わ

れて久しいんですけれど。１１月の、これは

朝日新聞ですけれども、１４日、政策金融公

庫の調査、家庭の年収に対する教育費の負担、

４割近くに上ることとか、それから、景気の

低迷で年収は減少するけれども、所得の低い

人ほどこの教育費、授業料や通学費、教科書

代といった在学費用が増加してる、ウエート

からすれば。この調査でいけば、年収２００

万以上４００万未満の世帯、在学費用が１６

６万７，０００円かかっていると。この負担
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割合、年収への負担割合は５６．５に上ると

いうふうになっております。以前から教育費

のウエートというのは高いと、これは政策金

融公庫と、なぜかといいますと、教育ローン

ですね、教育ローンを受けられてる方を対象

にしたアンケート調査です。奨学資金の貸付

金を見直すと言ったときにも、心配したのは

この点でございまして、これは、額的に言っ

ても返済条件にしても果たして十分だったか

どうかというのは別にしまして、ご利用があ

ったわけですね。なかなかお返しいただけな

いということもありました。奨学資金の返済

に関して、なかなかご利用していただいても

返済していただけないという悩みもあったよ

うでありますけれど。これ道社協がメニュー

として持ってるやつを使えるから、そっちの

方が条件がいいということだった、そういう

ご答弁。教育長がおいでになるときだったで

しょうかね、教育部長さんのときだったでし

ょうか。そういういいものがあるなら、それ

はぜひご利用いただいた方がいいと。一方で

実態が調査されてないという御答弁でした。

どうなってるかと。制度はなくしたと、しか

し、その後どうなってるか実態は調査してい

ないということでした。これ、機会を見て、

ぜひ調査をしていただきたいと思うんですよ。

これ準備もあるでしょうからね。ただ、この

貧困というものの問題が惹起をして、そして

さらに貧困の連鎖とか、それから、特にそれ

が母子世帯等に非常に深刻な問題として出て

きてることとか、高校に行かせたくても塾の

費用も捻出できず行かせられないとかですね。

こういう事も随分社会問題として言われてお

りまして、これを何とかしなきゃならんと、

この奨学金がすべて解決するとは、そうは思

っておりませんけれども、最低でも教育委員

会でおやりになることは、少しく、現在活用

をしていただきたいということでお話があっ

たこの道社協が窓口とする生活資金ですね。

これの具体的な内容と申請に当たってのノウ

ハウ、御相談を受ける受けないにかかわらず、

学校の進路指導の先生方等にお話をして、き

ちっとその情報を親御さんや家庭に伝わるよ

うにするということがまず１つです。そして、

この制度はぜひ積極的にお使いくださいとい

うことで、お示ししてあげるという役割が市

町村教育委員会にあると思うんです。ぜひ、

この利用状況、道社協でメニュー持ってるや

つがどう使われてるか、そして果たしてそれ

が使い勝手がいいのか、申請のときにどんな

問題があるのか、ここの社協の窓口でできる

のかということも、十分把握をしてください。

足しになるものに、ぜひ当初の計画どおり、

目論見どおり有効活用、他に活用できるもの

があるということが、文字どおりそうなるよ

うにお取り組みいただけないだろうか。この

２点ですね。 

それから住宅行政で１点お伺いします。自

治会と共益費の問題でございますが、２，０

００円から２，５００円、明日詳しく、公営

住宅にお住まいのエレベーターが設置されて

るところの自治会長さん、もしくは役員の方

にお話を聞くということで、米田委員長のも

とで調査をする、所管事務調査をするという

ことになっております。今日までも議会が議

会報告会を行いまして、その場でいただいた

御要望、注文がありましたが、それを受けて、

直ちに所管委員会で所管事務調査をして、そ
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して、現場の原課の現状についてのお話もお

聞きをしています。これは、この場は、所管

事務調査は市政の最高責任者が出られません

から、一般質問で今までの議論というものも

整理をした上でお尋ねをするわけですけども

ね、２，０００円から２，５００円というの

が高いというか妥当だというか、私はちょっ

とよくわかりません。ただ私は、ゆたかニュ

ータウンがすぐ見える場所に住んでおりまし

て、２階からですと住宅の状況がよくわかり

ます。こうこうと電気がついてございます。

通路灯と。大規模住宅ですからね、１階、２

階、３階、４階、５階、６階、７階、８階と、

こうあるわけです。それぞれの階、間に通路

灯がある。それから、エレベーターも頻繁に

使われますね。それから、あるところに行き

ますと、上水道、これを各１戸ずつのところ

に配布をする、そういう仕掛けもある訳です

が、タンクに入れて、そして持っていくんで

すが、そのポンプアップのための電気代、こ

れらもかかるわけですね。そのかわり非常に

あったかくて燃料代はかかんないのかと思い

ます。非常に快適にお住まいいただけるとい

うお話も聞いておりますけれども。これは、

そこに入ることによってかかる経費なんです

よ。マンションで言えば共益費ですね。現在、

この共益費を巡る、言わばいざこざと言いま

しょうか、社会問題化しているところもござ

います。マンションが老朽化をするというこ

とと、入居者が共益費を払えなくて退所して

しまって、そしてその部分が残った入居者に

かぶさってくと。当初の予定と違う。だんだ

ん古くなりますから、維持費はかかるんです

が、そのほかにそういった要素も出てくる。

まだ美唄のいわば高層住宅、そこまで問題は

出てないのかもしれませんが、やや共益費が

御負担いただけないところもあるようにも仄

聞しています。そこで、この自治会が共益費

を集めると、これは自治会費と、それから、

建物の共同の維持管理経費と両方あるわけで

ございますが、ご案内のとおり自治会費とい

うのはこれは任意でございまして、出入り自

由、一方この共益費に関しましては、入居し

ている以上支払いの義務がある。裁判所の最

高裁の判例でも明確でありまして、抜けるか

ら戻せって言ったら、自治会費しか戻して来

ないというのがありましたですね。これは高

層住宅、美唄の新たにできましたエレベータ

ーつきの住宅にも言えることでございます。

何とかこの共益費負担を軽減できないんだろ

うかという事で、実は悩みました。所管事務

調査でも私の方で御提言したことがあります。

それは１戸住宅であれば通路灯というのはい

らないわけでございまして、これは恐らく防

犯灯か街路灯になるだろう。ずーっと横にあ

るやつですね。今は電気代節約のために間引

きしてるんですよ。１０本あれば５本くらい

しかつけない。それから、夏はマイマイガ入

ってきますから、全部消せって言う人もいる

そうなんです。そういう状況なんですが、こ

れを街路灯等とみなして、市の街路灯設置維

持補助、これの該当にならないのかどうなの

か、ぜひ検討してくださいという事を、今そ

こに座っておられる都市整備部長に申し上げ

たんです。都市整備部長は、最初研究って言

ってたんですけど、研究というのはしないこ

とだからという事で、検討に改めて頑張りま

すというお話もいただいたわけでございます。
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その後、内部でも検討し、この本会議一般質

問に臨んだと思われますけれども、今申し上

げました具体的な点を含めて、この軽減策、

どのように対応なさろうとしてるのか、また、

一応考えてみたけど無理だったと、こういう

ことなんですね。ひとつ、お示しいただけれ

ばと思います。公営住宅については、以上で

ございます。 

さて、ごみの問題でございます。しばらく

しますと総合計画の審査、基本構想を議決す

るための議会での審査が始まるわけでござい

ます。４日間程度の日程をとって十分やろう

ということでございますが、その場でもでき

ますから、今日ここで白黒つけるということ

はできれば避けたい、こう思います。できれ

ばですね。それで、１つ目のなぜ高温高圧リ

サイクルにしたのかということ、これは、今

までも同僚議員の御質問にもあったとおりの

内容が答えられたわけでございます。今まで

の調査委員会の独自の調査、ここでも議論を

いただきました。それから、議員協議会でも

この計画ができて、パブリックコメントを出

す前の説明もいただいて、そこでも質疑をさ

していただきました。重複するかと思います

けれども、私は大変な今政治判断、政策判断

が求められている事業だというふうに思うん

です。なぜそう言うかといいますとね、来年

度の環境省の補助を受けることが、この事業

建設の１つの条件になってるわけですね。通

常、来年度の補助事業というのは、御案内の

とおり国が概算要求を取りまとめるのが夏で

あります。８月いっぱいです。市町村がこう

いう仕事をしたいということで、国に対して

道を通じて話をするのは、最低でもその前、

以前でなきゃだめなんです。その前以前。道

は国から、どういうやり方かわかりませんけ

れども枠もらって配分をする場合もあると思

いますから、そういう微調整はできるのかも

しれませんが、物によっては、この手の物と

いうのは、そうそうたくさん出るんじゃあり

ませんから、１件審査で対応するという場合

もあろうかと思います。これがどういうもの

かわかりませんけれども、これから意思決定

する話ではないと思うんです。政策判断、こ

の事業をどうするかという機種の選定含めて

既に終わってなきゃならんはずなんです。終

わってるんだったら終ってるんだって答えて

いただきたい、そういう理由でね。最近変わ

ってるのかもしれません。来年度の予算、国

の予算だから３月３１日までに申請したらで

きるというふうになってるのかもしれません

けれど、通常それは余り考えられない。この

補助申請のタイムリミットの問題、そしたら

あれが悪いとか、これが悪いとかといえない

んですよ、これ。もう既にやってしまってま

すと、申請してますと、こういう状況であれ

ばそうだと言ってください。申請でも１段階、

２段階あるでしょう。概算でお示しして、そ

して正式な申請となるかもしれない、これが

１つ。 

それからもう１点は、岩見沢の問題です。

先ほどの御答弁でも、岩見沢の問題というの

が課題ですということがございました。課題

何点かありましたでしょう。岩見沢の検討時

期というのも、そういうのもあったわけでご

ざいますが、岩見沢だって３月に結論出すっ

てやつ、３月ぎりぎりまでわからんというこ

とにはならんと思うんですね。様々な問題を
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課題を挙げて、そして、最終結論を出すとい

うのがどなたなのかですね。岩見沢もじゃあ

燃えるごみの処理をどうするかということも、

注目ですから今ですね。これ３月の結論とい

うのが、実際そういう状況なのか。どっちつ

かず、どうなるか皆目わからない。押さえて

おられる情報では、岩見沢とは組めないとい

うことを前提にした岩見沢の検討なのか、６

つも７つも８つも選択肢があって、その中が

議論してるからわからない状況なのかね。今

後のスケジュールのことも今申し上げました

が、私どもが青筋立てて議論をするもう時期

は終わった、であれば終わったと言ってくだ

さい。そうすれば、そのまた次の考え方が変

わりますから。それが、①の私の再質問です

ね。それから②、ごみを減らすという事とリ

サイクルするという問題、これは、中間処理

施設がどうあろうが、これ未来永劫やってい

かなきゃならない問題ですね。今お話を聞け

ば、さまざまやってきたという趣旨のお話だ

った。私は掛け声だけではなかったかという

事を苦言を呈したいんです。時間が止まっち

ゃってるんでないかっていう気がしてならな

いんですが。埋立地の処分場の現状というの

は、これは建設時点ですが、平成１９年、２

００７年の４月から平成３４年、２０２２年

の１月まで１４年１０ヶ月、ここに埋め立て

をしようということで計画ができました。そ

して、この穴の量、計画埋立量は１０万５，

０００立米余り、１年間に７，０００立米を

埋めていきますというので概要が示されてる

んですね。これ何埋めるかっていうんですが、

これ可燃物が全体の３６．８、し尿の汚泥９．

５、それから破砕不燃物、これは前処理をし

て壊して埋めるやつでしょう、これが２５．

２、焼却残渣、これは中間処理をして、そし

て埋めるという当初の計画でしたから、そう

なんでしょう。そして覆土、これは最初に入

ってきたときに土盛る、それから中間で盛る

のと最終覆土と、これが何と２５％、２万６，

４００立米もかかるんです、土埋めてるみた

いなもんです。あの中ですね。ごみじゃなく

て、２５％は土を埋めてる。これらは当初か

らそういう計画があって、そしてこの量とい

うのは、この時期になればいっぱいになりま

すと、１４年１０ヶ月経ったらいっぱいなり

ますということを言われたわけです。ですか

ら、言われるように１５年、１５年しかもた

ないもの、あの穴の大きさは。だから何とし

てでも減量化して、有料化でもして、そして、

排出を抑えようと、リサイクルしようという

ことだった。具体的にこういうことが分かっ

てて、いろいろお取り組みになられた。私は

ごみの問題、随分この有料化のときに有料化

やるべきだという事で、有料化を早めるべき

だという事で一般質問しました。桜井市長に

迫ったことがあります。市民の負担増を迫る

なんて議員どこにいるんだと怒られましたけ

ど。それは、この有料化を契機に市民の皆さ

んが、一人ひとりがごみ問題を考えていただ

く、毎日の生活のことで、特に、家庭からご

みを扱うお母さん方に考えてもらいたいと、

こういう思いもあったわけでございます。 

そこで、その時に私が敬愛をします工藤正

義先生がこの有料化に向けた、そしてごみの

減量化に向けた審議会の代表をなさってまし

た。平成１８年の９月の５日に答申を出され

ています。これは有料化を図るべきだという
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答申をなさってるんですね。ここに減量化の

方法というものを具体的に書いてる訳です。

繰り返しお話を申し上げるまでもないのかも

しれません。現行のごみ分別方法は、当面は

大きな変更を行わないで集団資源回収を促進

する。生ごみ堆肥化容器購入補助事業の助成

を推進し、家庭や小規模事業所で生成した堆

肥の利用や、飼料の有効活用に促進する。家

庭菜園や花壇、市内の公園の緑地ということ

書いています。それから、不法投棄対策も書

いています。ポイントは集団の回収、資源回

収と生ごみの排出抑制でございます。あわせ

て、事業系のごみの手数料の見直しも言及を

されています。その後、市がこの答申を受け

て、具体的にどうしようかという実施計画を

つくって、ほぼ答申に準じた内容です。生ご

みの堆肥化に向けた助成制度なんてやりまし

たか。コンポストの助成制度なんかやりまし

たか。有料化のときに市民からいただく目論

みでは、１世帯８，０００円でしたよ。４０

リッターの袋で換算しますとね。それいただ

けば１億程度、１億までいかないかな、そん

な計算でした。ぜひそうやって入る時に、そ

ういった手を打って、減量化対策を具体的に

強力にも進めるべきだということを申し上げ

た。やらない。この間ですね。それから集団

化の問題もごみ処理基本計画の中に、この現

状の整理が出されています。市民の皆さんも

この町内会等で集団で紙類等を出すことにつ

いて、非常に熱心に取り組まれておられると

いうようなアンケートの結果も出されていま

した。９割の方が町内の集団回収に協力して

おられるということも書いておられた。しか

し現状ですね、札幌から業者がおいでになる

ことも、これは行政で組み立てないでやって

るものですね。おいでいただいてる、どうな

るか先のことわからない。集団回収にかかわ

る業者の皆さん、もうやってられない、歳だ

し。もうやめたい、来春からやめたいという

ようなことも、それぞれの町内でお話しされ

てるのもある。こういった集団回収を充実さ

せるための対策、具体的に講じてない。家庭

から出るごみ、そして事業系のごみの分析は

この一般廃棄物処理計画にはない。私は一言

で申し上げれば、具体的な有効な実効性のあ

る対策を示して、講じて、実行して、そして

徹底したごみの排出抑制、資源化を図ってそ

の上でどうするかということを、市民の皆さ

んと一緒に考えるのが中間処理施設の建設の

あり方だと思うんです。そのためにパブリッ

クコメントがあるんだから。午前中のご議論

の中では、私は答弁がちょっと、どういう趣

旨なのか理解に苦しんだわけです。私は、わ

かりやすく御答弁いただきたい。お願いした

いんです。１つは、タイムリミット含めて、

今さら何を議論すればいいのかという状況を

心配するが、そのことについての現状と事実

経過、それが１つ。もう１つは、徹底したご

みの減量化や資源化に今まで取り組んでいな

かったんでないかということを厳しく申し上

げたんですが、お答えください。 

それから、再質問の最後になりますが、自

立支援プログラムですね。先ほど釧路のお話

をいたしました。私、北海道新聞に連載をし

た記者さんですね。本田良一さんという方で

すが、昭和３４年生まれの方です。この方が、

「ルポ 生活保護」という、これは中央公論

社で出しているんですね。今年の８月２５日
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発行したもの。ここに、釧路の取材を通じて

感じたことをまとめて書いておられます。生

活保護行政の現状と課題と、何が今足りない

のか。特に、子どもたちに対する、先ほど言

いましたが貧困の連鎖と貧困問題、社会の問

題として取り組むべきだということが書かれ

ておりまして、非常に感動を持って読んだわ

けでございます。その中に、釧路の自立支援

プログラムの取り組みのことが紹介がござい

ました。冬月荘という地域福祉の拠点、これ

はＮＰＯ法人が運営をするところでございま

すが、そこで、釧路市内の母子家庭などの中

学３年生達、無料の進学勉強会をそこで開催

をしているということでございます。教える

先生方は、学生さんや市役所のケースワーカ

ー、社会人、経済的な理由で塾へ通うことが

できない子どもたちの勉強をサポートするだ

けでなく、子どもたちが気軽に集うことがで

きる空間にしようとするという狙いもあると

いう事で、生き生きとした、この冬月荘での

勉強の姿が書かれているわけでございます。

私は何をするにせよ、すぐこれお金どうして

るのかなと見る癖がありまして、この取り組

みは、費用につきましては１０割補助、セー

フティーネット支援対策等事業費補助金でこ

の運営をしてるということでございます。厚

労省の補助だというふうに思いますが、釧路

は、この取り組みはさっき言いましたように、

２０人に１人、生活保護産業と言われるぐら

いに生活保護家庭が多い。こういう特殊事情

がありますけども、美唄も３０％を超えるパ

ーミルでありますから、３０人に１人なんで

す。いずれそうなっちゃうかもしれません。

人ごとではないわけなんです。少しでも、先

ほど言った貧困の連鎖を止めるために、高校

の進学が、塾に行けないことによって行けな

くならないように、生活保護家庭だけではな

くて、ボーダーライン、特に母子家庭で頑張

っておられる、そういった家庭のサポートを

する。私は、拙速はだめですけども、頑張れ

ばケースワーカーの皆さん方、そしてまちづ

くりにかかわる皆さん方、頑張れば、私は勉

強を教えるような能力もありませんから、別

な形でお手伝いできるのがあるのかもしれま

せんけれど。恐らく市内には個人的にもそう

いったことを対応してる、ご本の読み聞かせ

をしてるという方もおいでになるようですし、

個人的に教えておられる、無料で教えておら

れるという人もおいでになるというふうに仄

聞いたします。ひとつ生活保護行政プラス福

祉行政、こういったことでの取り組みとして、

美唄でも十分検討いただけないかと思うんで

すが、お読みいただいたら私の気持ちになる

と思います。読みましたんでお貸しますので、

ぜひ、ひとつ参考にして取り組んでいただけ

ればありがたいと思いますが、ご答弁いただ

きたいと思います。 

●議長内馬場克康君 市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君 紫藤議

員の質問にお答えします。 

初めに、公営住宅行政についてであります

が、自治会と共益費ということでございます

けども、自治会につきましては、入居者が共

同生活を営む上で団地全体の入居者が協力し

て管理運営をしていくための自治会を結成い

たしまして、団地入居者相互の親睦を図り、

適正な管理を行っていただいているところで

ございます。共益費につきましては、このよ
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うな中で、今後とも各団地の状況を十分把握

しながら、公営住宅全般の全体経費のコスト

削減が、結果として共益費の削減につながる

ような、今後の施設整備及び維持管理のあり

方について、さらに検討会を重ねてまいりた

いと考えております。 

次に、ごみ処理行政についてであります。

今回、一般廃棄物処理計画という形でご説明

申し上げまして、その計画の中で、中間処理

施設については処理方式をご説明申し上げて

いるところでございますけども、今後、道を

経由して具体的な実施の段階に入りますと、

道を経由して交付金の申請という形になりま

すけども、交付金の申請というのはこれから

という形になってございます。それで市とい

たしましては、あくまでも一般廃棄物処理計

画にのっとって、高温高圧の方法で進めて行

きたいという考え方でございます。月形と岩

見沢でミニ広域という形を前提として計画を

つくってございます。岩見沢の問題もござい

ますけども、これについては３月末というこ

とで、時期的なそこら辺の調整がどうなのか

ということでございますけども、それと補助

申請との兼ね合いということでございますけ

ども、あくまでも市としての考え方としては、

今の計画で進んで行きたいということは基本

でございます。ただし、岩見沢が３月末で一

定の考え方が示され、結果として一定の条件

が整えば協議するということもやぶさかでな

いと考えております。それについては、基本

的に道が、空知総合振興局ですけども、そこ

が中心に広域化を推し進めているという段階

にございます。また、補助申請を道を経由し

て国に行くと、そういう中で、そこら辺のタ

イムスケジュール的な問題につきましては、

今後さらに道と協議させていただきたいと考

えております。 

それから、ごみの減量化でございますけど

も、まさしく３Ｒ推進、特に減量化・資源化

ということでございますけども、今後ともこ

ういう形で、現実的にごみの処理について、

これだけコストがかかるという状況でござい

ますし、埋め立て、中間処理含めて減量化す

るのが一番いいことでございまして、もちろ

んそれに当たっては、今回の要望書でも示さ

れております市民の暮らしにとって一番身近

な課題でございますので、基本的にごみを減

らすということは、市民の協力なくしてはで

きないというふうに考えてございまして、そ

こら辺、さらに基本に立ち返って、そういっ

た視点からごみの減量化に向けて取り組んで

まいりたい。このように考えてございます。 

それから、３点目でございますけども、自

立支援プログラムということで、釧路市の取

り組みの事例ということでございます。やは

りこれからは、生活保護なら生活保護単体だ

けではなかなか課題解決にはつながらない。

やはりまち全体が、庁内、福祉とほかとの連

携を含めて総合的な形で課題に当たらないと、

なかなか自立支援につながらないというふう

になっていると考えています。今後とも、や

はり貧困の連鎖を絶つ事につながるような取

り組み、もちろん厳しい環境のもとで住民の

生活を守るといいますか、社会保障としての

セーフティーネット、これの生活保護と基本

でございますから、もちろんこれは法定受託

ということで、基本的には国の事務でござい

ますけども、市町村としてさらに住民の自立
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支援に向けてつながるようなプログラムにつ

いて、必要な対応に努めてまいりたいと、こ

のように考えているところでございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君 紫藤議員の質問にお答

えいたします。 

初めに、体育センターについてであります

が、体育センターの閉館後の代替施設として、

総合体育館と学校開放事業の利用に加え、体

育センター近くにあります人材開発センター

の体育館の利用を考えておりましたが、利用

団体からは、体育センターは現状で使用可能

な施設であり、継続利用への強い要望があっ

たことから、閉館後の利用者団体による自主

運営などについても検討することとしたもの

であります。公共施設におきましては、これ

までも廃止後解体せず、その施設を有効に活

用しているものもありますが、多くは廃止前

から地域で運営できる組織があり話し合いを

重ねてきております。体育センターにつきま

しては、不特定多数の個人・団体での利用で

あり、この事から廃止後の管理運営方法につ

いての話し合いに時間を必要としているとこ

ろでございます。 

次に、奨学資金貸付金についてであります

が、経済的な理由から就学する機会が制限さ

れることのないよう、今後におきましては貸

付金制度について、中学校や高校への情報提

供を行ってまいりたいと考えております。あ

わせまして、この利用実態についても把握し

てまいりたいと、このように考えております。 

●議長内馬場克康君 １３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員 財政健全化計画の実

施見直しですね。それぞれ、なぜ見直しをし

たのかということが、聞けば聞くほどだんだ

ん掘り下げてわかってきたわけでございます。

この部分、これは、答えていただかなくても

いいですけども、こっち側の方になると思う

んですけど、見直しというのは人の目を気に

しながらやってほしいということですね。同

じようなところもあるということ。ですから、

要望書の数が多いとか、声がでかいとかでね、

やっちゃだめでしょう。今言った理由ってい

うか、今一という部分もありますけれども、

その理由、明確にして、見直すのであれば見

直すための手続が、私は必要だという気がす

るんです。これ何度も言ってるんです。計画

つくるときは、こういう計画できました、ご

議論していただきたいとあるんだけど、見直

すときは勝手に見直してる。勝手にというこ

とは悪いのかな、執行権だからこれは執行権

でいいんですけど、どうもどこかで誰かが見

直してるというような気がしてならないんで

す。常にこの計画というのは、市民とともに

実行してくという視点が必要ですし、事後整

理であってはならない気がしてなんないんで

すけど。くどくど申し上げませんが、そうい

う思いをあえてお伝えしておきたいと思いま

す。この部分はご答弁結構でございます。 

それで、やっぱりごみですね、ごみの問題

ですね。先程の市長代理のご答弁はね、タイ

ムスケジュールの問題は、これから補助申請

するんだから、道と協議したいというお話で

した。さっきと同じことを言うんですけど、

真剣に私ども選択肢含めて議論をして間に合

うんですか。あのね、ここは機種選定を、是

非を決める、まずないです、意思決定じゃな

いですから。具体的に議会がかかわるったら
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何かと言いますね、予算づけでないんでしょ

うか。でかい工事なら契約締結の件、意思決

定どうするか。予算は来年の３月ですから、

３月議会です。一方、総合計画の基本構想、

議会の議決事件、これは基本構想と前期基本

計画と、それから３年間の事業計画、インデ

ックスと、これは対であるけれども、議決す

る対象は基本構想。基本構想にこの高温高圧

がどうだとか、どうするとか、このことに関

して、議会がこの部分をあえて言及して、基

本構想の中に突っ込まない限りは議決できな

い。せいぜい要望するか、全員で要望するか。

だけども、この議会で残されてるのは、あと

基本構想の時の議論なんです。ここで選定含

めて白紙に戻しなさいという、もしくは具体

的にこうすべきだと、いろいろ議論しまして

ですよ、どんなふうになるかわかりません。

まだ委員会スタートしてませんから。出てき

てみた後検討するというふうに答えるのかも

しれませんけども、その辺のとこですね。あ

りきでいるんでないかっていうのが、どうも

消えないんですね私は。これからだってお話

もされてるけども。なぜそういうこと言うか

といいますと、これは、この一般廃棄物の処

理計画、その上に環境基本計画があるはずな

んです。その上に総合計画がある。３層計画。

そして一般廃棄物処理計画が何でこれに合わ

してやらんきゃならんかというと、でかい支

出がある。２０億を超える支出が、急がなき

ゃならない。来年度予算から設計費に金かけ

なきゃならんというところなんです。ここで

すね、これは、これからの審査の中で、執行

側と議会側と十分意思疎通を図りながらやら

なきゃならないことですが、方針転換が可能

なのかどうか、もしくは先送りが可能なのか

どうなのか。何でもだめだって言ってしまえ

ば、可能だって言えば可能ですけども、物理

的に。いや、具体的に市民の合意形成とか、

議会の議論とか、それからパブリックコメン

ト等とかまちづくり基本条例にある１つの事

業をする時の美唄のまちづくりの進め方です

よ、ルールがある。そのルールに問題があろ

うとも、これが最良の選択だと。あとは、腹

切る覚悟で市民説明する、理解いただけるし

かない。こういうお気持ちならね、そういう

お気持ちぜひ出してもらいたい。私４回聞き

ませんから、これで終わりますから。一生懸

命議論したって、もう決まってるんだし、の

らりくらりで終られるっていうなら、これは

一生懸命議論するのが意味がなくなってしま

う。５時までにやめますから。昨日もどうし

たらごみ減るだろうかと、一般廃棄物処理基

本計画のごみの将来予想っていうのをはじい

てみたんです。前の時も、１４年以降のやつ

も私古い資料ですけど持ってます。その時も

はじきました。そのときは、先ほど言った２

０数％の覆土するための土の量もわかるよう

に出たんですよ。埋め立てするごみの量の２

８％増しとかなんとかって、計算でそれを足

してって、そして穴が埋まってくよって事が、

これは、そういうことも入って、埋立量とい

うのを出してると思うんですけども。先ほど

言いましたけども、２１年末で残された容量

が７万６，０００立米だと。このままずっと

ごみを投げ続けてたら、平成２８年ですね、

例えば、平成１６年の台風ありましたけども、

ああいうのがあれば、どんと増えるそうです

けども。だけどもそうでなければ、このまま
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投げ続けたら、２８年で満杯になる。２８年

度、平成２９年の３月で満杯になるという将

来予測のやつと、それと中間処理をやって、

一定程度ごみの減量化に励んだらというやつ

があるんです。ただ、もう１つの将来予測と

いうのは平成３２年で止まっちゃってるんだ。

これ足していくと、電卓たたいて足していく

と、平成３２年で中間処理を計画どおりやる

でしょう。そうすると２１年末７万６，００

０立米の残余容量が、平成３２年末で４万４，

２０５、引くから３万１，７００立米の残容

量の計算になるんですよ。３万１，０００立

米ある。そして、毎年この最後の頃になると、

どれだけ埋め立てるかっていうと１，５００

立米ぐらいになる。そうすると、単純にいく

と１７年持つってことになる。３２年から１

７年持つということになる、１７年。当初、

中間処理をして、そして、平成２４年から中

間処理が稼働した場合に、持つのが平成３３

年まで１５年だ。中間処理をして２６年から

稼働しても私の計算間違いでなければ、平成

３２年プラス１７年、ここまで、まだ穴が持

ちますよという計算になるんです、こう見て

きますと。それであれば、市民の皆さんに当

初１５年で満杯になって、そのあとじゃまた、

２３億なるのか、いやいやその間ですね、前

処理するための機会が壊れちゃうとか、耐用

年数来るとか、この間みたいにビニールシー

トやるのに１，９００万かかるとか、これい

ろいろ出てくるかもしれんけども、もう１つ

穴を掘るって、これ間違いないそういうスケ

ジュールだったでしょう。そのために何とか

減量化図ろうとあっても、この計算でいけば、

今２０億投資したら平成４９年まで持つとい

う計算にならないの、これ。計算間違えてて、

ばれたら恥ずかしいから答弁要らないけども、

その計算に関してはね。そうなれば、これも

また市民の皆さんの選択肢になるでしょう。

ここらのこともこれありで、これありで、こ

れ以上何言っても恐らくさっきの答えしか出

てこないでしょう。市長代理の顔見てるとそ

ういう顔してるからね。できませんとか、で

きるとか、もう決まってますなんてことは、

これは口割けても言えんでしょう。実際、そ

の合意形成できる、やれないこととやれるこ

と、やっちまったこと、こういうのを明らか

にしながら議論しなきゃね、これは信頼関係

なくしてしまう。我々が外に出て、ごみ突然

２０何億出てきてまいってるんだと、それだ

って耐用年数７年とか１０年しか持たんやつ

やるんだ、そうこうしてるうちに、またもう

１つ穴掘らなきゃならん、これからごみに係

る経費大変なことになるって言うか、今これ

やっとけば手順は間違えたけども、手順は間

違いなく積み上げでやってないけども、今や

れば、現在ある最終処分場の耐用限界がこん

なに伸びてくよと、結果としてコスト減につ

ながるよというような話ができるかで、えら

い違うじゃないですか。ご答弁できることが

あればしてください。 

●議長内馬場克康君 市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君 ごみ処

理行政についてでありますけども、やっぱり

ごみということは、市民生活の身近な生活に

直接かかわることでございまして、先ほども

申し上げました業者の責任は責任として、や

はり市民の協力なしでは、ごみの減量化なり、

まさに３Ｒそのものは進まないというふうに
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考えております。そういう面では、今やろう

としてます一般廃棄物処理計画につきまして

も、一応２６年４月１日供用開始を前提にし

た場合、今のような計画のスケジュールとい

うことでございますけども、あくまでもこれ

まで我々検討してきた結果としては、計画上

のあくまでもああいう方向が望ましいという

判断に至った経過でございます。対分的な問

題につきましては、月形との協議の経過、そ

れから市民負担の問題、さらには、道を中心

にさらに広域化を進めるべきだという考え方

も強くありまして、岩見沢が３月という形で

一定方向を出すということもございますので、

ここら辺は、特に交付金の申請等も含めて、

さらに道に補助申請のスケジュール等の確認

すると共に、その他の課題についても実施に

向けてはさらに検討をしてまいりたいという

ふうに考えてございます。 

●議長内馬場克康君 以上で一般質問を終わ

ります。 

これをもって本日の日程は全部終了いたし

ました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

 

午後 ４ 時５４分 散会 
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